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◎経緯 
 漢字の字体・字形については，昭和 24 年の「当用漢字字体表」以来，その文字特有の骨

組みが読み取れるのであれば，誤りとはしないという考え方を取っており，平成 22 年に改

定された「常用漢字表」でも，その考え方を継承している。 
しかし，近年，手書き文字と印刷文字の表し方に習慣に基づく違いがあることが理解さ

れにくくなっている。また，文字の細部に必要以上の注意が向けられ，正誤が決められる

傾向が生じている。 
今回の報告では，漢字の字体・字形について詳しく解説するとともに，常用漢字（2,136

字）全てについて，印刷文字と手書き文字のバリエーションを分かりやすく例示している。 
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文化庁では，平成 26 年度から文化審議会国語分科会漢字小委員会において，「「手書

き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成」に関して検討を進めてきま

した。このたび，その検討結果が国語分科会において「常用漢字表の字体・字形に関す

る指針（報告）」（案）として報告されましたので，お知らせします。 



手書き文字（筆写ともいう。以下同様。）と印刷
文字（情報機器等の画面上に表示される文字を
含む。）との違いが理解されにくくなっている。

例）官公庁，金融機関等の窓口で名前などを記
入する際に「 」と書くと，明朝体どおりの形
（「 」）に書き直すよう指示される。

常用漢字表「字体についての解説」で下記のように説明。しかし，図示が中心で，周知も不十分。

「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」（文化審議会国語分科会）の概要

漢字の字体・字形に関して生じている問題について，常用漢字表（平成２２年内閣告示第２号）の
「（付）字体についての解説」の内容をより分かりやすく周知し，解決しようとするもの。

文字の細部に必要以上の注意が向けられ，
本来であれば問題にならない違いによって，漢
字の正誤が決められる傾向が生じている。

例）手書きの楷書では，本来，「木」の縦画はと
めても，はねてもよいが，一方だけが正しい
といった認識が広がっている。

現在，社会で生じている問題

「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」 （平成28年2月29日 国語分科会）

Ａ 「木」や「きへん」は，はねて書かれていても誤りではありません。はねても，はねなくてもいい漢字は，ほ
かにも多数あります。

「字体についての解説」にも，両方の書き方があることが下記のように例示されています。これは，「きへん」
の場合も同様に考えられます。

漢字の習得の段階では，「木」や「きへん」の付いた漢字について，はねのない字形が規範として示されるこ
とが多く，はねたら誤りであると考えている人も少なくないようですが，手書きの楷書では，はねる形で書く方が
自然であるという考え方もあります。また，戦後の教科書には，両方の形が現れています。これは「のぎへん」
や「うしへん」も同様です。

構成要素ごとに字形の例を分類し，例示を豊富に

Ｑ＆Ａによる分かりやすく親しみやすい説明

常用漢字表２,１３６字全て，印刷文字と手書き文字のバリエーションを例示

Ｑ38 はねるか，とめるか（「木」・「きへん」など） 「木」という漢字の真ん中の縦画の最後を，はねるように書い
たら誤りなのでしょうか。「きへん」の場合についても教えてください。

番号以下，左から常用漢字表の掲出
字体，代表音訓，配当学年（小学校），
字形差のある明朝体，ゴシック体，UD
体，教科書体，手書き文字の例

○手書き文字と印刷文字の表し方には，習慣の違いがあり，一方だけが正しいのではない。
○字の細部に違いがあっても，その漢字の骨組みが同じであれば，誤っているとはみなされない。



字体
「字体」，「字形」等の用語について

文字を文字として成り立たせている骨組みのこと。同じ文字としてみなすことができる無数の字の形
それぞれから抜き出せる，形の上での共通した特徴とも言える。書かれた又は印刷された文字が，社
会的に通用するかどうかは，その文字にその文字としての字体が認められるかによって決まる。文字
の細部に違いがあっても，字体の枠組みから外れていなければ，その文字として認められる。

字形

字種

書体

通用字体

字体が具現化され，実際に表された一つ一つの字の形のこと。字形は，手書きされた文字の数だけ，
印刷文字の種類だけ，存在するとも言える。字体は，様々な字形として具現化する。

同じ読み方，同じ意味で使われる漢字の集まり（グループ）を指す常用漢字表の用語。「桜／櫻」，
「学／學」，「竜／龍」，「島／嶋／嶌」などは，それぞれ同じ字種である。

文字に施される，形に関する特徴や様式の体系のこと。印刷文字には，明朝体，ゴシック体，教科書
体など，歴史的には，篆書，隷書，草書，行書，楷書などの書体がある。

一般の社会生活において最も広く用いられ，今後とも広く用いられることが望まれる字体として，常
用漢字表がそれぞれの字種を示すに当たって採用し，現代の漢字の目安としているもの。

いわゆる康熙字典体

一般的に旧字体などと言われるものを常用漢字表では「いわゆる康熙字典体」と呼ぶ。「康熙字典」
は１８世紀のはじめに，中国の康熙帝の命によって編まれ，現在の辞書類の規範となっているもの。

上記各用語の関係
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第１章 常用漢字表「（付）字体についての解説」の考え方

１ 当指針の基本的な考え方

当指針は，情報化の進展に伴う情報機器の広範な普及が人々の漢字使用に及ぼす影響などに

対応して改定された常用漢字表（平成２２年内閣告示第２号）の「（付）字体についての解説」

（P.201参照）の内容に関して，より分かりやすく具体的に説明しようとするものである。

近年，社会の変化とともに，長い歴史の中で培われてきた漢字の文化にも変化が見られるよ

うになっている。そのうち，特に漢字の字形に関して，手書き（筆写ともいう。以下同様。）

文字と印刷文字（情報機器等の画面上に表示される文字を含む。以下同様。）との違いが理解

されにくくなっていることや，文字の細部に必要以上の注意が向けられる傾向などが生じてい

る。当指針は，これらを国語施策の課題として捉え，その改善を図るものであり，一般の社会

生活において，文字をより適切に，積極的に運用するために，活用されることを意図している。

戦後の漢字施策については，当用漢字表（昭和２１年１１月），当用漢字別表（昭和２３年

２月），当用漢字音訓表（昭和２３年２月，昭和４８年６月），当用漢字字体表（昭和２４年

４月），常用漢字表（昭和５６年１０月，平成２２年１１月）などが，国語審議会及び文化審

議会の答申を基に，内閣告示・内閣訓令によって実施されてきた。これらのうち，漢字の字体

に関する考え方を示したものとしては，当用漢字字体表と常用漢字表がある。

当用漢字表に掲げられた漢字の字体を示すものとして，昭和２４年内閣告示第１号として実

施された当用漢字字体表は，その「まえがき」にあるとおり，「漢字の読み書きを平易にし正

確にする」ために「異体の統合，略体の採用，点画の整理などをはかるとともに，筆写の習慣，

学習の難易をも考慮した」ものであり「印刷字体と筆写字体とをできるだけ一致させることを

たてまえと」した。ただし，「使用上の注意事項」では，漢字の手書きの伝統に配慮し「この

表の字体は，活字字体のもとになる形である」と述べた上で，「これを筆写（かい書）の標準

とする際には，点画の長短・方向・曲直・つけるかはなすか・とめるかはね又ははらうか等に

ついて，必ずしも拘束しないものがある」とし，次のような例を掲げ，印刷文字の標準として

示した同字体表が，手書き（筆写）の楷書の習慣と一致しない場合があることを記している。

当用漢字字体表（昭和２４年内閣告示第１号）まえがき〔使用上の注意事項〕（一部抜粋）

１章 １
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その後，当用漢字表及び当用漢字字体表に代わり，昭和５６年内閣告示第１号として実施さ

れた常用漢字表では，主として印刷文字の面から字体の検討が行われた。字体は，「表の見方

及び使い方」にあるとおり，「便宜上，明朝体活字のうちの一種を例に用いて現代の通用字体

を示し」た。その際，漢字の字体・字形についての基本的な考え方は，当用漢字字体表を引き

継いでおり，その趣旨を説明するために，次にその一部を示す「字体についての解説」が付さ

れた。

常用漢字表（昭和５６年内閣告示第１号）「（付）字体についての解説」（一部抜粋）

これは，常用漢字表が「筆写の楷書における書き方の習慣を改めようとするものではない」

こと，「明朝体活字（写真植字を含む。）の形と筆写の楷書の形との間には，いろいろな点で

違いがある」こと等を，具体例によって示したものである。「明朝体活字と筆写の楷書との関

係について」や「筆写の楷書では，いろいろな書き方があるもの」には，当用漢字字体表に挙

げられたよりも多くの例が具体的に示されている。この「字体についての解説」の趣旨は，平

成２２年に改定された常用漢字表にもそのまま受け継がれ，それとともに，新たに追加された

字種のうちに，その印刷文字の字形と手書き文字の字形との違いが，字体に及ぶものがあるこ

となどについての説明も加えられた。

このように，かつての当用漢字字体表とそれを引き継いだ常用漢字表は，６０年以上にわた

って国語施策の一環として字体・字形に関する考え方を示してきた。しかし，先にも述べたと

おり，伝統的な漢字の文化が理解されにくくなり，手書き文字と印刷文字の字形のどちらか一

方が正しいとみなされたり，本来は問題にしなくてよい漢字の形状における細部の差異が正誤

の基準とされたりするといった状況が生じている。

文化審議会国語分科会は，上記のような漢字の字体・字形に関する社会状況の改善を国語施

策の課題であると捉え，当指針を作成するものである。

１章 １
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２ 常用漢字表における字体・字形等の考え方

常用漢字表には，「字体」，「字形」，また，「書体」，「字種」，「通用字体」といった用語が使

われている。以下，これらの用語が常用漢字表においてどのような意味で用いられているのか

を説明する。このうち「字体」，「字形」，「書体」については，「改定常用漢字表」(平成２２

年６月７日 文化審議会答申)の「Ⅰ 基本的な考え方」に示された「４ 追加字種の字体につ

いて」の「（１）字体・書体・字形について」で説明がなされており，以下はその考え方に沿

うものである。（なお，当指針における「手書き文字」とは，主として楷書（行書に近いもの

を含む。）で書かれたものを対象としている。）

◆ 字体

図１に示したのは，三つの異なった漢字である。私たちがこれらを別々の漢字であると判別

できるのは，それぞれの点画（漢字を構成している点と線）の数や組合せなど，基本となる骨

組みが異なっていると判断するからであると考えられる。このような文字の骨組みを「字体」

と言う。図１に示した漢字は，それぞれ互いに異なる字体を備えていると認められる。

図１ 形状の違いにより，違う漢字として認識されるものの例（異なる字体の例）

① ② ③

学 字 宇
一方，図２に挙げた①～⑤は，それぞれ形状に違いがあるものの，通常全て同じ漢字として

認識される。それは，五つに同じ骨組みが内在していることが読み取れる，つまり，同じ字体

であると認められるからである。

図２ 形状に違いがあっても，同じ漢字として認識されるものの例（同じ字体の例）

① ② ③ ④ ⑤

学 学 学
字体は骨組みであるから，それが実際に印刷されたり，手で書かれたりする場合は，活字独

特の装飾的デザインや，人それぞれの書き方の癖や筆勢などで肉付けされた形で表れる。した

がって，ある一つの字体が印刷されたり書かれたりして具体的に出現する文字の形は一定では

なく，同じ文字として認識される範囲で，無数の形状を持ち得ると言える。仮に，文字の形の

整い方が十分でなく，丁寧に書かれていない場合にも，また，美しさに欠け稚拙に書かれてい

る場合にも，その文字が備えておくべき骨組みを過不足なく持っていると読み取れるように書

かれていれば，それを誤った文字であると判断することはできない。

翻って言えば，「字体」とは，同じ文字として様々に肉付けされた数多い個別の文字の形状

それぞれから抽出される共通した特徴であり，文字の具体的な形状を背後で支えている抽象的

な概念と言うこともできる。字体は，文字を見分け判別する際の基準，文字として社会的に通

用するかどうかの基準として，社会全体で共有されることが必要なものである。

◆ 字形

手書き文字，印刷文字を問わず，具体的に出現した個々の文字の形状のことを「字形」と言

う。先に示した図１と図２の文字それぞれには，多かれ少なかれ形状の違い，つまり，字形の

違いが見られる。その違いは，図１では文字の骨組みにまで及んでいるため，別の漢字として

認められる。一方，図２では，長短，方向，接触の有無，はらうか，とめるか，はねるか等の

１章 ２
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違いはあっても，骨組みは共通しているため，いずれも同じ漢字として認められる。

字体は特定の具体的な形状を持たない抽象的な概念であり，それが目に見える文字として表

されるときには，図２のように様々な字形として具現化する。字形の違いが字体の違いにまで

及ばない限り，特定の字形だけが正しく，他は誤りであると判定することはできない。

◆ 書体

字体を基に具現化された字形には，一定の特徴や様式が現れることがある。そのような，文

字に施された一定の特徴や様式の体系を「書体」と言う。例えば，図３に示すとおり，印刷文

字の書体としては，明朝体，ゴシック体，教科書体などといった体系が形成されている。

図３ 印刷文字における書体の例

①明朝体 ②ゴシック体 ③教科書体

学 学 学
書体という用語は，印刷文字のデザインの体系以外に，印刷文字より古くから歴史的に形成

されてきた一定の特徴や様式の体系について言う場合にも用いられる。図４に挙げるのは，そ

れぞれ，篆書体，隷書体，草書体，行書体，楷書体と呼ばれる特徴や様式が施された文字の例
てん

である。

図４ 歴史的に形成されてきた書体の例

（下段は，現在広く使われている字体を各書体の特徴や様式に合わせて書いたもの。）

①篆書体 ②隷書体 ③草書体 ④行書体 ⑤楷書体

なお，一般に，ここで言う「書体」の意味で「字体」という語が用いられることがある。常

用漢字表の考え方を理解するに当たっては，注意が必要である。

◆ 字種

「学」と同様に「ガク・まなぶ」と読み，同じ意味を持つ漢字に「學」がある。「学」は常

用漢字として，現在，広く用いられている漢字であり，「學」は一般的には「学」の旧字体な

どと呼ばれる。（常用漢字表では「いわゆる康熙字典体」とされる。第３章Ｑ８参照。）「学」
こう き

と「學」のように，その字体は異なっていても，原則として同じ音訓・意味を持ち，語や文章

を書き表す際に文脈や用途によっては相互に入替えが可能なものとして用いられてきた漢字の

集合体としてのまとまりを「字種」と言う。字体の違いは，字種の違いとして表れることが多

いが，図５に示すとおり，歴史的に同じ字種として複数の字体が用いられてきた例は少なくな

い。

図５ 字体は異なるが同じ字種とされる漢字の例

① ② ③ ④

学 ―學 桜 ―櫻 竜 ―龍 島 ―嶋 ―嶌
①～③は，通用字体といわゆる康熙字典体の関係であるが，④に示したようなものも，同じ

１章 ２
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字種として用いられてきた。④のうち，「嶋－嶌」のような，同じ構成要素を持つがその配置

が異なる漢字の関係は，動用字などと言われる。辞書によっては，これらに加えて「嶹」など

を「島」と同じ字種として挙げるものもある。

◆ 通用字体

常用漢字表に掲出された2,136の字種それぞれには，上記の「学」，「桜」，「竜」，「島」のよ

うに，一般の社会生活において最も広く用いられている字体，そして，今後とも広く用いられ

ていくことが望ましいと考えられる字体が，原則として１字種につき１字体のみ採用されてい

る。これを「通用字体」と言う。

以上の用語等の関係は，図６のように表すことができる。実線の枠で示したのは，同じ字種

として扱われる漢字の範囲である。字体の違いは，字種の違いとして表れることが多いが，複

数の字体を有する字種もある。例えば，「學」と「学」は，字体は異なっているものの同じ字

種とされ，点線の枠で示すように「旧字体（いわゆる康熙字典体）」と「通用字体」として区

別される。また，それぞれの字体が実際に文字として現れる際には，縦に並べて示すように，

同じ字体の枠組みの中で，様々な字形として具現化する。それぞれの字形には，長短，方向，

つけるか，はなすか，はらうか，とめるか，はねるか等の相違が表れ得るものであって，それ

らのうち，横に並べて示した例（楷書体，明朝体，ゴシック体，教科書体）のように，文字に

施される一定の特徴や様式の体系が書体である。

図６ 字体・字形・書体等の関係

なお，参考資料に，上記の内容についてより詳しく説明した「常用漢字表の用語について」

（P.209）を付した。
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３ 漢字の字体・字形に関して，社会で起きている問題

（１）「国語に関する世論調査」の結果

文化審議会国語分科会で，手書き文字の字形と印刷文字の字形に関する指針について検討す

るに当たり，平成２６年度の「国語に関する世論調査」（平成２７年１～２月調査。全国１６

歳以上の男女3,000人を対象。総回答数1,942）において，関連の調査を行った。調査結果の概

要は，参考資料（P.215）に付した。

「字体についての解説」で，いろいろな書き方があるものとして例示されている八つの漢字

に，窓口業務等で問題になることの多い「鈴」を加えた九つの常用漢字について，それぞれ手

書きの楷書の字形を二つ示し，適切な書き方はどちらか一方か，どちらもか，又は，どちらも

適切な書き方とは言えないかを尋ねた。結果は，グラフ１のとおりである。どの漢字について

も，正しいと意識されている書き方が人によって違っており，適切な漢字の字形が一定したも

のとして共有されているわけではないことがうかがわれる。なお，これらは，「字体について

の解説」で，どちらも問題のない書き方とされているものである。

グラフ１ 手書きの楷書の字形に関する意識

また，「保」，「女」に関する結果を年代別に取り上げたグラフ２のように，漢字によっては，

その字形に関する意識が世代間で異なっている傾向が見られた。これは，その字を習得した際

に手本とした字形に違いがあったこと等によるものと考えられる。（第３章Ｑ43，54参照）

１章 ３
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グラフ２ 手書きの楷書の字形（「保」，「女」）に関する意識（年代別）

こうした，漢字の字体・字形に関する意識の相違や偏りは，不特定多数の人を対象とするよ

うな各種試験等における，漢字の書き取り問題の評価などに影響しているおそれがある。その

点について，同調査では「例えば，入学試験や入社試験，検定試験などにおいて，上記のよう

な書き方の違いによって正答になったり誤答になったりするようなことがあるとしたら，それ

についてどのように考えますか」と尋ねた。その結果は，「国の示した目安に沿って，両方と

も正答にすべきだと思う」が66.5％，「試験を受ける人に採点の基準を前もって示してあれば，

正誤を区別してもかまわないと思う」が21.9％，「試験を受ける人が基準を知っているか否か

に関係なく，採点する側の決めた基準で，正誤を区別してもかまわないと思う」が5.7％であ

った。

さらに，手書きする際には手書きの習慣に従ってよく，印刷文字の形のとおりに書く必要は

ないということを知っているかを尋ねた問いに対して「よく知っていた」，「何となく知って

いた」を合わせた「知っていた（計）」と回答した人は，全体の３割程度（32.2％）であった。

一方，「知らなかった」は６割台半ば（65.7％）であった。文字を手書きする際には，印刷文

字とは別の習慣に基づいた書き方をしてよいということが，社会において，十分に理解されて

いない状況がうかがわれる。

（２）学校教育における漢字指導に関する意見聴取の内容

学校教育における漢字指導に関して，有識者からの意見聴取を行った。学校教育における常

用漢字表の扱いについては，かつての国語審議会から現在の文化審議会国語分科会に至るまで，

一貫して別途の教育上の適切な措置に委ねることとしてきた。当指針も学校教育を直接の対象

とするものではないが，「国語分科会で今後取り組むべき課題について（報告）」（平成２６年

２月１８日）に，「学校教育への影響，特に学校教育における漢字指導との関係について十分

配慮」すべきであることが述べられていること，また，文化庁に，学校で学んだ漢字の字体・

字形等についての質問が多く寄せられることなどから，実施したものである。

学校教育，特に小学校における漢字教育においては，学習指導要領の「学年別漢字配当表」

に示された字形を標準として漢字運用の土台が作られる。各教科書は，学年別漢字配当表の字

形を参考にしてそれぞれが作成した，いわゆる教科書体という印刷文字を使用してきた。教育

の現場では，使用する教科書の教科書体を基に漢字指導が行われることによって，効果的に漢

字が習得されてきた面があることが説明された。

それとともに，下記の小学校学習指導要領解説国語編（平成２０年６月 文部科学省）や文

部科学大臣政務官通知（平成２２年１１月３０日，１２月８日）において，児童生徒が書く文

１章 ３
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字を評価する場合や，大学等の入学者選抜において受験者が書く漢字を評価する場合について

は，「字体についての解説」を参考にすることが望ましいとされていること等が確認された。

小学校学習指導要領解説国語編（平成２０年６月 文部科学省 一部抜粋）

〔注：学習指導要領の記述を指して〕漢字の指導の際には，学習指導要領の「学年別

漢字配当表」に示された漢字の字体を標準として指導することを示している。しかし，

この「標準」とは，字体に対する一つの手がかりを示すものであり，これ以外を誤りと

するものではない。児童の書く文字を評価する場合には，「常用漢字表」の「前書き」

にある活字のデザイン上の差異，活字と筆写の楷書との関係なども考慮することが望ま

しい。

文部科学大臣政務官通知「常用漢字表の改定に伴う中学校学習指導要領の一部改正
等及び小学校，中学校，高等学校における漢字の指導について（通知）」（平成２２
年１１月３０日 ２２文科初第１２５５号 一部抜粋）

なお，改定後の常用漢字表においても，「（付）字体についての解説」の「第１ 明朝

体のデザインについて」や「第２ 明朝体と筆写の楷書との関係について」の記載があ

ることを踏まえ，児童生徒が書いた漢字の評価については，指導した字形以外の字形で

あっても，指導の場面や状況を踏まえつつ，柔軟に評価すること。

文部科学大臣政務官通知「大学入学者選抜における常用漢字表の取扱いについて
（通知）」（平成２２年１２月８日 ２２文科高第８９５号 一部抜粋）

入学者選抜において，受験者が書く漢字を評価する場合には，前記通知〔注：２２文

科初第１２５５号〕記２「学校教育での筆写（手書き字形）の取扱いについて」のなお

書き〔注：上記引用部分〕を十分に踏まえ，適切に行うこと。

実際の教育現場では，使用する教科書や，それに基づく教材等に示された字形以外の字形は

誤りとする評価が行われることがある。そのような評価は，上記の学習指導要領解説や文部科

学大臣政務官通知等の内容に基づいて，指導の状況や場面を踏まえた教育上の配慮として行わ

れるものである。しかし一方で，「字体についての解説」についての理解そのものが十分に広

がっておらず，その内容が知られないまま，指導した字形に沿った評価が行われる場合がある

との指摘もなされた。

これに関し，手書きされた漢字の字形に関する評価，特に正誤の判断を行うに当たっては，

「字体についての解説」の考え方を参考とすることが望ましく，その内容を教育関係者に改め

て周知し，理解を深めてもらう必要があること等が，意見として述べられた。

なお，学校教育では，書写の指導と漢字の読み書きの指導が一体となって行われる場合もあ

る。小学校学習指導要領が書写について「点画の長短や方向，接し方や交わり方などに注意し

て，筆順に従って文字を正しく書くこと」としている点なども考慮しつつ，今後も円滑な漢字

指導が行われるよう配慮すべきことにも触れられた。

加えて，学校教育における漢字指導と，入学試験や採用試験，各種の検定試験などとの関係

も取り上げられ，学校教育において，「字体についての解説」の考え方に基づいた評価を行う

ためには，不特定多数の人を対象とするような各種試験等で漢字の書き取り等を課す際にも，

「字体についての解説」に沿った評価が行われる必要があるという指摘がなされた。

これらの意見聴取を踏まえ，児童生徒が学習指導要領に基づく学年別漢字配当表に示す字体

を標準として漢字を習得することを通して生涯にわたる漢字学習の基礎を培うとともに，将来

の社会生活における円滑な漢字運用を身に付けていくことができるよう，教育関係者が「字体

についての解説」の内容を理解した上で，評価においては，指導の場面や状況を踏まえた柔軟

な評価を行うことが期待される。

１章 ３
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（３）戸籍等の窓口業務に関する意見聴取の内容等

戸籍等の窓口業務についても有識者からの意見聴取が行われた。戸籍や住民基本台帳等で扱

われる漢字は，ほとんど人名や地名などの固有名詞に関するものである。もとより常用漢字表

は，都道府県名等を除いて固有名詞を対象とするものではない。しかし，窓口業務等において

は，漢字の字体・字形に関する問題が起こる場合があり，国の考え方を示す「字体についての

解説」がそれぞれの現場においてよく参照されていることが示された。

現在は，戸籍や住民基本台帳等に関する官公庁の業務をはじめ，民間においても，情報機器

の導入により業務が電算化されており，個人の姓名等の記載は，印刷文字として示される場合

がほとんどである。そのため，手書き文字との間の習慣による字形の相違をめぐって，窓口等

で問題が生じる場合がある。例えば，明朝体で「令」の字形で示される漢字は，手書きの習慣

では「 」のように書かれることが多い。この「令」と「 」の字形の相違は，印刷文字

と手書きの楷書のそれぞれの習慣による違いであり，本来は問題にする必要のないものである

が，窓口等で「 」のように手書きすると，明朝体の字形との差異から別の漢字であると判

断され，印刷文字と同じ形に書き直すよう求められるといった事例が報告された。

また，このような問題が生じた際に，「字体についての解説」に具体例が挙がっている漢字

であれば，該当の箇所を示すことによって理解してもらえることがあるが，現状では例示が十

分ではなく，説明も少ないため，より実用性が高く使いやすい参考資料が作成されることに期

待が寄せられた。

なお，文化庁では，当指針の作成に資するため，平成２７年６月に，全都道府県における人

口の最も多い都市（政令指定都市を除く。）及び，全政令指定都市における人口の最も多い区

の市民課・区民課等の窓口業務担当（計68件）を対象に，字体・字形に関する問題についての

アンケート調査を行った（回答総数＝68）。

「字体についての解説」を知っているかを尋ねたところ，「内容を知っている」（72.1%），

と「存在は知っている」（16.2%）を合わせた「知っている（計）」は，全体の９割弱（88.2％）

であった。また，ふだんの業務において，「字体についての解説」を参考にすることがあるか

どうかを尋ねたところ，「よく参考にしている」（32.3%）と「参考にしたことがある」

（39.7%）を合わせた「参考にしている（計）」は，全体の７割強（72.1％）であった。

また，アンケートでは，あらかじめ例として挙げた「令」，「鈴」，「家」，「保」，「心」，「衣」，

「子」，「八」，「北」といった漢字のほかに，字体・字形について問題になることの多い常用

漢字について，自由に指摘してもらったところ，次のようなものが多く挙げられた（第３章Ｑ

34参照）。

窓口担当者アンケートにおいて問題になりやすいものとして挙げられた常用漢字の字種一覧

言 均 麗 真 直 美 幸 奏
邦 西 花 久 松 牙 斎 塚

これらは，手書き文字の字形と印刷文字の字形との間に違いがある漢字や，手書きの楷書で

はいろいろな書き方をすることがある漢字である。その字形の違いが字体の違いにまで及んで

いない場合には，いずれも同じ漢字として扱われるということが，窓口を訪れる人々と窓口業

務に携わる人々との間で，共に理解されることが望ましい常用漢字の例である。
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４ 当指針の対象

（１）当指針が対象とする漢字の範囲

当指針は，常用漢字表に掲げられた2,136字種の通用字体を対象とするものである。人名用

漢字（常用漢字以外で子の名に使用することができる漢字の集合を示した「戸籍法施行規則別

表第２ 漢字の表」に掲げられた漢字。）を含む表外漢字（常用漢字表に掲げられていない漢字)

については，直接の対象としていない。説明に際して具体例として取り上げるのも，原則とし

て常用漢字のみである。

ただし，当指針では，漢字の一部を構成する漢字や点画のまとまり（当指針では「構成要素」

という。）を取り上げた説明を行っており，これらの構成要素を一部に有する表外漢字につい

ても，当指針の考え方に基づくことができる場合がある。

例えば，「字体についての解説」には，手書き文字の字形と印刷文字の字形との間で，それ

ぞれの習慣に基づく差異が生じるものの一つとして「令」（手書きにおいては「 」と書か

れることが多い。）が例示されている。当指針においては，常用漢字表に従って「令」につい

て取り上げるとともに，この「令」を構成要素の一部として持っている常用漢字（「領」，「鈴」，

「冷」等が該当する。）についての考え方も示している。

同様に「令」を構成要素の一部として持っている「伶」，「怜」，「玲」，「苓」，「澪」等の表
れい れい れい れい れい

外漢字（このうち「伶」，「怜」，「玲」，「澪」は人名用漢字である。）について，当指針では直

接取り上げてはいない。しかし，こういった表外漢字についても，「令」及び「令」を構成要

素の一部として持っている常用漢字について示した当指針の考え方に基づくことができる。

（２）当指針の活用が期待される分野

漢字は，日本語を用いて生活する人々が円滑に情報を伝達し合う上で不可欠なものとして共

有されてきた。しかし，「国語に関する世論調査」の結果から，具体的な漢字について，適切

だと考える字形が人によって違っている場合があること，また，手書き文字の字形と印刷文字

の字形それぞれの表し方の間にある習慣の違いが理解されにくくなっていること等が明らかと

なった。このようなことが更に進行すれば，漢字の使用が文字によるコミュニケーションに負

の影響を及ぼすことにもなりかねない。また，入学試験や採用試験，各種の検定試験等におけ

る採点等に影響するおそれもある。こうした問題は，日本語で漢字を用いる全ての人々に関係

するものである。

特に，字体・字形に関わる観点から，学校教育を中心とする漢字の習得と一般社会における

漢字の運用とを円滑につないでいくことは，重要な課題である。漢字の習得と運用は，学校教

育と一般社会とのつながりの中で行われており，その基盤となるのは，常用漢字表である。常

用漢字表は，一般の社会生活において，現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安として用

いられるとともに，小学校，中学校，高等学校の教育課程を通して学習する漢字の範囲ともな

っている。同様に，漢字の字体・字形についての考え方に関しても，常用漢字表に示された「字

体についての解説」が目安とされることが望ましい。そのために，当指針の内容が社会一般に

行き渡り，特に，教育関係者が持っておくべき基礎的な国語の知識として共有されること，さ

らに，不特定多数の人々を対象とするような入学試験，採用試験，各種の検定試験等において，

漢字の字体・字形の正誤を判断する際の統一的なよりどころとして活用されることが期待され

る。
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また，行政機関や金融機関等など訪れた人が，窓口等で姓名や住所等を記載する際などに生

じる字体・字形に関する問題の解決も課題の一つである。戸籍や住民基本台帳等に関する窓口

業務の現場で字体・字形に関する問題が生じた際には，これまでも，常用漢字を対象とした「字

体についての解説」が参照されている。特に，窓口等を訪れる人が明朝体のデザインの違いや

手書きの楷書と明朝体における表し方の習慣の違いなどについて疑問を抱いた際には，この解

説を示すことで解決される場合もある。

窓口等で扱われることの多い人の姓名や地名に用いられる漢字には，人名用漢字をはじめと

する表外漢字が多数あり，常用漢字は全体の一部にすぎない。当指針は，常用漢字を対象とす

るものであるが，取り上げる具体例を増やすとともに，漢字の構成要素に注目した説明を施す

ことで，表外漢字について考える際にも参考となるよう配慮したものである。窓口での書類の

記載等において，漢字の字体・字形に関する問題が起きた場合には，より実用性の高い参考資

料として用いられることが期待される。
※

※ 窓口業務における漢字の取扱いについて

戸籍や住民基本台帳等に関する窓口業務においては，常用漢字表における字体・字

形の考え方とは異なった取扱いがなされることがある。

例えば，常用漢字表では，印刷文字に点二つの「しんにゅう」（「辶」）が用いられ

ている字であっても，手で書くときには，点は一つで書く（「 」）こととされて

いるが，窓口業務では，「しんにゅう」を含む字については，申請者が手で記載する

際にも，点一つ（「 」）と点二つ（「 ・ 」）との書き分けが行われる場合

がある。そのほか，常用漢字表では同字と考える「吉」と，「土」＋「口」の形であ

る「 」とが，使い分けられる場合もある。

このように，字体・字形の取扱いに関する考え方の違いがある点について，当指針

は，戸籍・住民基本台帳等に関する業務の現状を改めることを要請するものではない。

１章 ４
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５ 「漢字を手書きすることの重要性」（「改定常用漢字表」）との関係

（１）「漢字を手書きすることの重要性」（「改定常用漢字表」）の概要

「改定常用漢字表」（平成２２年６月７日 文化審議会答申。以下，「答申」という。）の「Ⅰ

基本的な考え方」「１ 情報化社会の進展と漢字政策の在り方」の「（４）漢字を手書きす

ることの重要性」では，漢字を手で書くことを，「漢字の習得及び運用面とのかかわり」とい

う面と「手書き自体が大切な文化である」という面との二つの側面から整理している。

前者については，「書き取り練習の中で繰り返し漢字を手書きすることで，視覚，触覚，運

動感覚など様々な感覚が複合する形でかかわる」ため，それによって「脳が活性化されるとと

もに，漢字の習得に大きく寄与する」こと，また，そのような習得が「漢字の基本的な運筆を

確実に身に付けさせるだけでなく，将来，漢字を正確に弁別し，的確に運用する能力の形成及

びその伸長・充実に結び付く」という考え方を示している。

また，後者については，情報機器が普及する中でも，漢字を手書きする機会が今後もなくな

ることはないと考えている人が多いこと，また，手書きの文字には，書き手の個性が表れるこ

と等を踏まえ，「〈手で書くということは日本の文化としても極めて大切なものである〉とい

う考え方を社会全体に普及していくことが重要」であり，「情報機器が普及すればするほど，

手書きの価値を改めて認識していくことが大切である」としている。

（２）「国語に関する世論調査」に見る，文字の「手書き」についての日本人の意識

当指針の検討に当たって，情報化社会の進展により，今後，手書きする機会が更に減ってい

くことが予想される中，答申の考え方を踏まえた上で，漢字を手書きすることと，手書き文字

の字形に関する指針を作成する必要性との関係を改めて整理すべきであるとの議論があった。

このため平成２６年度の「国語に関する世論調査」（平成２７年１～２月調査。全国１６歳以

上の男女3,000人を対象。総回答数1,942）の中で，文字を手書きすることに関して，国民の意

識を調査した。なお，日常生活において文字を書く際には，日本語表記の特徴である漢字仮名

交じり文が用いられるのが一般的であることから，漢字のみを書くことに限定した調査とはし

ていない。調査結果の概要は，参考資料（P.217）に付した。

「文字を手書きする習慣は，これからの時代においても大切にすべきであると思うか，それ

ともそうは思わないか」という問いに対しては，91.5％の人が「大切にすべきであると思う」

と回答した。一方，「大切にすべきであるとは思わない」は1.6％であった。

「大切にすべきである」と回答した人にそう思う理由を尋ねたところ（選択肢の中から幾つ

でも回答），「文字を手書きすることは，漢字などを正確に身に付けることにつながるから」

（63.3％）と回答した割合が最も高く，「手書きの文字には個性が表れ，印刷文字にはない情

感などを込めることができるから」（60.7％），「文字を手書きすること自体が文化であり，そ

れを守っていくべきだと思うから」（45.2％）が続いている。

また，「年賀状や挨拶状などは，印刷されたものが増えているが，文字の部分が全て印刷さ

れたものと文字の部分が手書きされたものや手書きが一言加えられたものとでは，どちらが良

いと思うか」を尋ねた問いでは，「手書きされたものや手書きが一言加えられたもの」と回答

した人が87.6％，「全て印刷されたもの」が5.0％，「どちらも変わらない」が6.6％という結

果であった。

これらの調査結果からは，多くの人々が手書きの習慣を今後も守るべきものであると考える

１章 ５
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とともに，手書きの文字に対しては印刷文字の役割以上のものを期待する場合があることがう

かがえる。再現性の高い情報の保存や正確な伝達という観点からは，印刷文字を用いる方が優

位であるとも考えられるが，印刷文字からは得られない付加的な価値を手書きの文字に求めて

いるとも言えよう。

ただし，その一方で，３割弱の人には，日頃，手書きをする機会がないという結果も出てい

る。「日常生活において，文字を手書きする機会があるか，それともないか。」という問いに

対しては，手書きをする機会が「よくある」（38.2％）と「時々ある」（34.4％）と回答した

人を合わせた「ある（計）」の割合は，７割強（72.7％）であった。一方，「余りない」（20.9

％）と「ない」（6.4％）を合わせた「ない（計）」は３割弱（27.3％）であった。

（３）漢字の「手書き」と字体認識能力の関係

答申では，漢字を手書きすることの意義として「漢字を正確に弁別し，的確に運用する能力

の形成及びその伸長・充実に結び付く」ことを挙げている。この，漢字を正確に弁別し，的確

に運用する上での根幹となる能力は，漢字の字体を認識する力である。

ある漢字を何度も手書きすれば，その都度，書かれた漢字の形状には，多かれ少なかれ差異

が生じる。ある漢字を繰り返し手書きすることは，同じ字体の枠組みの範囲内で，書くたびに

違う字形として具現化する行為であり，字体を認識する力を深めることにつながる。

このことは，手で書かれた漢字を読み取る際にも同様である。印刷文字に比して，手書き文

字における字形の違いはより多様になる。差異の幅の大きい手書き文字に多く触れることは，

同じ文字でありながら，様々に肉付けされて具現化される数多くの字形を目にし，それぞれに

共通する特徴を読み取ることである。それを繰り返すことは，文字の骨組み，つまり，文字の

具体的な形状を背後で支える抽象的な概念としての字体を認識する力を，効率的に会得してい

く機会となっていると考えられる。

（４）漢字の運用面における「手書き」

「漢字を手で書くことの重要性」は，文字の運用面における有用性という観点からも認めら

れる。

先述のとおり，手書きは，視覚，触覚，運動感覚など様々な感覚が複合する形で関わる身体

性を伴った行為であるため，漢字を習得したり，言葉を記憶したりする上で，手で繰り返し書

くことが有効である。漢字の習得をはじめ，文字を手書きすることによって何かを覚える方法

は，現在もよく行われている。

また，印刷文字にはない手書き文字の特徴が，有用性を発揮する場合がある。例えば，契約

書を交わす際などの署名やクレジットカード等の使用時におけるサインといった社会的慣習に

おいては，手書き文字の唯一無二性が生かされている。加えて，「国語に関する世論調査」の

結果によれば，９割に近い人々が，挨拶状や年賀状などに手書きの文字が書かれていることを

望んでいる。人とのコミュニケーションの場面等においては，手書きした文字が書く人の個性

や気持ちをより直接的に伝えるという点で，有用性を発揮していると見ることもできよう。

ほかにも，電話の内容や伝言などのメモ書き，講義内容の記録，手帳へのスケジュールの記

入等は，現在でも手書きによることが少なくない。さらに，手書きすることを通してアイデア

や思考を深める習慣などもある。これらは，情報機器等を用いて行うことも可能であるが，手

で書くことの手軽さや自由度という有用性によって，現在も広く行われている。

１章 ５
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なお，情報機器との関係で言えば，タブレット端末などへの手書き入力の精度も以前より高

くなっており，今後の活用が期待される。

（５）文化としての「手書き」

答申には，「〈手で書くということは日本の文化としても極めて大切なものである〉という

考え方を社会全体に普及していくことが重要」であるとの認識が示されている。

日本における手で書くことの文化は，文字の運用面において実現してきた。例えば，年賀状

をはじめとする季節の挨拶状を書いたり，短冊に短詩や願い事等をしたためたり，のし紙に祝

いの言葉を記したりといった習慣が，手書き文字と直接結び付いて人々に広く定着している。

かつて，ここに挙げたような文字の運用では，手書きするのが当たり前であり，「書く」とい

う行為は，そのまま「手で書く」ことを意味していた。

しかし，現在，私たちは印刷文字を中心とした文字生活を送っており，文字を手書きする機

会や手書きされた文字に触れる機会が少なくなっている。先述したように，「国語に関する世

論調査」によれば，既に３割弱の人々が日常的に手書きをしていないという状況もある。書く

ことの在り方は多様化し，情報機器のキーボードや画面からの入力という書記行為が中心とな

りつつある。答申が言う文化としての「手で書くということ」を取り巻く環境は，今後も更に

変化していくと考えられよう。加えて，手書きする際にも印刷文字のとおりに書かなくてはい

けないといった認識や，手書き文字の細部の在り方にこだわって一定の字形だけを正しいもの

とするような見方が生じている。こうした考え方が更に進めば，手書きすることに萎縮し，揺

れの少ない印刷文字の字形を用いる方に安心を覚える人が更に増えていくということも予想さ

れよう。今や，「手書き」は，以前のような当たり前の日常的行為から，そうとは言い切れな

いものに変化しつつあるとも考えられる。

その一方で，先述した「国語に関する世論調査」の結果のとおり，人々の大半が文字を手で

書くことを「これからも大切にすべきである」と考え，手書きの文字に特別な思いを抱いてい

る。これは，現代の印刷文字を中心とした文字生活の中で，手で書かれた文字に付加的な価値

があることが，改めて認識されるようになったからとも考えられる。その付加的な価値のうち

には，書く人の個性，情感，考えや気持ちの表れ，わさわざ掛けられた手間への有り難み，書

かれたものの唯一無二性，加えて，芸術的な表現や装飾的な働きなどが挙げられよう。情報の

保存や伝達のための手段としては，印刷文字を用いる方が高い再現性と正確さを期すことがで

きるという面がある一方，手書きの文字には，情報を伝える記号としての役割を果たすだけで

はなく，書いた人の個性や言外にある思いまでを，時代を超えて長く伝えていく可能性が期待

できる。

また，現代の日本で用いられている漢字の字体・字形そのものが，手書きすることによって

形成され，維持されてきたという点にも注意すべきであろう。手書きにおいては，点画を組み

合わせていく上で順序や方向性があり，動きの中で字形が表される。しかし，手書きする機会

が減り，それ自体既に出来上がった状態とも言える印刷文字ばかりに触れるようになれば，幾

つもの点画が重なり合っている漢字の形状を，順序や方向性を持つ動的な存在として捉えるこ

れまでの字体・字形意識の維持が難しくなろう。ひいては，手書きという身体の動きの中で把

握されてきた漢字の字体・字形に関する理解の仕方も変化し，漢字を複雑な模様のようなもの

として捉えるようになっていくおそれもある。

印刷文字を中心とした生活の中にあっても，年齢などの属性によらず，誰もが安心して手書

１章 ５
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きをし，手書き文字に触れる機会を得やすくするような方策を立てることは，文化としての「手

書き」を将来にわたって残し，漢字の字体・字形に関する理解を維持していく上での差し迫っ

た課題であると言えよう。

１章 ５
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第２章 明朝体と手書き（筆写）の楷書との関係

本章は，常用漢字表「（付）字体についての解説」の内容に従って，明朝体と手書き（筆

写）の楷書との関係について，具体例を挙げて説明するものである。このうち「２－１

明朝体のデザイン」以降は，「字体についての解説」に示された項目を同じ順で取り上げ，

説明と具体例を増やしてより活用しやすいよう工夫した。

特に，「３ 明朝体に特徴的な表し方があるもの」，「４ 手書き（筆写）の楷書では，

いろいろな書き方があるもの」においては，該当する項目に関わる構成要素の例を掲げ，

その構成要素を持つ主な常用漢字の例を挙げた。

その際，手書きの楷書による字形の例を幾つか示した上で，「◇ 上記を含め，同様に

考えることができる漢字の例」欄に，手書きの楷書の例に示したものと同じような書き方

をすることのある常用漢字を，中学校までに書くことができるよう習得されるものを中心

に，常用漢字表が掲げるのと同じ明朝体で例示した。あわせて，特に説明等が必要な漢字

には「※」を付し，各項の最後に注記を行った。構成要素を用いた分類が難しい漢字があ

る場合等については，「その他」として，それらをまとめて示した。

本章に手書きの楷書による字形の例が示されていないものについては，「字形比較表」

の「手書き文字の字形の例」欄で確認することができる。漢字の例示は，原則として音訓

順となっているが，手書きの楷書の例については，構成要素と形の近い漢字がある場合，

それを最初に示した。

なお，本章に例として挙げた手書き文字の字形は，飽くまでもその漢字において実現し

得る字形のごく一部であり，標準の字形として示すものではない。また，例示された字形

は固定的なものではなく，複数例示された字形それぞれの部分を組み合わせた字形等も用

いることができる。

２章
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１ 手書き（筆写）の楷書と明朝体の歴史

（１）手書きの楷書の発展

手書きの楷書は，中国の後漢末頃（２～３世紀）に隷書やその補助書体であった行書

に基づき発展したもので，一点一画を連続したり省略したりせずに，更にはっきりと表

現した書体をいう。それ以降，隋・唐（６～10世紀）の時代に掛けて，その端正さや読
ずい

みやすさなどから，主たる書体の一つとして発達し，古くは「真書」，「正書」などと

も呼ばれた。現代の日本でも，学校教育において最初に習得する書体であるとともに，

公の書類などに手書きする際には，楷書で書くよう求められることが多い。

手書きの楷書は，現在の明朝体と同じ形で書かれてきたものではない。例として，唐

における楷書の傑作とされ，現在でも楷書の手本とされることのある虞世南の「孔子
ぐ せいなん

廟堂碑」（628～630年頃）と欧陽詢の「九成宮醴泉 銘」（632年）の文字を次に示す。
びょうどうのひ おうようじゅん きゅうせいきゅうれいせんのめい

虞世南「孔子廟堂碑」より

欧陽詢「九成宮醴泉銘」より

これらは，字体という観点からすれば，現代の日本に通用しているものと同一である

が，現在広く用いられている印刷文字の字形とは異なるところが少なくない。「孔子廟

堂碑」と「九成宮醴泉銘」の間にも，字形の違いが見られるほか，「九成宮醴泉銘」に

２回現れる「飲」のように，一方は最終画をはらっているのに対し，他方はとめている

といった例もある。手書きの楷書の字形は，印刷文字のように一定の字形を再現するも

のではなく，歴史的にも多様性を有するものであった。

このように，手書きの楷書体は，明朝体が生まれる以前から，また，印刷が盛んにな

ってからも，その独自の伝統を育んできた。印刷文字の字体を中心に整理してきた戦後

の国語施策においても，当用漢字表，常用漢字表を通じて，手書きの楷書における書き

方の習慣を尊重すべきことがうたわれている。

（２）明朝体の発展

一方，明朝体は明（1368～1644年）の時代に，まずは中国で，後に日本でも，印刷の

ための版木（板木）を彫刻するのに適した，また，印刷文字として読むことに特化され
はん ぎ
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た，手書きの楷書に基づく書体として用いられるようになったものである。このように，

手書きの楷書字形と明朝体は発展の過程が異なるものであって，それぞれに独自の特徴

や習慣があるため，両者の間で字形に違いが見られる場合も少なくない。

唐代以降，それまで主に筆で手書きされていた漢字が，版木に彫って印刷されるよう

になった。木版印刷が行われるようになった当初は，木に彫られる文字にも手書きの楷

書に倣ったものが用いられたが，楷書の字形を版木に彫るには，曲線や点画の微妙な角

度などの再現が必要となって手間と時間を要した。宋（960～1279年）の時代には，量
そう

産化のために，字画が少しずつ直線化しはじめ，元（1271～1368年）の時代を経て明に

入ると，出版印刷業の更なる発展とともに，以前よりも木版印刷に速さや効率が求めら

れることとなり，必要に応じて複数人で分担できる彫りやすい字形が追求された。その

結果，彫る人それぞれの癖や技術が表れることのないよう，点画を直線化し，横画と縦

画をなるべく直角に交わるようにすることで，微妙な曲線や角度が表れるのを避けるよ

うになった。加えて，読むことに特化された字形であることから，文字を縦に並べたと

きに読みやすくなるように，縦画を太く，横画を細くし，いわゆるウロコやヒゲを付け

るなどの様式化が行われた。このような印刷に用いられる特有の字形を持った書体の体

系として生じたのが明朝体である。

曲線状の「はらい」や「はね」など幾何学的模様が調和する洗練されたデザインの

明朝体は，１８世紀のフランスにおいてローマン体とうまくマッチする漢字の金属活

字の書体として作られるようになった。１９世紀初め頃に，この明朝体活字はアジア

にもたらされ，中国を中心としたキリスト教布教のために，マラッカやマカオなどで，

聖書等の活版印刷に用いられるようになった。ウィリアム・ギャンブル（ガンブルと

も William Gamble）は，明朝体活字に大きさの段階を設けた号数活字を導入するなど
改良を加えて，印刷の質と効率を向上させた。明治２年（1869年），ギャンブルは長崎

に設立された活版伝習所に招かれ，活字の鋳造，組み版の技術を伝えた。翌年，中国

の明朝体を基に日本の活字製作が始まり，明治６年（1873年）には築地活版製造所が
つき

設立された。当初，母型の製造技術は拙く，種字彫刻も中国に依存していたが，明治

１７年（1884年）以降はバランスのとれた美しい独自の書体が整備されていった。こ

れが「築地体(築地明朝体)」と呼ばれ，近代の明朝体活字の源流となった。この築地

活版製造所から活字を購入して，明治９年（1876年）に創業したのが秀英舎で，翌明

治１０年（1877年）には中村正直訳「改正西国立志編」を，日本で初めて，用紙から
まさなお さいごくりっ し へん

全て純国産による活版洋装本として製作した。その後は自社で活字を鋳造するように

なり，新たな明朝体活字を持つようになった。これが「秀英体(秀英明朝体)」と呼ば

れるもので，築地体(築地明朝体)よりも縦線のやや細いものであった。こうして，明

朝体は，版木から金属の活字へと発展していく過程で，正方形を埋めるような字形へと

変化していくとともに，近年では情報交換用にデジタル化されたフォントとしても，デ

ザイン上，様々な特徴を凝らしたものが次々と作られてきている。

以上のように，明朝体は，木版印刷用の文字から活字の文字へ，さらに，アナログの

活字からデジタルフォントへと変化し，細部で微妙に異なる様々な字形を持つに至って

いる。今日において手書きの楷書体と明朝体の字形に違いが見られるのは，それぞれが

別の発展の経緯をたどってきたことを背景とするものである。

２章 １
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２－１ 明朝体のデザイン

常用漢字表では，個々の漢字の字体を，便宜上，明朝体のうちの一種を例に用いて示

している。これは，現在，明朝体が印刷文字として最も広く用いられていることによる。

一般に使用されている各種の明朝体には，同じ字でありながら，微細なところで形状

の相違の見られるものがある。しかし，それらの相違は，いずれも書体設計上の表現の

差，すなわちデザインの違いに属する事柄であって，字体の違いではないと考えられる。

つまり，それらの相違は，字体の上からは全く問題にする必要のないものである。

このような個々の明朝体にデザインの違いがあることは，必ずしも一般に広く理解さ

れていない。そうしたデザインの違いをもって別の漢字であるとみなしたり，手書きの

楷書においてもその差を再現しなくてはならないと考えたりするといった誤解が生じて

いる。ここでは，常用漢字表が明朝体のデザインの違いとして挙げる例を改めて引用し，

必要に応じて説明を加える。

なお，ここに挙げているデザイン差は，現実に異なる字形がそれぞれ使われてきてお

り，かつ，その実態に配慮すると，字形の異なりを字体の違いと考えなくてもよいと判

断したものである。すなわち，実態として存在してきた異字形を，デザインの差と字体

の差に分けて整理することがその趣旨であり，明朝体をはじめとする印刷文字の字形を

新たに作り出す場合に適用し得るデザイン差の範囲を示したものではない。

また，ここに挙げている明朝体のデザイン差は，おおむね「筆写の楷書字形において

見ることができる字形の異なり」と捉えることも可能である。そのことを「２－２ 手

書き文字のいろいろな書き方に明朝体のデザイン差と共通するところがあるもの」で具

体的に説明した。

（１）へんとつくり等の組合せ方

漢字のへんとつくり等の組合せに，以下に挙げるような相違がある場合にも，字

体の違いと考えなくてもよい。

① 大小，高低などに関する例

② はなれているか，接触しているかに関する例

（２）点画の組合せ方

漢字の点画の組合せに，以下に挙げるような相違がある場合にも，字体の違いと

考えなくてもよい。

２章 ２-１（１），（２）
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① 長短に関する例

② つけるか，はなすかに関する例

③ 接触の位置に関する例

④ 交わるか，交わらないかに関する例

⑤ そ の 他

（３）点画の性質

点画の表し方について，以下に挙げるような相違がある場合にも，字体の違いと

考えなくてもよい。

① 点か，画（棒）かに関する例

２章 ２-１（２），（３）
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② 傾斜，方向に関する例

③ 曲げ方，折り方に関する例

④ 「筆押さえ」等の有無に関する例

⑤ とめるか，はらうかに関する例

⑥ とめるか，ぬくかに関する例

上記の「とめるか，ぬくかに関する例」は，斜めの画に関するものである。一般

に，明朝体のデザインでは，縦画の終筆はぬくように表さず，とめた形にされる。

⑦ はねるか，とめるかに関する例

⑧ その他

※

※ 「次」の左の部分は，元々「にすい（「冫」）」ではなく，「二」を成り立ち

に持つなどとされる形である。明朝体でも「 」の形であった。

２章 ２-１（３）
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（４）特定の字種に適用されるデザイン差

「特定の字種に適用されるデザイン差」とは，以下の①～⑤それぞれの字種にの

み適用される印刷文字のデザイン差のことである。これらはいずれも，平成２２年

の常用漢字表の改定において追加され，現実に異なる字形がそれぞれ使用されてお

り，かつ，その実態に配慮すると，字形の異なりを字体の違いと考えなくてもよい

と判断できるものに含まれる。ただし，下記①～⑤については，その字形の異なり

を他の字種，特に，昭和５６年の常用漢字表に既に採用されていた字種の印刷文字

には及ぼせないと判断し，このような扱いとしたものである。

①

明朝体の「牙」については，このようなデザインのバリエーションがあり得

るが，同様の又は似た構成要素を有する「芽」，「雅」，「邪」など，他の常用

漢字については，左の字形の部分（「 」）は用いない。

②

明朝体の「韓」については，このようなデザインのバリエーションがあり得

るが，同様の又は似た構成要素を有する「偉」，「緯」，「違」など，他の常用

漢字の明朝体には，中央の字形の部分（「 」）は用いない。

③

明朝体の「茨」については，このようなデザインのバリエーションがあり得
るが，同様の又は似た構成要素を有する他の常用漢字のうち，「恣」について
は，左の字形の部分（「 」）を用いる。「恣」以外の「凝」，「姿」，「諮」，「次」，
「准」，「凍」，「冷」，「冶」，「凄」などの明朝体には，左の字形の部分（「 」）

は用いない。

④

明朝体の は本来別字とされるが，その使用実態から見て，異

体の関係にある同字と認めることができる。 については，上に示すよう

なデザインのバリエーションがあり得るが，同様の又は似た構成要素を有する

「七」，「虞」，「虜」，「虚」，「虐」，「虎」，「膚」，「窃」，「戯」，「慮」，「劇」，「切」
など，他の常用漢字の明朝体には，右の字形の部分（「 」）は用いない。

⑤

明朝体の「栃」については，このようなデザインのバリエーションがあり得

るが，似た構成要素を有する「励」の明朝体には，左の字形の部分（「 」）

は用いない。

２章 ２-１（４）
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２－２ 手書き文字のいろいろな書き方に明朝体のデザイン差と共通すると

ころがあるもの

「２－１ 明朝体のデザイン」で見たデザイン差の分類については，おおむね「筆写

の楷書字形において見ることができる字形の異なり」の分類として見ることも可能であ

る。「２－１ 明朝体のデザイン」の分類に従って，手書きの楷書における字形のバリ

エーションの例を以下に示した。ただし，「（４）特定の字種に適用されるデザイン差」

は，印刷文字に限った問題であるため，ここでは取り上げていない。

ここには，ごく一部の例を示したに過ぎず，例示された漢字における字形の異なりは，

ここで取り上げていないその他の漢字においても，広く見られるものである。

なお，ここに挙げた例のうちには，「４ 筆写の楷書では，いろいろな書き方がある

もの」にも掲げているものがある。また，具体的な書き方の例については，手書きする

際の慣用として，より一般的であると考えられるものがある場合には，それを先に示し

たため，「２－１ 明朝体のデザイン」と同じ順序にはなっていない。

（１）へんとつくり等の組合せ方

① 大小，高低などに関する例

② はなれているか，接触しているかに関する例

（２）点画の組合せ方

① 長短に関する例

② つけるか，はなすかに関する例

※

※ 「溺」は手書きの楷書では「 」のように書かれることが多い。

２章 ２-２（１），（２）
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③ 接触の位置に関する例

※

※ 明朝体の「家」の字形は，手書きの楷書では用いないのが一般的である。

したがって手書きの例は示していない。

④ 交わるか，交わらないかに関する例

⑤ そ の 他

（３） 点画の性質

① 点か，画（棒）かに関する例

② 傾斜，方向に関する例

③ 曲げ方，折り方に関する例
※

※ 手書きの楷書では，明朝体の「競」，「頑」，「災」に見られるような，２画に

見える折り方と同様の表現をしないのが一般的である。したがって，そのよう

な表し方をする手書きの例は示していない。

２章 ２-２（２），（３）
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④ 「筆押さえ」等の有無に関する例

手書きの楷書では，明朝体のような筆押さえの表現をしないのが一般的であ

る。したがって，手書きの例は示していない。

⑤ とめるか，はらうかに関する例

⑥ とめるか，ぬくかに関する例

⑦ はねるか，とめるかに関する例

⑧ その他
※

※ 「次」や「姿」などの「にすい」型の２画目部分は，明朝体のように下方へ

点を打ってはねるような書き方（「冫」）ではなく，上の例のような書き方が一

般的である。このことは，「にすい」の２画目部分，「さんずい」の３画目部分

でも同様である。

２章 ２-２（３）
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３ 明朝体に特徴的な表現の仕方があるもの

明朝体の字形と手書きの楷書の字形との間には，以下に挙げる漢字の例のように，

いろいろな違いがある。それらは，印刷文字と手書き文字におけるそれぞれの習慣の

相違に基づく表し方の差であり，字形に違いがあっても，同じ字体として認めること

のできるものである。それらを（１）～（５）に分類して示した。

（１）折り方に関する例

明朝体の点画の折り方に特徴的な表し方があるものとして，以下のような漢字の構

成要素及び漢字の例が挙げられる。ここに挙げるような明朝体の字形と手書きの楷書

の字形との相違は，字体の相違にまで及ぶものではない。

ア 「厶」，「幺」のような形を構成要素として有するもの。

構成要素の例 明朝体の例 － 手書きの楷書の例

など

など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

厶 育 雲 屋 会 絵 拡 去 強 芸 公 広 鉱 参 酸 至 私

始 治 室 松 窓 総 態 台 転 伝 統 能 仏 弁 法 流

など

幺 絵 紀 機 級 給 系 係 経 結 潔 絹 玄 紅 後 細 糸

紙 磁 終 縦 縮 純 織 績 絶 線 素 組 総 続 率 孫

統 納 編 綿 練 約 幼 緑 など

その他 該 骸 刻 など

イ 縦画のはねの表現に関するもの。

構成要素の例 明朝体の例 － 手書きの楷書の例

衣 など

艮 など

辰 など

氏 など

２章 ３-（１）
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◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

衣 衣 裁 衰 製 装 表 俵 裏 など

艮 飲 館 眼 郷 銀 限 根 飼 食 節 退 飯 養 良 朗 など

辰 唇 振 震 農 濃 など

氏 氏 紙 低 底 など

民 民 眠 など

長 長 帳 張 など

その他 越 喪 展 など

ウ 下ろした縦画を右に折る際の表し方に関するもの。

構成要素の例 明朝体の例 － 手書きの楷書の例

比
丂
弓

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

比 階 混 比 批 陛 など

丂 汚 顎 巧 考 号 など

与 写 与 など

弓 引 弓 強 弱 第 張 弟 費 など

儿 頑 競 微 など

卬 仰 迎 など

貿 留 など

匚 医 区 など

継 県 植 世 断 値 置 直 葉 など

凵 画 岩 岸 逆 胸 鋼 山 歯 出 炭 島 悩 脳 密 など

女 安 案 桜 好 妻 始 姉 姿 数 接 努 婦 妹 要 など

毋 海 毒 梅 毎 など

毌 貫 慣 など

及 及 吸 級 など

その他 誤 災 収
※
母 卵 など

２章 ３-（１）
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※ 明朝体において，「収」の「丩」の部分は，「叫」，「糾」などの右側部分

と形が似ているため３画であると誤解されることがあるが，２画である。

（２）点画の組合せに関する例

明朝体の点画の組合せ方に特徴的な表し方があるものとして，以下のような漢字の

構成要素及び漢字の例が挙げられる。ここに挙げるような明朝体の字形と手書きの楷

書の字形との相違は，字体の相違にまで及ぶものではない。

構成要素の例 明朝体の例 － 手書きの楷書の例

など

氺 など

豕 など

人 など

など

北 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

永 泳 承 蒸 水 泉 線 氷 など

氺 求 救 球 康 泰 緑 録 など

豕 家 象 像 隊 など

人 飲 火 歌 欠 災 次 秋 人 炭 談 欲 など

派 脈 など

北 背 北 など

その他 印 久
※
備 旅 など

※ 「久」の明朝体に「久」のように３画目が２画目の角の辺りに接するデザ

インのものがあるが，手書きの楷書では「 」と書き表すのが一般的である。

（３）「筆押さえ」等に関する例

明朝体の特徴的な表し方に「筆押さえ」があり，以下のような漢字の構成要素及び

漢字の例が挙げられる。ここに挙げるような明朝体と手書きの楷書における字形の相

違は，原則として，字体の相違にまで及ぶものではない。近年，「筆押さえ」等を付

す明朝体のデザインは少なくなっているため，下記の構成要素の例は，常用漢字表の

通用字体として用いられているものを中心に挙げた。なお，「字形比較表」の「印刷

文字の字形の例」欄には，「筆押さえ」等が付された明朝体の例も多く示している。

２章 ３-（２），（３）
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構成要素の例 明朝体の例 － 手書きの楷書の例

など

之 など

入 など

など

八 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

之

入
※

八

その他

※ 「詮」，「喩」など，明朝体の「 」とそれを手書きした際の「 」の字

形の差異は，字体の違いに及んでいると考えられる場合がある。なお，明朝体

の「 」のとおりに手書きする際に，「 」のように１画目の左はらいの途

中の部分に始筆を接触させて右はらいを書くべきとの考え方があるが，明朝体

のデザインに影響されたものであり，本来，その必要はない。

（４）曲直に関する例

明朝体においては，手書きの楷書では曲線で書かれることの多い点画を直線的に表

す場合があり，以下のような漢字の構成要素及び漢字の例が挙げられる。ここに挙げ

るような明朝体の字形と手書きの楷書の字形との相違は，字体の相違にまで及ぶもの

ではない。

構成要素の例 明朝体の例 － 手書きの楷書の例

子 など

手 など

了 など

２章 ３-（３）,（４）
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◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

子 学 季 教 好 孝 厚 子 字 熟 存 孫 乳 遊 など

手 挙 摯 手 摩 など

了 承 蒸 了 など

その他 極 呼 など

（５）その他

上記（１）～（４）のほか，明朝体に特徴的な表し方があるものとして，以下のよ

うな漢字の構成要素及び漢字の例が挙げられる。ここに挙げるような明朝体の字形と

手書きの楷書の字形との相違は，字体の相違にまで及ぶものではない。

構成要素の例 明朝体の例 － 手書きの楷書の例

辶 など

辶 など

など

心 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

辶※ 遺 運 遠 過 逆 近 週 述 進 選 送 造 速 退 達 追

通 適 道 導 辺 返 迷 遊 連 など

辶※ 遡 遜 謎 など

管 簡 筋 策 算 笑 節 第 築 笛 答 等 箱 筆 など

心 愛 悪 意 応 億 恩 感 急 憲 志 思 誌 心 窓 想 総

息 態 忠 徳 認 念 秘 悲 必 忘 密 優 など

※ 「遡」，「遜」，「謎」など，明朝体で点二つで表される「しんにゅう」を有

する字を手書きする場合について，常用漢字表では「辶」（点一つの「しんに

ゅう」）と同様に「 」と書くとされているが，戸籍や住民基本台帳に関す

る窓口業務等においては，常用漢字表における字体・字形の考え方とは異なっ

た取扱いがなされる場合もある。窓口業務等では，「しんにゅう」を含む漢字

については，申請者が手で記載する際にも，点一つ（「 」）と点二つ（「

・ 」）との書き分けが行われる場合がある。そのような書き分けを行う場

合を含め，点二つの「しんにゅう」の漢字を「 ・ 」のように書いたも

のを誤りとすべきではない。

なお，明朝体においては，点一つのもの（「辶」）と二つのもの（「辶」）は

別字体として扱われる。

２章 ３-（４），（５）
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４ 手書き（筆写）の楷書では，いろいろな書き方があるもの

手書きの楷書においては，以下に挙げるような漢字の構成要素及び漢字の例のよう

に，字形に違いがあっても，同じ字体として認めることのできるものがある。それら

を（１）～（６）に分類して示した。

（１）長短に関する例

漢字の点画の長短にいろいろな書き表し方があるものとして，以下のような漢字の

構成要素及び漢字の例が挙げられる。ここに挙げるような長短の違いは，字体の判別

の上で問題にならない。

ア 複数の横画がある漢字における，横画の長短に関するもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

など

幸 など

天 など

三 など

など

王 など

寺 など

など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

舞 無 など

幸 幸 執 報 など

天 蚕 奏 天 など

关 関 咲 送 など

辛 辞 辛 避 辣 など

半 半 伴 判 など

三 勤 業 群 耕 三 実 達 羊 洋 様 など

春 奏 奉 棒 など

残 浅 銭 など

王 王 球 玉 金 現 皇 国 聖 全 程 班 宝 望 理 など

２章 ４-（１）
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主 往 住 注 柱 など

義 議 差 着 養 など

害 割 潔 憲 情 青 清 晴 精 静 責 積 績 素 毒 麦

表 俵 など

生 産 生 性 星 など

帰 急 雪 当 婦 など

寺 詩 寺 持 時 待 等 特 など

新 親 など

妻 妻 凄 など

五 五 悟 語 など

至 屋 至 室 到 など

卒 率 など

乍 作 昨 など

その他 案 委 汚 看 寒 季 狭 苦 形 型 芸 建 研 兼 健 互

工 紅 構 講 黒 座 司 矢 事 借 若 手 書 章 垂 制

宣 善 著 賃 庭 鉄 得 任 拝 美 票 夫 平 墓 暮 豊

幕 満 毛 薬 郵 律 緑 録 など

イ 上部に「一」，下部に「冂」又は「口」のような形を有する漢字における，上部

の「一」の長短に関するもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

雨 など

南 など

帀 など

百 など

車 など

戸 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

雨 雨 雲 雪 電 など

丙 病 柄 など

南 献 南 など

甫 浦 捕 補 など

帀 市 姉 師 肺 布 など

２章 ４-（１）
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百 宿 縮 百 など

直 植 値 置 直 など

真 真 慎 など

商 適 敵 など

覀 価 票 標 要 など

酉 酸 酒 尊 配 など

演 画 など

頁 額 顔 願 順 題 頂 頭 預 領 類 など

豆 短 豆 頭 など

恵 専 博
※

など

車 運 揮 軍 軽 庫 車 転 輸 輪 連 など

重 重 動

束 束 速 整 など

東 東 凍 棟 練 など

吏 使 吏 など

更 更 硬 便 など

亜 亜 悪 など

朝 潮 など

戸 肩 戸 所 編 など

畐 富 副 福 など

その他 右 再 策 首 西 面 有 融 両 など

※ 「専」と「博」のつくりは，本来は字源を異にする（「專」と「尃」）も

のである。

ウ 上下の組立てによって構成される漢字の，上部と下部の幅の長短に関するもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

出 など

その他 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

出 屈 掘 出 拙 など

その他 員 岸 絹 罪 暑 署 唱 星 損 炭 男 置 導 買 勇 など

２章 ４-（１）
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エ 複数の縦画を有する漢字における，縦画の長短に関するもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

川 など

世 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

川 訓 川 州 順 など

世 世 葉 など

オ 画の長短が字体の判別に関わるものとして「士」と「土」
※１
が挙げられるが，こ

れらが別の漢字の構成要素になっている場合に，必ずしも長短を問題にする必要の

ないもの

構成要素 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

士 など

土 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素 左のような構成要素を持つ漢字の例

士 喜 吉
※2
結 穀 志 誌 樹 声 荘 装 続 待 調 売 など

土 園 遠 街 寺 捨 周 週 等 など

※1 構成要素としての「士」と「土」について，横画の長短が問題にされな

いのは，漢字の右部や上部の狭い部分にはまるような場合が多い。「士」

と「土」と同様に，横画の長短が字体の判別に関わるものに「末」と「未」

があるが，構成要素としての「末」と「未」は，音符（漢字の音を表す部

分）となっているケースが多いことなどのため，長短が入れ替わるように

書かれることが少ない。

※2 「吉」と「 」は，一般には同じ漢字として用いることができるが，戸

籍等では，使い分けが行われる場合がある。なお，辞書等においては，「 」

を俗字とするものもある。

（２）方向に関する例

漢字の点画の方向にいろいろな書き表し方があるものとして，以下のような例が挙

げられる。ここに挙げる点画の方向の違いは，字体の判別の上で問題にならない。

２章 ４-（１），（２）
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ア 横画の中央上部にある点画の方向にいろいろな書き方があるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

亠 など

宀 など

广 など

礻 など

衤 など

隹 など

言 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

亠 暗 衣 位 意 育 液 往 億 音 顔 旗 泣 京 境 鏡 競

景 激 交 効 校 航 高 刻 座 済 裁 産 市 姉 施 辞

主 就 住 熟 商 章 障 織 新 親 製 接 装 族 卒 率

対 滝 畜 注 柱 停 適 敵 統 童 肺 倍 部 文 変 方

放 訪 亡 忘 防 望 夜 遊 裏 立 流 旅 六 など

宀 安 案 院 宇 演 家 嫁 害 額 割 完 官 寒 管 館 寄

客 宮 穴 憲 察 字 室 実 寂 守 宗 宿 縮 宣 宅 宙

貯 定 富 宝 密 容 など

究 空 窓 突 など

广 応 拡 庫 広 康 鉱 序 床 席 庁 底 庭 店 度 糖 府

など

疒 痛 疲 病 など

良 飲 館 飼 食 飯 養 良 朗 など

礻 視 社 祝 神 祖 福 礼 など

衤 初 複 補 など

隹 確 観 権 雑 集 準 進 推 難 奮 曜 など

言 課 記 議 許 訓 計 警 謙 言 語 誤 護 講 詞 試 詩

誌 識 謝 諸 証 信 誠 設 説 誕 談 調 討 読 認 評

訪 訳 論 話 など

倉 倉 創 など

２章 ４-（２）
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イ 右から左にはらって書くことも，横画として左から右に書くこともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

風 など

比 など

卬 など

奏 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

風 風 嵐 など

夭 橋 笑 添 など

系 系 係 孫 など

属 嘱 属 など

匕 化 花 貨 疑 掲 死 指 態 能 北 老 など

比 階 混 比 批 陛 など

考 考 拷 など

卬 印 仰 迎 貿 抑 留 など

愛 受 授 など

その他 純 奏 暖 など

ウ 点の方向にいろいろな書き方があるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

など

灬 など

舟 など

羽 など

雨 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例
※ 2

絵 紀 級 給 経 結 絹 紅 細 紙 終 縦 縮 純 織 績

絶 線 組 総 続 統 納 編 綿 約 緑 練 など

灬 駅 魚 漁 鯨 験 黒 熟 照 蒸 鮮 然 鳥 点 熱 馬 無

※ 1
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鳴 燃 など

舟 航 舟 船 など

羽 羽 習 曜 翌 など

雨 雨 雲 雪 電 など

火 炎 火 灰 災 秋 焼 炭 灯 燃 畑 など

忄 快 慣 情 性 など

州 州 酬 など

その他 均 弱 飛 など

※ 1 「羽」を「 」のように書いたものは，いわゆる康熙字典体である。

※ 2 いとへんは，「 」のように書く場合，下部の三つの点を，通常，左

から順に書くため，筆順が変わる。

エ 横画又は縦画で書くことも，点で書くこともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表

し方の例

年 など

ヰ など

戸 など

今 など

など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

年 年 など

ヰ 偉 違 衛 傑 降 隣 など

牙 牙 芽 雅 など

戸 肩 戸 所 編 など

武 弐 など

今 含 今 念 など

令 令 冷 など

監 鑑 覧 など

臣 臣 蔵 臓 臨

帰 班 など

２章 ４-（２）
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オ 縦画を垂直に書くことも，斜めに書くこともあるもの

構成要素 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

など

など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素 左のような構成要素を持つ漢字の例

植 真 値 置 直 など

その他 徳 南 など

（３）つけるか，はなすかに関する例

漢字の点画をつけるか，はなすかについていろいろな書き表し方があるものとし

て，以下のような例が挙げられる。ここに挙げるものをはじめ，他の漢字において

も，同様の点画のつけ方，はなし方の違いは，字体の判別の上で問題にならない。

ア 横画と，その中央上部の点画とを，つけて書くことも，はなして書くこともある

もの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

亠 など

宀 など

广 など

礻 など

隹 など

言 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

亠 暗 衣 位 意 育 液 往 億 音 顔 旗 泣 京 境 鏡 競

景 激 交 効 校 航 高 刻 座 済 裁 産 市 姉 施 辞

主 就 住 熟 商 章 障 織 新 親 製 接 装 族 卒 率

対 滝 畜 注 柱 停 適 敵 統 童 肺 倍 部 文 変 方

放 訪 亡 忘 防 望 夜 遊 裏 立 流 旅 六 など

宀 安 案 院 宇 演 家 嫁 害 額 割 完 官 寒 管 館 寄
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客 宮 穴 憲 察 字 室 実 寂 守 宗 宿 縮 宣 宅 宙

貯 定 富 宝 密 容 など

究 空 窓 突 など

广 応 拡 庫 広 康 鉱 序 床 席 庁 底 庭 店 度 糖 府

疒 痛 疲 病 など

良 飲 館 飼 食 飯 養 良 朗 など

礻 視 社 祝 神 祖 福 礼 など

衤 初 複 補 など

隹 確 観 権 雑 集 準 進 推 難 奮 曜 など

言 課 記 議 許 訓 計 警 謙 言 語 誤 護 講 詞 試 詩

誌 識 謝 諸 証 信 誠 設 説 誕 談 調 討 読 認 評

訪 訳 論 話 など

倉 倉 創 など

鳥 島 鳴 など

イ 口，冂などの内部にある横画の終筆を，右側の縦画につけて書くことも，はなし
て書くこともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

日 など

月 など

田 など

など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

日
※ 1

意 映 易 億 音 温 楽 幹 旧 鏡 景 激 原 源 厚 皇

根 混 最 昨 旨 指 児 時 識 日 者 借 習 宿 縮 春

書 暑 署 諸 昭 唱 傷 照 障 場 織 職 星 昔 泉 線

早 草 層 増 題 担 暖 昼 著 腸 潮 提 的 都 湯 得

白 晩 百 復 腹 複 墓 暮 暴 幕 明 盟 綿 模 薬 陽

量 など

目 遺 員 夏 貨 賀 貝 覚 額 看 慣 観 眼 顔 願 規 貴

具 県 現 財 算 賛 視 資 自 質 首 順 助 賞 植 親

省 責 積 績 祖 組 相 想 則 息 側 測 損 貸 題 値

置 貯 頂 直 賃 頭 道 導 敗 買 箱 費 鼻 貧 負 貿

面 目 優 預 覧 領 類 など
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耳 厳 耳 取 聖 など

艮 館 眼 郷 銀 限 飼 食 節 退 娘 養 良 朗 など

倉 倉 創 など

鳥 島 鳴 など

門 開 閣 間 簡 聞 閉 門 問 など

酉
※1

酸 酒 尊 配 など

月
※2

胃 育 期 胸 筋 月 肩 絹 湖 骨 散 消 勝 情 青 清

晴 精 静 前 臓 態 朝 潮 能 脳 背 肺 肥 服 腹 望

脈 明 盟 輸 有 朗 など

其 基 期 旗 など

身 射 謝 身 など

斉 済 剤 斉 など

田 胃 異 界 魚 漁 細 思 層 増 男 町 田 畑 番 鼻 富

副 福 奮 勇 略 留 など

由 演 横 画 黄 専 笛 宙 届 博 由 油 など

甲 押 果 課 戦 単 など

申 申 神 など

車 運 揮 軍 庫 車 転 輸 輪 連 など

東 東 練 など

更 更 便 硬 など

里 黒 童 野 里 理 裏 量 など

重 種 重 動 働 など

曲 曲 典 豊 農 など

冉 構 講 再 など

編 輪 論 など

用 備 用 など

甬 通 痛 など

帰 急 雪 当 婦 など

その他 俺 査 電 補 録 など

※1 「酉」は，「 」のように，内部の横画の始筆も終筆も，縦画とはな

して書くことがある。

※2 「日」の「 」及び「月」の「 」の字形について，辞書等によっ

ては，いわゆる旧字体として扱われている場合がある。
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ウ 漢字の下部や狭い部分にある「木」「米」などの左右のはらいの始筆を，つけて

書くことも，「ホ」のようにはなして書くこともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

など

など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

案 栄 果 課 楽 業 困 採 菜 殺 雑 集 条 乗 深 新

親 染 巣 操 探 築 保 薬 葉 など

歯 数 断 迷 類 など

その他 兼

エ 「又」の２画目，「文」の３，４画目などのように，左右のはらいの始筆をつけ
て書くことも，はなして書くこともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

又 など

文 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

又 仮 技 径 経 軽 護 穀 祭 最 際 殺 察 支 枝 寂 取

受 授 収 段 暖 努 度 投 波 破 反 坂 板 版 皮 服

返 報 又 役 友 など

文 済 斉 文 など

攵 改 救 教 敬 警 激 厳 故 散 後 修 数 政 整 敵 敗

放 牧 枚 務 優 など

オ 縦画を，それを挟む上下の横画に，つけて書くことも，はなして書くこともある
もの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

立 など

など

垂 など

２章 ４-（３）



- 49 -

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

立 暗 位 意 億 音 顔 泣 鏡 競 辞 識 章 障 織 職 新

親 童 倍 部 翌 立 など

無 舞 など

垂 垂 郵 など

乗 乗 剰 など

その他 並 など

カ その他，つけて書くことも，はなして書くこともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

癶 など

疒 など

など

など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

癶 登 発 など

疒 痛 病 など

究 空 窓 など

右 各 格 閣 確 額 君 郡 群 研 谷 砂 若 石 倉 創

名 浴 欲 落 略 路 など

下 下 峠 など

共 異 共 供 選 など

貝 遺 員 貨 賀 貝 額 慣 願 貴 賛 資 質 順 賞 責 積

績 則 側 測 損 貸 貯 頂 賃 買 費 貧 負 貿 預 領

類 など

圭 街 掛 など

少 砂 少 省 秒 歩 など

兄 鋭 悦 閲 兄 祝 税 説 党 など

その他 益 演 夏 歌 革 期 旗 極 具 後 誤 黄 興 困 左 差

刷 蚕 四 死 従 縦 兆 湿 樹 春 焼 真 吹 西 短 昼

町 溺 豆 届 麦 否 飛 備 不 布 武 兵 片 暮 奔 幕

冥 夢 夜 養 など
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（４）はらうか，とめるかに関する例

漢字の点画の終筆をはらうか，とめるかについて，いろいろな書き表し方がある

ものとして，以下のような例が挙げられる。ここに挙げるような点画のはらい方，

とめ方の違いは，字体の判別の上で問題にならない。

ア はらって書くことも，とめて書くこともあるもの
※

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

など

など

央 など

矢 など

攵 など

など

など

糸 など

卜 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

八 益 沿 公 松 船 総 八 貧 分 粉 など

今 今 念 など

人 飲 歌 会 欠 合 谷 姿 資 舎 捨 拾 除 次 食 全 倉
創 答 内 肉 容 浴 欲 輪 令 冷 など

衣 製 装 表 俵 裏 など

艮 眼 銀 限 根 食 養 良 など

園 園 遠 など

因 恩 寄 器 契 参 実 状 然 太 燃 美 模 類 など

夫 漢 賛 など

央 英 映 央 など

橋 奏 笑 など

矢 医 候 矢 族 など

失 失 鉄 など

春 奏 奉 棒 など

夬 快 決 など

火 火 灰 災 秋 炭 談 など
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尺 駅 釈 沢 など

又 仮 技 径 経 軽 護 穀 祭 最 際 殺 察 支 枝 寂 取
受 授 収 段 暖 努 度 投 波 破 反 坂 板 版 皮 服
返 報 又 役 友 など

攵 改 救 教 敬 警 激 厳 故 散 後 修 数 政 整 敵 敗
放 牧 枚 務 優 など

険 検 験 など

案 栄 果 課 楽 株 休 業 困 査 採 菜 策 朱 集 床
条 乗 深 森 染 巣 操 体 探 築 東 保 木 本 末 未
味 模 薬 葉 来 林 歴 など

束 束 速 頼 など

委 季 番 など

巻 券 勝 など

米 歯 米 迷 など

豕 家 象 像 隊 など

永 泳 承 蒸 水 氷 など

氺 求 球 様 康 など

愛 各 格 閣 客 降 酸 終 条 冬 麦 復 腹 複 落 略
路 など

及 級 吸 など

糸 絵 紀 級 給 系 係 経 結 潔 絹 紅 細 糸 紙 終 縦
縮 純 織 績 絶 線 素 組 総 続 孫 統 納 編 綿 約
緑 練 など

小 願 京 景 県 原 源 砂 寂 就 小 少 省 歩 など

示 禁 祭 際 票 標 など

ホ 茶 余 など

述 術 など

父 校 父 など

共 異 供 港 選 暴 など

脈 派 など

その他 液 外 基 挙 狭 兼 更 歳 参 史 使 衆 送 昼 天 展
登 農 発 飯 便 奮 墓 暮 幕 夜 旅 など

※ 右はらいをとめて書く場合には，「 」，「 」といったように，始筆が

はなれることが多い。

イ 右上にはらって書く横画をとめて書くこともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

など

など

耳 など
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◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

域 塩 街 境 均 城 場 勢 増 地 熱 坂 など

功 試 式 など

球 現 班 理 など

政 疎 武 路 など

動 働 など

鏡 銀 鉱 鋼 針 銭 鉄 銅 録 など

樹 頭 など

比 階 混 比 批 陛 など

好 始 姉 数 妹 など

教 熟 孫 乳 など

航 船 など

非 罪 俳 非 悲 など

耳 厳 最 耳 取 趣 職 聖 聞 など

以 以 似 など

改 選 など

我 我 義 議 など

その他 勤 戯 切 段 虫 風 邦 望 北 野 郵 など

ウ 左部分の縦方向の画の終筆をとめて書くことも，はらって書くこともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

など

角 など

周 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

胃 育 筋 肩 絹 骨 散 消 情 青 清 晴 精 静 前 能

背 望 盟 輸 有 朗 など

井 井 囲 耕 など

廾 算 鼻 弁 など

开 開 形 型 研 など

介 介 界 など

用 通 痛 備 用 など

角 解 角 など
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周 周 週 調 など

非 俳 排 非 悲 など

川 訓 州 川

その他 刊 荒 済 冊 赤 判 変 など

エ 最終画又は構成要素の最終画となる縦画の終筆をとめて書くことも，はらって（ぬ

いて）書くこともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

十 など

巾 など

阝 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

十 華 解 革 干 幹 岸 牛 叫 許 計 件 午 幸 辞 十 準

章 障 申 神 針 千 早 草 卒 率 単 中 仲 忠 南 年

半 評 平 棒 用 など

巾 希 帰 市 姉 師 常 席 掃 帯 肺 布 婦 幕 綿 など

卩 印 節 命 卵 など

川 訓 州 川 など

井 井 囲 耕 など

廾 械 戒 算 鼻 弁 など

开 開 形 研 など

阝 郷 郡 都 部 邦 郵 など

介 介 界 など

斤 近 所 新 折 断 など

ヰ 偉 降 瞬 など

丰 拝 邦 峰 など

羊 群 達 羊 洋 など

弗 費 沸 など

建 健 筆 律 など

車 運 揮 軍 庫 車 連 など

斉 済 斉 など

その他 引 科 今 耳 料 輪 論 など
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（５）はねるか，とめるかに関する例

漢字の点画の終筆をはねるか，とめるかについて，いろいろな書き表し方があるも

のとして，以下のような例が挙げられる。ここに挙げるような点画のはね方，とめ方

の違いは，字体の判別の上で問題にならない。

ア 縦画の終筆をはねて書くことも，とめて書くこともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

木 など

など

など

糸 など

など

など

門 など

示 など

乑 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

木 案 栄 桜 横 果 課 械 楽 株 机 機 休 橋 業 極 検

権 校 構 困 根 査 採 菜 材 札 殺 雑 枝 朱 樹 集

床 松 条 乗 植 深 森 新 親 染 相 巣 想 操 村 体

探 築 柱 梅 箱 板 標 保 棒 木 枚 本 模 薬 葉 様

来 林 歴 など

未 妹 未 味 など

末 末 抹 など

束 整 束 速 など

朿 策 刺 など

東 東 練 など

委 移 科 季 穀 私 種 秋 称 税 積 程 秘 秒 利 和

など

耕 耗 など

米 奥 歯 数 精 断 糖 米 粉 迷 料 類 など

牜 特 物 牧 など

丬 将 状 装 など
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糸 絵 紀 級 給 系 係 経 結 潔 絹 紅 細 糸 紙 終 縦

縮 純 織 績 絶 線 素 組 総 続 孫 統 納 編 綿 約

緑 練 など

示 禁 祭 際 察 示 宗 票 など

述 術 など

不 否 不 など

弔 第 弟 など

園 遠 など

睘 還 環

派 脈 など

小 願 京 景 県 原 源 砂 就 除 小 少 省 歩 余 など

才 才 材 財 閉 など

門 開 閣 間 簡 関 聞 閉 門 問 など

その他 歳 斉 衆 茶 番 飛 旅 など

イ 縦に下ろして右に曲げる点画（乚）の終筆を，とめて書くことも，はねて書くこ

ともあるもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

匕 など

己 など

儿 など

など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

匕 化 花 貨 傾 疑 死 指 旨 態 能 背 比 批 陛 北 老

など

己 改 巻 記 起 港 包 選 など

尤 稽 就 蹴 など

几 机 航 穀 殺 処 設 段 投 盤 役 など

九 究 雑 など

儿 四 商 西 勢 熱 売 陸 など

七 七 切 など

空 究 窓 など

酉 酸 酒 尊 配 など

その他 逸 俺 危 荒 電 発 犯 流 など
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（６）その他

そのほか，漢字の点画について，いろいろな書き表し方があるものとして，以下

のような例が挙げられる。ここに挙げるような違いは，字体の判別の上で問題にな

らない。

ア 点画が交わるように書くことも，交わらないように書くこともあるもの

構成要素の例 左の構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

女 など

卜 など

才 など

耳 など

匕 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

女 安 案 委 桜 好 妻 始 姉 姿 女 数 努 婦 妹 要 など

卜 外 掛 訃 など

才 才 材 財 閉 など

耳 厳 最 耳 取 趣 職 聖 聞 など

匕
※1

化 花 貨 死 など

又 祭 際 察 など

第 弟 など

身
※2

射 謝 身 など

辰 震 振 農 など

長 長 帳 張 など

非 罪 非 悲 など

在 存 など

その他 収

※1 「化」や「花」で「匕」のように交差する形については，辞書等によって

は旧字体とされる場合もある。

※2 「身」は，最終画「ノ」だけでなく，長い横画が右の縦画より右に出る形

で書かれることがある。

２章 ４-（６）



- 57 -

イ 縦画を曲げて書くことも，まっすぐ書くこともあるもの
※

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

于 など

争 など

矛 など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

于 芋 宇 など

争 浄 静 争 など

矛 矛 務 など

その他 予

※ 「子」「手」「了」など，印刷文字では縦画を直線で表すが，手書きの際

には，曲線を使う方が一般的なものがある。それらを印刷文字に従って直

線で書いたものについても，誤りとは言えない。（３（４）P.36 参照）

ウ 点画の接触の位置に関するもの

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

尺 など

氺 など

白 など

など

など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

尺 駅 尺 訳 など

大 参 奪 添 奮 奔 など

春 奏 奉 棒 など

永 泳 承 蒸 水 泉 氷 など

氺 求 球 救 康 暴 録 など
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衣 衣 表 俵 裏 など

長 長 帳 張 など

辰 振 震 農 など

白 階 楽 激 皇 習 泉 線 的 白 百 など

自 自 息 鼻

師 追 など

鳥 鳥 島 など

呂 営 宮 呂 など

夕 多 夕 など

石 確 岩 砂 磁 石 破 など

尤 就 蹴 など

冘 沈 枕 など

旡 概 既 など

丘 岳 丘 など

その他 界 向 蚕 衆 喪 展 備 養 など

エ その他

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の書き表し方の例

令
など

など

◇ 上記を含め，同様に考えることができる漢字の例

構成要素の例 左のような構成要素を持つ漢字の例

令 領 鈴 令 冷 など
※

※ 「 」の印刷文字には，「叱」という字体が用いられることがある。「叱」

は，本来「 」とは別字であり，辞書等では，「カ」という音を持つ「口を

開ける様」という意味の漢字とされているが，この字体も「シツ・しかる」

として広く使われていることから，異体の関係にある同字と認められる。
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５ 手書き（筆写）の楷書字形と印刷文字字形の違いが，字体の違いに及

ぶもの

現行の常用漢字表においては，従前のとおり「印刷文字における現代の通用字体」

が示され，削除した５字を除いて，昭和５６年の常用漢字表の掲げた通用字体が全て

そのまま継承された。

しかし，新たに常用漢字表に追加した１９６字については，特に印刷文字の字体の

安定性を損なうことがないよう，当用漢字字体表及び昭和５６年の常用漢字表に準じ

た字体の整理を行うことはせず，原則として，当該の字種における一般の書籍での最

も使用頻度の高い字体を採用することとした。その結果，平成１２年の国語審議会答

申「表外漢字字体表」が示した「印刷標準字体」と「人名用漢字」の字体を通用字体

として掲げることとなった。（「曽」「痩」「麺」については，印刷標準字体として「曾」

「瘦」「麵」が掲出されていたが，常用漢字表では生活漢字としての側面を重視し，

「簡易慣用字体」とされていた字体を採用した。）

このことにより，昭和５６年から常用漢字表に掲出されていた通用字体との間で，

「道／遡」「飲／餅」「臭／嗅」「歩／捗」「幣／蔽」などのように，同じ構成要素を

持ちながら，印刷文字における字体上の差異があるものが生じた。

そして，こうした字体上の差異は，印刷文字と手書き文字との間にも影響し，印刷

文字と手書き文字の習慣による字形との間の相違が，字体の違いにまで及ぶ場合が生

じることとなった。その手当てとして，「（付）字体についての解説」において，こ

れらの漢字を実際に手書きする際の参考となるよう，具体例が示されている。

以下に挙げるものは，常用漢字表の採用した通用字体と手書き文字におけるそれぞ

れの習慣の相違に基づく表し方の差が，字体（文字の骨組み）の違いに及ぶものであ

る。左は手書きの楷書の習慣による字形の例，右は印刷文字である明朝体の字形に倣

って書いたものであるが，手書きの楷書ではどちらの字形で書いても差し支えない。

「手書きの楷書の習慣による例」に挙げたもののうちには，現代において，実際に広

く用いられているとは言い難いものもあり，明朝体に倣った字形の方が手書きする場

合の字形としても一般的な場合がある。

なお，ここに挙げるものの中には，例えば，「煎」と「煎」のように「表外漢字字

体表」（平成１２年国語審議会答申）において，「表外漢字だけに適用されるデザイ

ン差」として整理されていたものがある。ただし，それらの字形の違いは，辞書等に

おいて，多く字体の違いとして説明されていた。

平成２２年に上記のような字種を常用漢字表に追加するに当たっては，例えば，

「煎」における「煎」の字形を「デザイン差」として扱うと，昭和５６年から常用漢

字として掲げられていた字種の通用字体に影響が及び，「煎」から「灬」を除いた形

と「前」とをデザイン差とみなす必要が生じるなど，辞書等の説明と一致しないこと

になりかねなかった。そこで，昭和５６年からの常用漢字の通用字体に影響が及ぶこ

とが懸念される場合には，辞書等の考え方も踏まえ，デザイン差という捉え方を改め，

字体の違いに及ぶものとして整理を行っている。

２章 ５
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（１）方向に関する例

該当字種 手書きの楷書の習慣による例 明朝体の字形に倣った手書きの例

恣 など など

煎 など など

嘲 など など

溺 など など

淫 など など

蔽 など など

（２）点画の簡略化に関する例

該当字種 手書きの楷書の習慣による例 明朝体の字形に倣った手書きの例

嗅 など など

賭 など など

箸 など など

餌 など など

餅 など など

遡 など

遜 など

謎 など

葛 など など

僅 など など

箋 など など

塡 など など

頰 など など

２章 ５-（１），（２）
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※「遡」「遜」「謎」について，明朝体の字形に倣った手書きの例を示していない

のは，常用漢字表が「「辶」も手書きでは「辶」と同様に「 」と書く」とし

ていることに基づいたものである。日常生活における漢字使用においては，「辶」

も「辶」も，手書き字形としては同じ「 」の形で書くことが一般的である，

という認識を社会全般に普及していく必要がある。

ただし，歴史的にも，手書きにおける点二つの「しんにゅう」の例は少なから

ず存在し，現在においても，例えば，戸籍行政などでは，「辻」と「辻」が区別

され，手書きでの記入に当たっても書き分けられるように，主に人名や固有名詞

等に関わる場合など，「辶」（「 」）と「辶」（「 ・ 」）の使い分けが行

われることがある。点二つの「しんにゅう」の漢字を「 ・ 」のように書

いたものも誤りとすべきではない。

（３）その他

該当字種 手書きの楷書の習慣による例 明朝体の字形に倣った手書きの例

彙 など など

剝 など など

詮 など など

喩 など など

惧 など など

稽 など など

捗 など など

２章 ５-（２），（３）
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第３章 字体・字形に関するＱ＆Ａ

本章のＱ＆Ａでは，漢字の字体・字形に関する様々な質問に対して，常用漢字表の「字体につい

ての解説」の考え方と第１，２章の内容に基づき回答しています。このＱ＆Ａを読めば，字体・字

形に関する基本的な考え方と具体的な取扱いについての大体が理解できるようにすることを目指し

て作成したものです。

問いの番号（ ）の後には，その要点を簡単に示しました。質問に対しては，まず で簡Ｑ○ 「Ａ」

潔に回答し，その後で，説明を加えています。

また，ほかに関係する問いがある場合には「 」のように，指針の別の章に関連事項があ（ ）→Ｑ○

る場合には説明の末尾に「 」のように，それぞれ注記しています。⇒参照 ○章○〔P.○〕

１ 基本的な事項に関する問い

（1）手書き文字の字形と印刷文字の字形について

手書き文字と印刷文字の字形の違い①Ｑ１

学校で教わった漢字の形と新聞や本で見る漢字の形が違っていることがあります。どち

らが正しいのですか。

それぞれ正しい形です。学校で教わった手書きの文字の形と印刷された文字の形には，表Ａ

し方にそれぞれ独自の特徴や習慣があるため，違いが見られることがあるのです。

学校では，手書き（筆写）の楷書を中心に学びます。楷書は，文字を崩さず，一点一画を

きちんと書く書き方です。小学校の教科書では，主に教科書体と呼ばれる印刷文字が使われ

ていますが，教科書体は児童生徒が漢字を書くときの参考になるよう，基本的に手書きの楷

書の習慣に倣って作られています。

（手書きの楷書） （教科書体）永 糸
一方，ほとんどの新聞や書籍では，明朝体という印刷文字が使われています。縦の線（縦

みん

画）を太く，横の線（横画）を細く表現し，横画のとめ（終筆）には，ウロコなどと呼ばれ

るはね上げたような三角形の形が付きます。明朝体は，今日の日本で，最も多く使われてい

る印刷文字であり，この指針の文字も主に明朝体を使っています。

縦画を太く，横画を細く表現

ウロコ永 糸 十（明朝体）

印刷が始まったばかりの頃には，木の板に文字を彫り，それを基に印刷物が刷られていま

。 「 」 。 ， ，した この板を 木版 と言います 当初 木版は手書きの楷書の形で彫られていましたが

微妙な曲線などを再現するのには時間が掛かりました。スピードと効率が追求された結果，

より彫りやすく，分業して作業しやすい形として生まれたのが明朝体です。その後，明朝体

は専ら読まれるためのものとして発展し，現在に至ります。明朝体の形と，手書き文字や手

書き文字を基にして作られた教科書体などの形とが違うのはそのためです。

参照 第２章１〔P.24〕，２－１〔P.26〕，２－２〔P.30〕⇒

３章 Ｑ１
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手書き文字と印刷文字の字形の違い②Ｑ２

手書き文字の字形と印刷文字の字形とは，一致させるべきではないでしょうか。

印刷文字は，読みやすさを重視して発展してきたものですから，その形のとおり手書きすＡ

るのは難しい場合があります。それぞれの表し方の習慣を知っておくことが大切です。

手書き文字（筆写の楷書）と代表的な印刷文字である明朝体の形は，それほど極端に懸け

離れているわけではありません。文字の骨組み に注目すれば，おおむね一致（字体 →Ｑ５）

しています。昭和２４年（1949年）の「当用漢字字体表」の「まえがき」には「この表の字

体の選定については，異体の統合，略体の採用，点画の整理などをはかるとともに，筆写の

習慣，学習の難易をも考慮した。なお，印刷字体と筆写字体とをできるだけ一致させること

をたてまえとした」とあります。戦後の国語施策では，漢字表の範囲で，両者の字体の一致

を実現してきたとも言えるのです。

しかし，自然な手の動きが基本になっている手書き文字と，印刷したときの見やすさやバ

ランスを重視した印刷文字とは，字形の細かいところではどうしても一致しない部分が出て

きます。それを無理に一致させようとすると，長い間用いられてきた印刷文字のデザインや

手書き文字の習慣を変える必要が生じるなど，かえって問題を複雑にしてしまうおそれもあ

ります。

そのため，当用漢字字体表でも「この表の字体は，これを筆写（かい書）の標準とする際

， ，には 点画の長短・方向・曲直・つけるかはなすか・とめるかはね又ははらうか等について

必ずしも拘束しないものがある」とするなど，点画の細部に関わるような字形の問題につい

ては，手書き文字の習慣を妨げることがないよう配慮されていました。

この考え方は，常用漢字表においても引き継がれています。手書きには手書きの，印刷文

字には印刷文字の表し方の習慣があり，それぞれが理解されることが望まれます。特に，情

， 。報機器の普及によって 小さな子供の頃から印刷文字の字形を見ることが多くなっています

漢字を習得していく段階においても，それぞれの違い，特徴についての分かりやすい説明な

ど，新たな対応策が必要になる可能性があります。

参照 第２章１〔P.24〕，２－１〔P.26〕，２－２〔P.30〕⇒

多様な手書き字形を認めるのは，漢字の文化の軽視ではないかＱ３

それぞれの漢字を手書きする際に，様々な字形を認めることは，漢字の文化をないがし

ろにし，壊してしまうことにつながりませんか。

手書き文字の字形に多様性を認めるのは，むしろ，漢字の文化に基づく考え方です。このＡ

指針は新しい考えを示すのではなく，本来の漢字の伝統を知ってもらおうとするものです。

現代の日本で一般的に用いられている漢字の字体は，昭和２４年に内閣告示として実施さ

れた「当用漢字字体表」が示した字体に基づいています。当用漢字字体表は「漢字を使用す

， ， ，る上の複雑さは その数の多いことや その読みかたの多様であることによるばかりでなく

」（ ） ，字体の不統一や字画の複雑さにももとづくところが少くない 内閣訓令制定文 ことから
すくな

字体を整理して，その標準を定めようとしました。それまでは，骨組みが違う複数の字が，

同じ漢字として用いられることがあったのを，一つの字体に統一することで，漢字を使用す

３章 Ｑ２，３
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る上での複雑さを解消しようとしたのです。ただし，その一方で，手書きの楷書における伝

統的な書き方や字形の多様性を尊重しました。統一された字体を用いる際の「使用上の注意

事項」には「この表の字体は，これを筆写（かい書）の標準とする際には，点画の長短・方

向・曲直・つけるかはなすか・とめるかはね又ははらうか等について，必ずしも拘束しない

ものがある。そのおもな例は，次のとおりである 」とし，次の（１）～（６）を示していま。

す。

この注意事項が示す手書きの楷書の習慣として認められている字形の中には，現代におい

（→Ｑ38，39，41，60，70，て問題にされることもある，次のようなものが含まれています。

73，75）

例えば，手書きの楷書では，伝統的に，一つの字の中で右はらいの表現は一つにする，狭

いところでは右はらいはせずとめるように書く，また，横画が複数ある場合には，長さをお

およそそろえて，そのうちの一つだけを長く書くなどの習慣によって，様々な字形が書かれ

てきました。しかし，現在，そのような楷書における書きやすさや造形美に基づいた書き方

までが，誤りであるとみなされる場合があります。

手書きの字形において，一つだけの正しい字形があるという考え方は，むしろ，近年にな

って生まれてきたものであり，漢字の伝統や文化からすれば，同じ骨組みの中でいろいろな

字形が生じるのは，自然なことなのです。

参照 第１章１〔P.5〕⇒

表外漢字の扱いＱ４

この指針に書いてあることは，常用漢字表にはない漢字についても当てはまると考えて

いいのでしょうか。

手書き文字と印刷文字との関係や，共通する形については，同じ考え方ができる場合があＡ

ります。手掛かりとして参考にしてください。

この指針は常用漢字表が示す通用字体 の範囲を対象としていますが，（通用字体 →Ｑ７）

その考え方は，常用漢字表にない漢字（表外漢字）を書く場合にも手掛かりになります。

第１章「明朝体と手書き（筆写）の楷書との関係」では，常用漢字表で掲げている印刷字

３章 Ｑ４
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体を具体的に示し，形の上で共通する部分を持っている漢字ごとに，それらを手書きすると

きのいろいろな書き方について説明しています。形の上で共通する部分を持つ表外漢字を書

く場合にも，この説明が参考にできます。

参照 第１章４（１）〔P.14〕⇒

（2）字体，字形，書体，字種などの用語について

字体 「字形」とはＱ５ 「 」，

漢字の「字体 「字形」とは，それぞれ，どのようなもので，両者にはどのような違い」，

があるのですか。常用漢字表の考え方を説明してください。

文字を文字として成り立たせている骨組みが字体です。それを実際に文字として記したとＡ

。 ， 。きの形状を字形と言います 同じ字体に基づいて書かれても 実際に現れる字形は様々です

１００人の人が，同じ漢字を手書きすると，書く人それぞれの癖や筆記具の勢いなどによ

って，１００通りの形が出現します。例えば 「学」と書くとき，上の三つの点を打つ位置は，

人により少しずつ違います。また，４画目と５画目をしっかり付けて書く人もいれば，少し

離して書く人もいるでしょう。筆で書くか鉛筆を使うかでも，形は変わってきます。印刷し

た場合も，横画のとめ（終筆）にウロコ という飾りが付く明朝体と，全ての線が（→Ｑ１）

均一に近い太さにデザインされたゴシック体では，かなり印象が異なります。これら一つ一

つの字の形が「字形」です。字形は，手書きされた文字の数だけ，印刷文字の種類だけ，存

在するとも言えるでしょう。

しかし，ボールペンでさっとメモ書きされた「学」も，明朝体で黒々と印字された「学」

も，同じ字として認識されます。それぞれの形（字形）に違いがあっても，同じ漢字である

と読み取れるのは，それら全ての形に，同じ骨組みが共通して備わっているからなのです。

これが常用漢字表の考え方で，この骨組みのことを「字体」と呼んでいます 「学」の上の三。

つの点の位置が多少違っていても，骨組みは崩れていない（同じ字体を備えている）とみな

されます。

ただし，もし 「学」の上の点を一つしか書かなかったら 「字」という形になってしまい， ，

ます 「学」と「字」とは，字形は似ていますが，字体を異にする，別の意味，別の読み方を。

持った漢字です。

言い換えれば，様々に肉付けされながらも同じ文字とみなすことができる無数の字の形そ

れぞれから抜き出せる，形の上での共通した特徴がその文字の「骨組み」＝「字体」です。

字体は，その字であることを満たす上での形状に関する条件であり，実際に目に見える具体

的な文字の形（字形）を背後で支えているものとも言えるでしょう。このような性質から，

字体は抽象的な概念である，と言われることもあります。

字体は，文字を見分け判別する際の基準であり，書かれた又は印刷された字形が，文字と

して社会的に通用するかどうかの基準ともなりますから，同じ漢字を用いる社会全体で共有

されていることが望ましいと考えられます。情報を伝える人と受け取る人とが同じ字体を共

， 。 ， ，有していれば 情報の伝達は円滑に行われることになります 書き手の個性や 字のうまさ

筆記用具などにより，字形は千差万別であっても，字体が共有されていれば情報交換が可能

です。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

３章 Ｑ５
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「字種」とはＱ６

常用漢字表の「表の見方及び使い方」には「字種2,136字を掲げ」とありますが，この

「字種」とはどういうことでしょうか。

， （ ） 。Ａ 同じ読み方 同じ意味で使われる漢字の集まり グループ を指す常用漢字表の用語です

「種」と言っても，漢字，平仮名，片仮名といった意味ではありません。

「桜」は古くは「櫻」と書かれました。どちらも，訓読みでは「さくら ，音読みでは「オ」

ウ」と読まれ，同じ植物を指して使われる漢字です。この「桜」と「櫻」のような関係を同

じ字種である，と言います。同様のものに「国」と「國 「学」と「學 「竜」と「龍」な」， 」，

。 ，「 」 「 」，「 」，「 」 。どがあります また 島 という字は 嶋 嶌 嶹 などと書かれることもありました

これらは，語句や文章を書き表す際に，文脈や用途によっては相互に入替えが可能なものと

して用いられてきました。

一般的には 「 桜」と「櫻」は同じ字だ 」などと言い，わざわざ「字種」という言葉が持，「 。

ち出されることは少ないでしょう。しかし，常用漢字表では，字体 の異なりに着（→Ｑ５）

目した場合には 「桜」と「櫻」とを別の字として扱うので 「字」と「字種」という用語が， ，

使い分けられています。

現在，ふだんは 「桜 「国 「学 「竜 「島」のように，常用漢字として採用されてい， 」， 」， 」， 」，

る字の方が用いられることが多いものの，旧字体とも呼ばれる「櫻 「國 「學 「龍」や」， 」， 」，

「嶋 「嶌」などの方も，人の名前や団体名に用いられたり，各種専門分野で使われたりす」，

る場合があります。

参照 第１章２〔P.8〕⇒

「通用字体」とはＱ７

常用漢字表の「通用字体」とは，どういうものですか。

， ， ，Ａ 現在 社会で最も広く使われていて 今後も使われることが望まれる字体であるとともに

常用漢字表が採用している字体のことを言います。

通用字体は，一般の社会生活において現代の国語を書き表す際に最も広く用いられている

字体，そして，今後とも広く用いられていくことが望まれる字体と位置付け，常用漢字表が

それぞれの字種を示すに当たって採用し，漢字を使用する際に用いる字体の目安としている

ものです。

戦後すぐ，当用漢字字体表が作成された際には，漢字を読みやすく書きやすいものにする

ために，点画を整理したり略体を採用したりし，印刷字体と手書きの字体をできるだけ近づ

けようと考えられました 。新字体などとも言われたこの字体は，次第に社会に受け（→Ｑ２）

入れられ定着し，昭和５６年（1981年）の常用漢字表にも受け継がれ，通用字体と呼ばれる

ようになりました。

しかし，常用漢字表以外の漢字 の字体については，長く取決めがなか（表外漢字 →Ｑ４）

ったため，次第に，書籍に用いられる字体と情報機器に搭載された文字の字体とが食い違う

などの混乱が生じるようになります。その状況を解決するために，当時の国語審議会は，社

会で用いられている印刷文字において，それぞれの表外漢字がどのような字体で用いられて

３章 Ｑ６，７
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いるのかを広く調査した上で，平成１２年（2000年）に「表外漢字字体表」を答申します。

これは，表外漢字における印刷文字の標準字体を定めたもので，実態の調査に基づき，当用

漢字以前に使われていた字体 が主に選ばれました。（いわゆる康熙字典体 →Ｑ８）

平成２２年（2010年）に常用漢字表が改定された際にも，新しく追加された字種には，原

則として「表外漢字字体表」の印刷標準字体が採用されました。このときにも，改めて実際

の印刷文字の使用状況について広く調査を行い，主に表外漢字字体表の字体が世の中で用い

られていることが確かめられました。形だけ見ると，既に常用漢字表に入っていた字と追加

された字とで異なっている部分がありますが 「社会生活において最も広く用いられている字，

体」という意味では，こちらも通用字体と呼ぶのにふさわしいと考えます。

なお，Ｑ５で説明したとおり，本来，字体は具体的に書き表すことができません。そのた

め，常用漢字表は，便宜上，明朝体のうちの一種を例に用いて 「印刷文字における現代の通，

用字体」を示しています。常用漢字表で採用した字体が，それを具現化した明朝体のうちの

一種を例にして示されている，ということです。

参照 第１章２〔P.9〕⇒

「いわゆる康熙字典体」とはＱ８
こう き

常用漢字表に示されている「いわゆる康熙字典体」とは，どういうものですか。旧字体

とは違うのですか。

中国の「康熙字典」で用いられている字体で，日本では，おおむねこれに基づいて活字をＡ

作っていました。旧字体とも言われますが，康熙字典体ではない旧字体もあります。

「康熙字典」とは，１８世紀の初めに清の康熙帝の勅命によって編纂された漢字字典で，
さん

５万弱の文字が２１４の部首に分類され収められています 「康熙字典」が刊行された後は，。

そこに掲げられた漢字の字体・字形が活字を作る際の規範となり，日本でも戦前の明朝体活

字の設計はおおむねこれによっていました。

その後，昭和２４年に，字体の簡易化や統合を図った「当用漢字字体表」が内閣告示とし

て公布されて以降，現在の常用漢字表に掲げられた字体が現代の社会生活における目安とし

て通用しています。

常用漢字表では 「明治以来行われてきた活字の字体とのつながりを示すため （表の見方， 」

及び使い方 ，３６２の字種で「康熙字典体」を示しています （ 弁」には３通りが示されて） 。「

いるため，合計では３６４ 」。）

例えば，Ｑ６で「字種」について説明した際に例に挙げた「櫻 「國 「學 「龍」が康」， 」， 」，

熙字典体です。これらの漢字以外にも，手書きの楷書等で用いられてきた伝統的な字体・字

形などが含まれると考える場合もあります。そのため，康熙字典体と旧字体とは必ずしも同

じものを指すとは言えません。

また 「いわゆる康熙字典体」という言い方をしているのは，実際の「康熙字典」の見出し，

字の字体には，同じ構成要素でも漢字によって不統一があったり（ 旣 「慨 「 」等 ，「 」， 」， ）槪

明治時代以降に康熙字典体と呼び習わされてきたもののうち，そもそも「康熙字典」には載

っていないもの（｢塀 ）や，見出しの字体とは違っているもの（ 既 （ 康熙字典」では俗字」 「 」「

とされる 「鄕」等）があったりするなどの事情によるものです。。），

参照 第１章２〔P.8〕⇒

３章 Ｑ８
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「書体」とはＱ９

常用漢字表では「書体」という用語をどのような意味で使っているのですか。

， 。 ， ，Ａ 漢字に施される 形に関する特徴や様式の体系のことを言います 印刷文字には 明朝体

ゴシック体など，歴史的には，篆書，隷書，草書，行書，楷書などの書体があります。
てん

文字の骨組みである字体は常に一定の形を持っているものではありません。骨組みに肉付

， 。けされ 具体的に目に見えるように表された文字の形状が字形であると述べました（ ）→Ｑ５

， ， 。そのように印刷されたり 手書きされたりした文字の字形は 何らかの書体に分類できます

印刷された文字をよく見ると，それぞれの文字の形は異なっていても，全ての文字に共通

する特徴や傾向があることが分かります。パソコンなどの情報機器を使って書類を作ったり

レポートを書いたりするときには，何かしらの印刷文字を用いることになるでしょう。情報

機器には，明朝体，ゴシック体，教科書体など，何種類かの印刷文字が搭載されていること

があります。例えば，明朝体では，どの文字も縦画が太く，横画が細く，ゴシック体はどの

文字も縦も横も同じ太さになっています。こうしたそれぞれの印刷文字に施された，一定の

特徴や様式の体系が「書体」です。手書きをまねた印刷文字も開発され，新しい印刷書体と

して用いられることもあります。

天天 天 天 天 天 天
明朝体 ゴシック体 教科書体 手書き風のもの

印刷文字だけでなく，手書きだけが行われていた時代から歴史的に用いられてきた篆書，

隷書，草書，行書，楷書などの体系も書体と呼ばれます。こちらも，一点一画をはっきりと

書くか，連続的に省略して書くかといった特徴や様式を持っています。これらの書体を基に

作られた印刷文字もあります。

篆書体 隷書体 草書体 行書体 楷書体

以上が，常用漢字表における書体の考え方です。

参照 第１章２〔P.8〕⇒

いわゆる康熙字典体，許容字体の扱いＱ10

常用漢字表に丸括弧（ ）付き，角括弧［ ］付きで示されている漢字は何ですか。常

用漢字と同じように使ってもかまわないのでしょうか。

常用漢字と同じ扱いはできません。丸括弧は「康熙字典体 ，角括弧は印刷文字におけるＡ 」

「許容字体」を示しています。意味合いが異なるため，違う形の括弧を使っています。

丸括弧付きで示されているのは「いわゆる康熙字典体」です これは，常用漢字。（→Ｑ８）

表が採用している字体ではありません 「明治以来行われてきた活字の字体とのつながりを示。

すために参考として添えたもの」なので，著しい差異のないものは省いています。

康熙字典体は，一般の社会生活において，広く用いられる字体とは言えませんが，今でも

使われることがあります。常用漢字表は飽くまで現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目

３章 Ｑ９，10
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安を示すものですから，それぞれの専門分野での表記習慣や，表記に関する個々人の好み・

主義まで縛るものではありません。

角括弧付きで示されているのは 「許容字体」です。平成２２年の常用漢字表の改定に際し，

て 「しんにゅう」と「しょくへん」に関わる五つの文字（ 遡 「遜 「謎 「餌 「餅 ）， 「 」， 」， 」， 」， 」

については，それぞれ 「辶 「飠」を用いた字形を「許容字体」とし 「現に印刷文字とし， 」， ，

れています。

いわゆる康熙字典体も許容字体も，個人が用いるのは自由ですが，一般的な情報交換，特

に不特定多数の人を対象とするような情報の発信等においては，固有名詞の表記を除き，通

用字体を用いることが望ましいでしょう。ただし 「許容字体」が示された５字を手書きする，

（→Ｑ77）際には，手書きの習慣に基づいて行われるのが一般的です。

参照 第２章５〔P.59〕⇒

「異体字」とはＱ11

「異体字」とは，どういうものですか。

同じ漢字として通用しても，字体が異なるものを言います。例えば 「学」と「學」はおＡ ，

互いに異体字の関係にあるとも 「學」は通用字体「学」の異体字であるとも言います。，

常用漢字表に「異体字」という用語は出てきませんが 「異体の関係にある同字」といった，

表現が用いられています。これは，同じ字種 でありながら字体の違う漢字を言う（→Ｑ６）

用語です。

当用漢字字体表では，字体を選定する方針の一つとして 「異体の統合」を行いました。例，

えば 「略」は，活字には「田」が「各」の上に来ている字体（ 畧 ）もありましたが，同じ， 「 」

字種であることから「略」に統合されました。

， ， 。常用漢字表でも この方針を引き継ぎ 原則として１字種につき１字体を採用しています

例えば，平成２２年に追加された「鬱」には「欝」という異体字がありますが，常用漢字表

の通用字体としては「鬱」が採用されました。同じ字種の異体字を複数取り上げて，それぞ

れを常用漢字の字体として認めることはしていません。

ただし，Ｑ８でも説明したように 「明治以来行われてきた活字の字体とのつながりを示す，

ために」いわゆる康熙字典体が丸括弧に入れて示されています。通用字体（ 学 「桜 ）と「 」， 」

康熙字典体（ 學 「櫻 ）とは，お互いに異体字の関係にあると言えます。また，常用漢字「 」， 」

表に採用された「学 「桜」を標準的な字体と捉え 「學 「櫻」を異体字と呼ぶこともあり」， ， 」，

ます。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

旧字体や略字など，異体字を使ってよいかＱ12

日常生活の中で，旧字体や略字などの異体字を使ってはいけないのですか。

個人が用いるのは自由です。ただし，不特定多数の人を対象とした意思疎通や情報交換をＡ

円滑に行うためには，通用字体を使うことが望ましいでしょう。

３章 Ｑ11，12
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常用漢字表は，現代の社会生活における漢字使用の目安であり，字体・字形に関する考え

方についても同様です。日常生活において，旧字体や略字などの異体字を用いることを制限

するものではありません。

例えば，祝儀袋に金額を書く際など 「万」ではなく旧字体の「萬」を用いることはよく行，

。（「 」 「 」 。） ，「 」われます 康熙字典 による を示している辞書もあります また くさかんむり

を旧字体のように「 」と書いたり，行書にも見られるように「 」と書いたりした字が

見られることがあります。さらに 「門」や「もんがまえ」を「 「第」を「 「曜」， 」， 」，

を「 」と書くような略字も，日常的に用いられてきました。

ただし，誰かに何かを伝えようとする場合には，異体字が，相手には理解されないという

ことも起こり得ます。常用漢字表は，人々が円滑に意思疎通や情報交換ができるように使用

， ， ，する漢字の範囲とその音訓 字体を定めたものですから 情報の伝達という観点からすると

常用漢字表が示す通用字体 を用いた方が効果的です。特に，不特定多数の人々を（→Ｑ７）

対象とする文書では，旧字体や略字などの異体字を用いることはせずに，常用漢字表の通用

字体を使用することが望ましいでしょう。公用文，教育の現場や，新聞，放送などマスコミ

関係では，通用字体の使用が原則とされています。

フォントと書体は同じかＱ13

，「 」 「 」，パソコンやタブレットなどの情報機器には フォント と書いてあるところに 明朝体

「ゴシック体」といった書体が出てきます。フォントは書体のことだと考えてよいのです

か。

本来は別の意味の言葉ですが，一般的には同じように使っても差し支えありません。Ａ

「書体」は，文字に施された一定の特徴や様式の体系のことです。言い換えると，文字に

一貫して施されているデザインの体系が書体です。

一方 「フォント」は，ある書体で統一された，一そろいの活字（情報機器に搭載されたも，

のを含む ）のセットを指します。元々は金属の活字に使われた言葉ですが，現在は，情報機。

。器に搭載されている電子的な文字のセットのことをフォントと呼ぶことが多くなっています

情報機器で明朝体の書体を使うということは，その書体で統一されたフォントを使うとい

うことになります。書体と，その書体で統一されたフォントとは不可分の関係で，特に情報

機器に搭載される印刷文字については，書体といってもフォントといっても，実態としては

同じものを指すことがあります。

参照 第２章１〔P.8〕⇒

間引きされたように見える字体Ｑ14 点画が

パソコンや電子辞書のモニターに出てくる漢字の中に，画数が足りないものがあるよう

な気がします。どういうことでしょうか。

情報機器の画面の解像度の制約によって，便宜的に用いられているものです。Ａ

情報機器の画面の解像度は，必ずしも高いとは限らないので，縦画や横画の多い漢字の点

画を全て表現できない場合があります。そのような場合には，次に示すように便宜的に点画

３章 Ｑ13，14
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を省略した字形を示すことがあります 「間引き字体」などと言われることもあります。。

（警） （襲） （髪） （優）
ワープロ用ソフトやメール用ソフト，またウェブページを表示するブラウザソフトでも，

点画の略された字形が画面に表示されている場合があります。また，道路標識などにも，瞬

間的にその字と認識される範囲で点画を省略している例が用いられたことがあります。もと

もと知っている漢字であれば，点画が抜けていても瞬間的にその字として認識されるため，

ふだんはなかなか気付きません。

ただ，初めて見た字やあやふやに覚えている字では，略された点画のある画面上の文字の

字形をそのまま書き写してしまうことも考えられるため，注意が必要です。

（3）常用漢字表「 付）字体についての解説」について（

字体の違いにまで及ばない字形の違いＱ15

「 」 「 」 ，字体についての解説 にある 字形の異なりを字体の違いと考えなくてもよい とは

どういう場合のことを言うのでしょうか。

字の形が違っていても，別の文字と見分けられなかったり紛れてしまったりすることがなＡ

く，その文字であると判別できるような場合のことを言います。

次に挙げる五つの字は，それぞれ見た目の形には違いがあるものの，全て同じ漢字である

と判断されるものです。これは，それぞれの字形は違っていても，その違いが字体の違いに

までは及んでいないからです。このような場合に 「字形の異なりを字体の違いと考えなくて，

もよい」と言います。

一方，次に挙げるような形は，それぞれ字形の異なりが，字体の違いにまで及んでいると

考えられるものです。上に挙げた５字に共通するのと同じ字体が確認できず，別の漢字の字

体になっているものや，通常用いられる漢字の字体には該当しないものです。

また 「輸」と「輪」や「永」と「氷」などは，それぞれ字形が似ているものの，骨組みは，

， 。 ，「 」 「 」，「 」 「 」異なっており その違いから別の漢字だと判断されます さらに 士 と 土 末 と 未

のように，上下にある横画の長さが入れ替われば，別の漢字になるものがあります。これら

は，字形の異なりが，字体の違いにまで及んでいる例です。

なお 「漢」や「簿」などの字において，構成要素の位置関係やバランスの異なる次のよう，

。 ，「 」，「 」 ，な書き方を見ることがあります それぞれ 漢 簿 であると読み取ることは可能ですが

骨組みが異なっていると考えられます。各種の試験など，正誤の判断の対象になるような場

合には，このような形で書くことは避ける方が良いでしょう。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

３章 Ｑ15
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明朝体以外の印刷文字の扱いＱ16

「字体についての解説」の「明朝体のデザインについて」の考え方は，明朝体以外の印

刷文字についても同様に当てはまるのでしょうか。

ゴシック体など，おおむね明朝体と同様に考えることが可能な印刷文字もあります。ただＡ

し，手書き文字を基にデザインされた印刷文字等当てはまらないものも少なくありません。

当指針では，印刷文字のうち，明朝体を取り上げて説明をしています。これは，日本の印

刷物等において，明朝体が最も広く用いられてきたからです。印刷文字には，明朝体以外に

も，幾つもの種類の書体があります。

その中には，手書きの楷書をはじめ，隷書体や行書体など，歴史的に形成されてきた各書

体の特徴を表しているもの，いわゆる丸文字なども含んだ手書き文字を基に作られたものな

ど 明朝体とは別の書体や手書き文字の字形に近いような印刷文字があります それらは 明， 。 ，「

朝体のデザインについて」と同様に考えることが難しい場合もあるでしょう。

， ， 。一方 ゴシック体など おおむね明朝体と同様に考えることが可能な印刷文字もあります

いろいろな書き方の組合せＱ17

「案」という漢字の場合 「字体についての解説」では，はねる書き方もとめる書き方，

もある「木」と，２画目（ ノ ）と３画目（ 一 ）が接する書き方も交わる書き方もある「 」 「 」

「女」の両方の形を部分として持っています 「木」と「女」それぞれに例示された二つ。

の字形を掛け合わせると 「案」には四つのパターンが生じることになります。そのよう，

に，部分部分の書き方を組み合わせて考えてよいのでしょうか。

そのように考えることができます。部分部分の書き方を組み合わせて考えてください。こＡ

れは，ほかの全ての漢字においても同様です。

「字体についての解説」には，次のような例示があります。

「案」の字形では 「木」と「女」それぞれに示された手書き文字の字形を組み合わせた次，

のような例が考えられます。

また 「案」という漢字は，ほかにも手書きの楷書ではいろいろな書き方がある構成要素を，

持っています。

これらの構成要素を位置関係やそのバランスが変わらない範囲で組み合わせていくと，更

にいろいろな字形が生じることになります。それらはいずれも 「案」という漢字の骨組みを，

備えた字形であり，誤りではないものです。加えて，同じ骨組みを持つ字形は，ここに挙げ

， ， ，たものの組合せだけにとどまらず 点の大小や画の長短 接触の有無などを含めて考えれば

３章 Ｑ16，17
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無限にあるとも言えます。ここで取り上げた「案」に限らず，漢字の正誤を判断するような

場合においては，字形には様々な幅が生じ得るということを踏まえておくとよいでしょう。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

特定の字種に適用されるデザイン差Ｑ18

印刷文字で「 」と「 」はデザイン差とされているのに 「 」の場合には「 」の茨 恣茨 ， 次

形だけを認め 「次」の形を認めないのはどうしてですか。，

実際に使われている明朝体の字体を調査した結果，実情に即して判断されたものです。Ａ

「茨」も「恣」も，常用漢字表が平成２２年に改定された際に追加された漢字です。この

とき追加された漢字の字体には，その字種のうち，最も多く使われている字体を採用すると

いう方針を採りました。実際にどのような字体が多く用いられているかを調査した結果，原

則として，国語審議会が平成１２年に答申した「表外漢字字体表」が示す「印刷標準字体」

が用いられました 「茨」と「恣」も「印刷標準字体」が通用字体として採用されましたが，。

「茨」については 「くさかんむり」の下部が「次」と同じ形になっている明朝体も実際に広，

く使われているという状況が分かりました。一方だけを通用字体とするのでは，現実に行わ

れている漢字使用に影響が及ぶと判断され，印刷文字としては同値とみなすこととする「特

定の字種に適用されるデザイン差」とされています。

一方 「恣」については，上部が「次」の形になっている明朝体がほとんどなく 「 」の， ， 次

。 ，形になった印刷標準字体が広く安定して用いられているという状況が分かりました そこで

安定した字体以外の印刷文字が新たに作られることを避けるよう，デザイン差を認めなかっ

たのです。なお，手書きする際に「恣」を「 」のように書くのは問題ありません。

， ， ， 「 」，「 」，「 」，「 」

も「特定の字種に適用されるデザイン差」の対象となっています。

参照 第２章２－１（４）〔P.29〕⇒

手書きの楷書と印刷文字の違いが字体の違いに及ぶものＱ19

「 」という字の「灬」を除いた部分を 「前」という字と同じように書くと，字体の煎 ，

違いに及ぶというのは，どういうことでしょうか。

常用漢字表に採用された際に，印刷文字における「煎」は「 」と別字体として整理されＡ 煎

ました。辞書等で別字体とされており，特に印刷文字では同じ字体として扱うと「前」とい

う漢字の字体に影響するからです。

平成２２年の常用漢字表の改定で追加された字種については，原則として「表外漢字字体

表 （平成１２年 国語審議会答申）の「印刷標準字体」が通用字体として採用されました。」

表外漢字字体表は印刷文字を対象とするものでしたが 「煎」と「 は「表外漢字だけに適， 煎」

用されるデザイン差」とされており，表外漢字であった時点では，どちらの字形も同じ字体

とみなすという考え方を採っていました。ただし，辞書の多くは，それらの字形の違いを字

体の違いとして扱っています。

平成２２年にこの字種が常用漢字表に追加されることになり，通用字体として「煎」が採

３章 Ｑ18，19
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， 「 」 「 」 ，用されましたが 表外漢字字体表と同様に 煎 と をデザイン差という扱いにすると煎

，「 」 「 」昭和５６年から常用漢字として掲げられていた字種の通用字体に影響が及び 煎 から 灬

を除いた形と「前」とをデザイン差とみなす必要が生じるなど，辞書等の説明と一致しない

ことになりかねませんでした。そこで，昭和５６年からの常用漢字の通用字体に影響が及ば

， ， ，ないよう デザイン差という捉え方を改め 印刷文字において字体の違いに及ぶものとして

改めて整理されました。これは，多くの辞書が両者を別字体として扱っていることを重視し

たからでもあります。平成２２年の常用漢字表では 「筆写の楷書字形と印刷文字字形の違い，

， 」 。（「 」 ， 。）が 字体の違いに及ぶもの として次のように例示されています → は 当指針による

手書きされた文字だけを取り出して見比べると，→を付した部分の形が違うだけです。原

則として，常用漢字表では，点や短い横画の方向に違いがあっても，その字であると読み取

れるのであれば，字体の違いに及ぶものとはしませんが，この場合には，印刷文字における

扱いを重視し，筆写の楷書字形と同様の印刷文字の字形が通用字体と混同されないよう 「字，

体の違い」として扱っているわけです 「煎」と同様に，平成２２年の追加字種については，。

特に印刷文字におけるその字体の扱いが昭和５６年から常用漢字であった字種の字体に影響

を及ぼさないよう手当てがなされています。

， ， 」， 」， 」， 」，煎

適用されるデザイン差 とされなかったのは，書籍を中心とした印刷文字における」（→Ｑ18）

漢字の使用実態の調査の結果，ほとんど「煎」の方だけが用いられていたからでした。これ

は，他の追加字種についても同様です。

参照 第２章５〔P.59〕，２－１（４）〔P.29〕⇒

表外漢字の書き方Ｑ20

「絆」という字を手書きするとき，右の部分（つくり）は「半」の形にしてもよいので

しょうか 「絆」のように，常用漢字ではないものについて，書き方に迷ったらどうすれ。

ばよいのでしょうか。

（ ） ， ，Ａ 常用漢字表にない字 表外漢字 についても 常用漢字の字形と共通する部分については

常用漢字と同じように書ける場合があります。

当指針では，表外漢字 の詳しい扱いについては言及していませんが，常用漢字（→Ｑ４）

の書き方が参考にできる場合があります。

「絆」の印刷文字においては，右の部分の点二つが「ハ」のように下部を広げる形が標準

的な字体とされています。しかし，手書きするときには，右の部分を「半」と同じように書

いて問題ありません。

（ ）絆
これは，歴史的な手書きの習慣とも一致する考え方です。常用漢字表にない漢字について

は 「絆」のように，その構成要素が常用漢字の一部をなす構成要素と共通しているものであ，

ることが分かる場合には，常用漢字と同じ字体・字形で書くことができます。

なお，印刷文字の字形のままで書いても誤りではありません。

参照 第２章５〔P.59〕⇒

３章 Ｑ20
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（4）漢字の正誤の判断について

正誤をどう判断するかＱ21 漢字の

常用漢字表の考え方では，漢字が正しいか誤っているかを，どのように判断するのです

か。

骨組みが過不足なく読み取れ，その文字であると判別できれば，誤りとはしません。Ａ

， ， ，常用漢字表では 文字の形に関しては 文字がその文字特有の字体を表しているかどうか

その文字に特有の骨組みが読み取れるかどうかを漢字の正誤の判断基準としています。つま

り，別の文字と見分けられなかったり，紛れてしまったりすることがなく，その文字である

， ， ， 。と判別でき その文字としての働きをするのであれば 誤りとはしない という考え方です

ですから，漢字の細部のとめ，はね，はらいなどが，字体の違いに影響し，文字の判別に

関わってこないのであれば，その有無によって正誤を分けることはしません。例えば，次の

ような漢字は，左右のどちらの字形で書かれていても誤りではありません。

ただし，次に示すようなものは，字形の違いによって別の文字になってしまうもので，点

画の長さやとめはねの違いなどによって，字体が異なり，字種も変わるため，正誤の問題が

生じる例です。

う

そのほか，点画の過不足があるような場合には，別の字体であると判断され，正誤に関わ

ることになります。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

緩やかな基準でよいのかＱ22

常用漢字表では，漢字を書く際のとめ，はね，はらいなどについて，緩やかな考え方が

示されていますが，その結果，どのような書き方をしてもいいということになってしまわ

ないでしょうか。

どのような書き方をしてもいいということではありませんが，漢字の骨組みに影響しないＡ

ような細かな違いやずれなどは，その文字の正誤に関わらないと考えています。

どのような書き方をしてもいいということではありません。常用漢字表及び当指針が示す

緩やかな考え方は，主に漢字の正誤に関する判断の基準です。正誤の判断に当たっては，と

め，はね，はらい，接触などの有無がその漢字の骨組みに関わらないような場合には，誤り

としないということを求めているものです。

漢字の字体・字形に関する評価には，正誤以外にも「整っているか 「美しいか 「丁寧」， 」，

に書かれているか」といった観点があります。当指針は，そういった観点に基づいて指導す

ることを改めるよう求めるものではありません。また，漢字を習得する段階では，発達の段

３章 Ｑ21，22
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階に応じた配慮等から，ある字形を推奨し，細かな部分にまで注意しながら書くことが有効

な場合があるでしょう。

ただし，手書きすることは，身体の動きが伴う行為ですから，丁寧に書くよう努めても，

筆の勢いの表れや震えなどが生じるのは自然なことであり，いつも同じ形を再現するのは困

難です。推奨されている字形がある場合にも，それとの一致を追求する結果，見本のとおり

に書かなくては誤りであると考えたり，漢字の骨組みに関わらないような，とめ，はね，は

らいといった部分の細かな違いや，僅かなずれなどまでに着目し，それらを基準に誤った字

であると評価したりするようなことはやめましょう，というのが当指針の考え方です。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

Ｑ23 正しい字形をきっちりと教えるべきではないか

漢字は，正しい字形を，きっちりと教える必要があると思います。そのような考えは間

違っているでしょうか。

漢字には，一つだけの正しい形があるわけではありません。そのことを踏まえた上で，よＡ

り整った，読みやすい字を書こうとする気持ちは尊重されるべきです。

漢字の「正しい字形」は，一つだけではありません。まずは，そのことを理解していただ

く必要があります。伝統的に漢字の字形には多様性がありました。昭和２４年の当用漢字字

体表で，当用漢字表の1,850字それぞれについて，その字体までは定めましたが，ある一定の

字形だけを正しいと決めたわけではありません。特に，手書きの文字に関しては，おのずか

ら多様な字形が生じるはずです。

現代において，漢字を用いて文書のやり取りなどをする上では，常用漢字表に示された範

囲の字体を用いておけば，正しい字として認められるというのがこの指針の考え方です。し

かし，その範囲の中に収まってさえいれば，それでよい，どれも同じように評価できる，と

考えるものではありません。より読みやすい字を書きたい，より好ましい字にしたいという

思いは，大切にされるべきですし，それは，正誤の問題とは別に教えられることであると考

えます。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

許容」を決めているかＱ24 常用漢字表は「標準」と「

書写関係の本では，学習指導要領の字形を「標準」とした上で「許容」の書き方を示し

。 「 」 「 」 。ていることがあります 常用漢字表には 標準 と 許容 という考え方はないのですか

学校教育において示される「標準」は今後とも尊重されるべきですが，常用漢字表は，手Ａ

書きの文字について，伝統的な漢字の文化を踏まえ 「標準」と「許容」を決めていません。，

， 。漢字を教える際には はっきりとしたよりどころとなる字形が求められることがあります

「改定常用漢字表 （文化審議会答申）では，常用漢字表の扱いについては，従来の漢字の教」

育の経緯を踏まえ，かつ，児童生徒の発達段階等に十分配慮した，別途の教育上の適切な措

置によることとされており，当指針についても，それは同様です。学校教育においては，児

， ， ，童の学習が円滑に行われるようにするため 従来 漢字の標準的な字体のよりどころを示し

３章 Ｑ23，24
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（→Ｑ25，26，37）これに基づく指導が行われています。

ただし，ある一定の字形だけが「正しい字形」であるという認識が生じていることには，

伝統的な漢字の文化を尊重するという観点から，危機感を覚えています。手書きされる文字

には，印刷文字にはない，微妙な違いが生じるのが当然です。

，「 」 「 」 。常用漢字表は手書きの文字について 標準 と 許容 という考え方を採用していません

それは，歴史的に様々な字形が用いられてきたことに配慮しているからです 「標準」と「許。

容」という言い方で漢字の字形を扱う際にも，本来は手書きの字形に絶対的なものはなく，

飽くまでも，配慮の下でそのような扱いがなされているのだということを理解していただき

たいと考えています。例えば 「木」を「 」のように書くと，根が土から出てしまって枯，

れてしまうから誤りであるなどと言われることがあります。これは，一定の字形を覚えるた

めには便利な比喩かもしれませんが，本来の字義や楷書の字形に揺れが生じた経緯とは無関

係であり，むしろ，伝統的な漢字の文化の否定につながるおそれがあります。

（→Ｑ10）なお，常用漢字表は，印刷文字に関しての「許容字体」を定めています。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

発達段階への配慮が必要な場合Ｑ25

６，７歳くらいの子供に対しても，点画の長さやとめ，はね，接し方などが「字体につ

いての解説」のように緩やかに幅広く認められていることを前提に教える方がいいのでし

ょうか。

相手の発達段階や実態に配慮すると，当指針に沿った指導が難しいことがあるでしょう。Ａ

そのような場合にも，当指針の考え方をよく理解しておいていただきたいと考えます。

， ，学校教育における漢字指導の際については 児童の学習が円滑に行われるようにするため

従来，学習指導要領において 「学年別漢字配当表に示す漢字の字体を標準とすること」とさ，

れており，必ずしも当指針の考え方をそのまま学校教育に反映することを求めるものではあ

りません。今後の漢字の指導に際しても，指導の場面や状況に応じた配慮や工夫が行われる

と考えられます。

ただし，教育関係者に，国語に関する基本的な知識として 「字体についての解説」及び当，

指針が説明する印刷文字と手書き文字の字体・字形に関する考え方を理解しておいていただ

くことは大切です。当指針は，書かれた漢字がその漢字として備えおくべき骨組みを過不足

なく備えていれば，誤りとはしない，という考え方を採っています。これまで，これらの考

え方が十分に周知されていなかったため，手書きされた漢字にも特定の正しい字形がある，

手書きでも印刷文字のとおりに書かなくてはいけないなどといった誤解が広がっています。

そのような誤解を解消していくためには，教育関係者の方々も，常用漢字表の考え方を十

分に理解し，踏まえておくことが望ましいでしょう。今後とも，学年別漢字配当表に示す漢

字の字体を標準として指導する際に，児童生徒が書いた漢字を評価する場合には，指導の場

面や状況を踏まえつつ，柔軟に評価することが求められます。

参照 第１章３（２）〔P.11〕⇒

３章 Ｑ25
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学校のテスト等との関係Ｑ26

児童が漢字の書き取りテストで，教科書の字とは違うものの「字体についての解説」で

は認められている形の字を書いてきました。このような場合は，正答として認めるべきな

のでしょうか。

「児童生徒が書いた漢字の評価については，指導した字形以外の字形であっても，指導の場Ａ

面や状況を踏まえつつ，柔軟に評価すること」とされています。

学校教育においては，指導の場面や状況に応じて，指導したとおりの字形で書いているか

どうかという観点で評価が行われる場合もあると考えられます。

常用漢字表に関連する教育上の措置の一つと言える 小学校学習指導要領解説 国語編 文「 」（

） ， 「 」部科学省 平成２０年６月 では 学習指導要領の 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

の「２（１）ウ（ウ 」にある「漢字の指導においては，学年別漢字配当表に示す漢字の字体）

を標準とすること」という記述について次のように解説しています。

〔注：学習指導要領の記述を指して〕は，漢字の標準的な字体の拠り所を示してい
よ

る。漢字の指導の際には，学習指導要領の「学年別漢字配当表」に示された漢字の字

体を標準として指導することを示している。しかし，この「標準」とは，字体に対す

る一つの手がかりを示すものであり，これ以外を誤りとするものではない。児童の書

く文字を評価する場合には 「常用漢字表」の「前書き」にある活字のデザイン上の差，

異，活字と手書きの楷書との関係なども考慮することが望ましい。

また，平成２２年に常用漢字表が内閣告示として実施されるのと同時に示された，文部科学

大臣政務官通知「常用漢字表の改定に伴う中学校学習指導要領の一部改正等及び小学校，中学

校，高等学校等における漢字の指導について （平成２２年１１月３０日 ２２文科初第１２」

５５号）の「２ 学校教育での筆写（手書き字形）の取扱いについて」には，次のような記述

があります。

なお，改定後の常用漢字表においても 「 付）字体についての解説」の「第１ 明，（

朝体のデザインについて」や「第２ 明朝体と筆写の楷書との関係について」の記載

があることを踏まえ，児童生徒が書いた漢字の評価については，指導した字形以外の

字形であっても，指導の場面や状況を踏まえつつ，柔軟に評価すること。

今後とも，児童生徒が書いた漢字については，こういった点を踏まえた指導と柔軟な評価が

行われることが期待されています。

参照 第１章３（２）〔P.11〕，４（２）〔P.14〕⇒

３章 Ｑ26
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入学・採用試験等における字体・字形の扱いＱ27

入学試験や採用試験などの漢字の書き取り問題では，どのような考え方に基づいた採点

が行われるのが望ましいでしょうか。

事前に採点の基準を公開しているのでなければ，常用漢字表の考え方に基づいた評価が行Ａ

われることが望まれます。

不特定多数の人を対象とする入学試験や

採用試験での漢字の書き取り問題について

は，その採点の基準までが詳細に公開される

ことはまれです。採点に当たって，何をその

正誤の判断の根拠としているのかは，必ずし

も明確にされてはいません。

平成２６年度の「国語に関する世論調査」

では，常用漢字表で手書きの楷書ではどちら

で書いてもよいものとして例示されているも

のを中心に，九つの漢字について二つずつの

字形を示し，どちらを適切と考えているかを

尋ねました。その結果からは，適切だと考え

られている漢字の字形が，人によって違って

いる場合があることがうかがえます。

仮に，入学試験や採用試験において，グラ

フに挙げられた字形の一方だけを正解として

いるようなことがあれば，国が漢字使用の目

安として示してきた考え方とは異なった基準

で採点が行われていることになります。しか

も，それぞれの漢字について，正しい字形に関する意識に食い違いが生じている状況におい

て，どちらか一方だけを正解とするのであれば，相応の根拠を示す必要があるでしょう。

常用漢字表は，学校教育における漢字指導については，別途の教育上の適切な措置に委ね

ることとしています。この，教育上の措置の一つとして，Ｑ26でも引用した文部科学大臣政

務官通知「常用漢字表の改定に伴う中学校学習指導要領の一部改正等及び小学校，中学校，

高等学校等における漢字の指導について （２２文科初第１２５５号）があります。この通知」

を踏まえ，大学入試に関連しては，平成２２年１２月８日に各国公立私立大学長（大学院大

学を除く ・独立行政法人大学入試センター理事長宛て文部科学大臣政務官通知「大学入学者）

選抜における常用漢字表の取扱いについて（通知 （２２文科高第８９５号）が発出されま）」

した。その「記２」には次の記述があります。

入学者選抜において，受験者が書く漢字を評価する場合には，前記通知〔注：２２

文科初第１２５５号〕記２「学校教育での筆写（手書き字形）の取扱いについて」の

なお書き〔注：児童生徒が書いた漢字の評価については，指導した字形以外の字形で

あっても，指導の場面や状況を踏まえつつ，柔軟に評価すること〕を十分に踏まえ，

適切に行うこと。

グラフ：どちらが適切な書き方か

(n=1,942)

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

(６)

(７)

(８)

(９)

46.5

10.8

48.6

37.8

39.6

65.0

30.7

28.2

13.4

22.9

55.0

33.0

31.1

44.2

20.2

34.5

60.4

58.9

27.3

32.7

16.7

29.0

14.5

13.9

32.9

10.3

26.2

2.3

0.6

0.5

0.7

0.4

0.2

0.6

0.1

0.6

1.0

0.9

1.1

1.3

1.3

0.8

1.3

1.0

0.9

(%)

分からない

右だけが適切な

書き方である

左だけが適切な

書き方である

どちらも適切な

書き方である

どちらも適切

な書き方とは

言えない

３章 Ｑ27
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不特定多数の人が受験する入学試験や採用試験については，何らかの理由により，正誤に

関して特別な判断基準を必要とし，かつ，あらかじめ採点の基準を詳細に公開できるような

場合を除いて，常用漢字表の「字体についての解説」及び当指針の考え方に沿った評価が行

われることが望ましいと考えられます。

参照 第１章３（１）〔P.10〕（２）〔P.11〕，４（２）〔P.14〕⇒

手書きの習慣を印刷文字に及ぼせるかＱ28

「字体についての解説」には 「僅 「葛」などを手書きする際には 「 「 」のよ， 」， ， 」，

， 。 ，うに 印刷文字と違う字体で書くことがあるという説明があります 印刷文字についても

「 「 」のような字を使っていいのでしょうか。」，

印刷文字においては，常用漢字表に示された通用字体を用いることが望ましいでしょう。Ａ

常用漢字表に示された各字種の字体は「印刷文字における現代の通用字体」です。手書き

の習慣においては，通用字体と違う字体を用いることがある漢字もありますが，その字体を

印刷文字として用いることは，常用漢字表の意図するところではありません。

常用漢字表の「表の見方及び使い方」には「４ 字体は文字の骨組みであるが，便宜上，

明朝体のうちの一種を例に用いて「印刷文字における現代の通用字体」を示した 」とありま。

す。常用漢字表に掲出された各字種の字体は，一義的には印刷文字における通用字体として

用いられているものです。平成２２年に追加された漢字の一部を除けば，印刷文字の字体と

手書き文字の字体は一致していますが 「僅」や「葛」のように，手書きでは別の字体で書く，

ことのある漢字については 「 「 」のような字体は，原則として手書きの際にのみ用い， 」，

， 。 ，るものであって それに基づいた印刷文字を作ることを勧めるものではありません ただし

手書きの楷書を基に作られる教科書体や正楷書体などの印刷文字では，手書きの習慣のとお

り「 「 」の形を採用しているものもあります。」，

また，情報機器によっては，明朝体においても手書きの習慣に準じた「 「 」のよう僅 葛」，

な形しか表示されないことがあります。このような場合にはその文字を用いることもできま

。 ，「 」 「 ，す 上記 表の見方及び使い方 に 付 情報機器に搭載されている印刷文字字体の関係で

本表の通用字体とは異なる字体（通用字体の「頰・賭・剝」に対する「頬・ ・剥」など）賭

を使用することは差し支えない 」とあるとおりです。。

参照 第２章５〔P.59〕⇒

行書のような書き方Ｑ29

例えば，急いでメモを取るときには 「口」を「 」のように書いてしまうこともあり，

ます。そのような手書き文字についてはどのように考えればいいのでしょうか。

楷書の中には，行書に近い書き方をするものがあります 「口」という文字の骨組みが認Ａ 。

められるのであれば，誤りとするのは行き過ぎでしょう。

当指針では，手書きの楷書字形を対象としています。楷書では文字の１画１画をはっきり

書く習慣がありますから 「口」を楷書で書く際には，１画ずつをはっきり書く方が望ましい，

でしょう。

３章 Ｑ28，29
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しかし，実際の文字の運用においては，急いで書こうとするような場合など，点画が続い

てしまうのは自然なことでもあります。点画が続くように書かれる文字の中には，社会生活

の中で用いられることのある「行書」や「草書」などの書体によるものもあります。読む人

に配慮した丁寧な書き方が望ましいことは言うまでもありませんが，次に挙げるような行書

に近い書き方のものもあります。

上記のような行書に近い書き方の楷書においても 「口」という文字の骨組みを読み取るこ，

とができ，読み誤るおそれはありません。正誤の判断が必要になる場合にも，このような字

を誤りであると考えるのは行き過ぎでしょう。

なお，メモに書かれる「口」が「○」のように見えるような場合があります。書く人自身

のためのメモとして本人だけが読み取れればいい場合や，友達同士の手紙のやり取りに用い

るような場合であればかまわないとも言えますが，公的な場面で，他者との情報交換に用い

るのは望ましくありません。また 「○」からは「口」の骨組みは読み取りにくいため，正誤，

の判断という点でも問題があると考えられます。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

いわゆる書写体（筆写体）の扱いＱ30

書道関係の本を見ると，常用漢字表の通用字体とは形の違う楷書の文字がいわゆる「書

写体 （ 筆写体」とも ）などとして示されていることがあります。そのような字を使う」「 。

ことについて，どのように考えればいいでしょうか。

歴史的に培われてきた個々の漢字における字体や字形のバリエーションは尊重されるべきＡ

ですが，一般の社会生活では，通用字体を用いることが望まれます。

このいわゆる書写体（筆写体）とは，書体 の一つではなく，手書きの習慣にお（→Ｑ９）

ける異体字 に当たるものです。書写体（筆写体）と呼ばれる手書きの楷書の字体（→Ｑ11）

には，常用漢字表の通用字体とは一致しないものがあります。社会生活の中で共有される字

体が安定するまでには，それぞれの字にいろいろな書き方があり，現代においても，特に芸

術やデザインの分野などにおける手書きの習慣として残っている字体がそれです。例えば，

次に示す右側の字のようなものが挙げられます。

上記のいわゆる書写体（筆写体）については，当指針の対象とされていませんが，このよ

うな字体を個人が用いることを制限するものではありません。ただし，情報の伝達という観

点からすると，常用漢字表が示す通用字体を用いるのが効果的で，間違いがありません。こ

のように歴史的に培われてきた個々の漢字における字体や字形のバリエーションは尊重され

るべきですが，一般の社会生活における漢字使用の目安とは別の観点によるものです。正誤

の判断の対象になるような場合にも，書写体（筆写体）で書くことは避ける方が良いでしょ

う。

３章 Ｑ30
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現在もよく使われる書写体（筆写体）の扱いＱ31

「四」を「 「西」を「 」のように書いた字をよく見掛けます。このような字の」，

正誤は，どのように判断すればよいでしょうか。

このような書き方も，いわゆる書写体（筆写体）に分類されます。日常的に使うのは問題Ａ

ありませんが，正誤の判断の対象になるような場合には避けておくべき書き方でしょう。

書写体（筆写体 の中には，現代の日常生活においても，よく見掛けることのあ）（→Ｑ30）

る書き方があり 「 「 」は，その代表的な例です。これらは，読み間違えられるよう， 」，

なことが考えにくいこともあり，実際に，広く用いられています。ふだん，このような書き

方を用いたからといって，問題にする必要はないでしょう。

ただし，字の骨組み，という観点からすると，同じ字体であるとは言い難いところがあり

ます。例えば，手書きに用いられる「 」は 「署」や「罰」の「罒」に 「 」は「票」， ，

や「要」などの「覀」に似た形になりますが 「署」や「票」の上の部分を「四」や「西」の，

ように書くことはありません 「四」と「 「西」と「 」は，字体としては，別のもの。 」，

であると考えるのが適当です。

したがって，正誤の判断の対象になるような場合には 「 「 」という形で書くこと， 」，

。 ， ， 「 」，は避ける方が良いでしょう また 公的機関等の窓口業務においても これらの書き方は 四

（→Ｑ34）「西」とは区別されています。

名前などに使われる異体字の扱いＱ32

「 」 「 」 。 ，「 」 「 」，「 」高橋 さんには 髙 という字を使う人がいます また 崎 の代わりに 﨑 達

の代わりに「逹 「辺」の代わりに「邊」又は「邉」などと書く人もいます。このような」，

字についてはどのように考えればいいのでしょうか。

人の名前などに用いられる異体字は，原則として固有名詞に限って用いられるものです。Ａ

それ以外のところで用いると，誤った字であるとみなされることもあります。

人名や地名などに用いられる漢字の字体には，常用漢字表の通用字体とは一致しないもの

があります。人の姓名に用いられる漢字の字体は，個々人の思い入れや愛着が向けられるも

のであり，尊重されるべきでしょう。

ただし，一般の語を書き表す際に用いる漢字については，情報の伝達という観点からする

と，常用漢字表が示す通用字体を用いるのが効果的です。また，正誤の判断の対象となるよ

， ， 。うな場合には 字体の異なる漢字 を用いるのは 避けた方が良いでしょう（ ）異体字 →Ｑ11

，「 」 「 」 ，「 」 「 」，「 」常用漢字表の考え方では 吉 と は同字体として扱われますが 高 と 髙 崎

と「﨑 「達」と「逹 「辺」と「邊」又は「邉」などは異体字とみなされます。」， 」，

なお，差し支えのない場合には，人名や地名といった固有名詞についても，常用漢字表の

通用字体を用いて書くことができます。固有の字体を用いることが難しいようなときだけで

なく，広く不特定多数の人に情報を伝えるべきときなど，必要に応じて，常用漢字表の通用

字体を使う場合があるということも，社会全体で共通に理解されることが望まれます。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

３章 Ｑ31，32
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印刷文字のとおりに手書きしないといけないのかＱ33

ある窓口で書類に自分の氏名を記入したところ，印刷された明朝体の文字を示されて，

その形のとおりに書き直すように言われました。印刷文字のとおりに書かなくてはいけな

いのでしょうか。

同じ漢字であっても，手書きの文字と印刷文字との間には，形の違いが現れることがありＡ

ます。本来は，手書きの文字を印刷文字の字形のとおりに書く必要はありません。

明朝体に代表される印刷文字は，手書き文字と別々に発展してきました。明朝体は，読ま

れることを目的として発展してきた書体であり，手書き文字の字形とは異なった印刷文字特

有のデザインが施されている場合があります 微細な違いには気付かないことも多。（→Ｑ１）

く，ふだんは余り問題にならないのですが，見た目に比較的大きな違いがある「令 「心」」，

等の漢字については，どちらかが正しいといった意識につながりやすく，窓口などで問題に

されることもあるようです。

印刷が始まった頃は，木の板（版木）に文字を彫って版を作っていました。これを「木版

印刷」と言います。当初は手書きの楷書に倣った字を版木に彫っていましたが，筆で書かれ

た端正な楷書体を版木に再現するのには手間と時間が掛かりました。印刷物が量産されるよ

うになると，手間と時間を省くために，曲線などをなるべく少なくした直線的で彫りやすい

文字で版が作られるようになります。また，彫りの分業が可能になるように，微妙な角度を

付けた点画をなるべく少なくし，縦画と横画とを直角に交差させるとともに，正方形に収ま

る形にするような単純化が図られました。さらに，縦画は太く横画は細くし，横画の終筆部

分には三角形のウロコとよばれる形を付けるなど，次第に手書きの楷書の形から離れ，読ま

れることに特化したデザインとして，現在の明朝体に近づいていったのです。

したがって，同じ文字であっても，手書きの楷書と明朝体とでは，その表し方にそれぞれ

の習慣があり，字形に違いが生じる場合があります。手書きの字形と印刷文字の字形の間の

違いは，表し方の習慣の違いであり，どちらかにそろえる必要はありません。

参照 第１章２〔P.7〕，第２章１〔P.24〕⇒

窓口で問題になることの多い漢字Ｑ34

手書き文字と印刷文字の違いに関して，窓口などでよく問題になる漢字があったら教え

てください。

，「 」，「 」，「 」，「 」，「 」，「 」，「 」，「 」，「 」Ａ 窓口担当者を対象とした調査で 衣 家 子 心 八 保 北 令 鈴

などのほか，次ページの表に挙げた常用漢字が特に問題になりやすいことが分かりました。

窓口に提出される書類は楷書で手書きされることが多く，印刷文字になったものとは，字

形が異なる場合があります。窓口を訪れる人が印刷文字になった自分の名前を見て 「この字，

は私の字とは違う 」と訴えたり，一方，窓口で勤務する人が提出された手書きの字を見て，。

戸籍や住民基本台帳にあらかじめ記載された印刷文字や手書き文字の字形のとおりに書き直

すよう指示したりすることもあるようです。

全国６８か所の市役所，区役所等で窓口業務を担当している方を対象に行った調査では，

， 「 」，「 」，「 」，「 」，「 」，「 」，「 」，常用漢字のうち アンケートにあらかじめ示した 衣 家 子 心 八 保 北

３章 Ｑ33，34
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「 」，「 」 ， 。令 鈴 などのほか 下の表に示す漢字の書き方がよく問題になることが分かりました

ここに挙げた手書き文字の字形の例は，どれも誤りと言えるものではなく，原則として，

いずれも左に示した明朝体と同じものとみなされます。

問題になることのある点明朝体の例 手書き文字の字形の例

１画目の点の方向に関する点，など。言
勹の中の１画目は，横画か，斜めの点か，など。均
上部の点を縦に打つか，斜めに打つか，など。麗
２画目が垂直に下りるか，左下方向に斜めに下りるか，など。真
２画目が垂直に下りるか，左下方向に斜めに下りるか，など。直
６画目と７画目の長短に関する点，など。美
６画目と７画目の長短に関する点，など。幸
下部が「天」か「夭」か，など。奏
左部分の横画の方向に関する点，など。邦
５画目の終筆をはねるか，はねないか，など。なお 「 」のよ

西
，

うな書き方が手書きの習慣として見られることがあるが，窓口業務

， 「 」 ，「 」等においては 俗字として 西 と使い分ける場合があるほか 要

などの「覀」と混同されないよう注意が必要である。

「匕」の横画が「乚」と接触するだけか，突き抜けるか，など。花 辞書等によっては，突き抜ける字を旧字体とするものもある。

３画目の始筆が２画目の上部に付くか，途中に付くか，など。久久
「公」の筆押さえの表現に関する点，など。松
「芽」の下の部分のように５画で書いてよいか，など。牙

このほか，アンケートでは表外漢字やいわゆる康熙字典体も挙げられました。当指針では

取り上げていませんが，常用漢字表の通用字体と同じ構成要素を持つ漢字については，参考

にできる場合があります。

例外として，問題になることがあるものとして最も多く指摘された 「龍 （ 竜」のいわゆ， 」「

） 。 ， （ （ ） ，る康熙字典体 について説明します 特に 下に示すような１画目の字形差 縦画 左 か

横画（右）か ）に関するものです。。

龍
常用漢字表の通用字体以外で子の名に使用することができる漢字の集合を示した「人名用

漢字別表 （戸籍法施行規則別表第２ 漢字の表）に掲げられた「龍」の明朝体の１画目は，」

， 。上の右の例のような短い横画になっており このことが窓口で問題にされることがあります

辞書によっては，両者を別の字体とするものもありますが，常用漢字表では「竜」のいわゆ

る康熙字典体として，昭和５６年には横画型，平成２２年には縦画型の明朝体が掲げられて

います。つまり，この違いは活字のデザイン差であり，両者は同じ字体であるというのが常

用漢字表の考え方です。手で書く際には，どちらの書き方をしてもかまいません。

３章 Ｑ34
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参照 第１章３（３）〔P.13〕，４（２）〔P.14〕⇒

漢字の正誤の判断基準と「整い方」，「丁寧さ」，「美しさ」，「巧みさ」などの観（５）
点について

整っていない字を，正しいと言えるのかＱ35

漢字のテストなどで，整っているとは言い難い読みにくい字で書かれていても，誤りで

はないと言えるのでしょうか。

文字の整い方は，原則として，正誤の判断とは別の評価です。評価対象の字形が読みにくＡ

いとしても，その漢字の骨組みが認められるのであれば，誤りとは言えないでしょう。

漢字の正誤は，その漢字の骨組みが読み取れるか読み取れないかという，客観的な観点に

基づいて判断されるものです。

手書きされた文字が整っているかどうかという評価は，評価する人の個人的な感覚や情緒

。 ，「 」，「 」，「 」，によって変わることがあります また 整っている やや整っている やや乱れている

「乱れている」といった段階的な評価や 「こちらの方が整っている。でも，あちらの方がも，

っと整っている 」といった相対的な評価になる場合もあります。同様の観点によるものとし。

て，丁寧であるか，美しいか，巧みであるかなどの評価も挙げられるでしょう。これはいず

れも，字体が読み取れるか否かのどちらかに振り分ける正誤の判断とは，別の次元の評価で

あると考えられます。

書かれた漢字の正誤を判断する際には，字形の整い方が十分でなく，丁寧に書かれていな

い場合にも，あるいは，美しさに欠け稚拙に書かれている場合にも，その文字がその文字の

字体の枠組み内にあり，備えておくべき骨組みを過不足なく持っていると読み取れるのであ

れば，誤っているという評価はできないでしょう。

ただし，書かれた文字の字形が整っていない場合，その度合いによっては，ある線を境に

漢字の骨組みが読み取れなくなることがあるかもしれません。そのような場合には，誤った

漢字として判断されるおそれがありますから，注意が必要です。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

どのような字形で書いてもいいのかＱ36

雑に書かれている字や十分に整っていない字であっても，字体が読み取れさえすれば誤

りではないということは，どのような字形で書いてもいいということでしょうか。

そうではありません。読む人を気遣って，整った読みやすい字形で書くように配慮するこＡ

とは大切です。ただ，正誤の判断とは別の問題である，ということです。

文字によるコミュニケーションでは，その字であることが正しく伝わるように書いてある

ことが必要です。窓口で記入する書類などに 「楷書で丁寧に書いてください 」といった注， 。

， ，意書きが見られることがあるように 漢字による情報伝達をより円滑なものとするためには

読む側への配慮に基づき，意図したとおりに正しく読み取ってもらえるよう書く必要があり

ます。そのような場合には，整った読みやすい字形で，丁寧に書くよう努めるべきです。

３章 Ｑ35，36
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また 「文化としての手書き」という観点から言っても，美しさや巧みさに配慮して文字を，

書くことが欠かせない場合があるでしょう。漢字に関わる検定などにおいても，それぞれの

目的によっては，正誤とは別の評価や価値付けが重視されることがあるかもしれません。

したがって，字体が読み取れる字であれば，どのような書き方をしてもよいということを

言おうとしているのではありません。整い方，丁寧さ，美しさ，巧みさなどに配慮して文字

を書くことが大切な場合があることを踏まえた上で，しかし，これらの評価や観点は，正誤

の判断とは別のものなので，混同せず区別して考えましょうというのが，当指針の考え方で

す。

の字形を標準とする場合の正誤の判断Ｑ37 一定

， ， ，ある字形を推奨し それを正誤の判断基準にすることは テストの採点などをはじめ

一般的に行われていることと思います。正誤を判断する場合に，一定の字形を標準にす

ることも避けるべきでしょうか。

， ，Ａ 漢字の正誤の判断においては 推奨される一定の字形だけを正しいものとするのではなく

その漢字の骨組みがあるかないかに着目した柔軟な評価が望まれます。

， 。 ，漢字については 一定の字形が標準として推奨される場合があります その理由としては

発達段階に応じた教育的効果や情報交換の効率化が期待される点，倣って書くことで整った

（→Ｑ24）読みやすい字を表しやすい点などが挙げられるでしょう。

しかし，評価対象の字形が推奨される字形と違っているだけで，誤った文字であるとは判

断できません。例えば，以下に挙げるものは，常用漢字表の考え方において，いずれも誤り

であるとは言い難い手書き文字の字形の例です。

骨組みに過不足がなく，誤りとは言えない手書きの字形の例
常用漢字表の
掲出字形

木

女

言

改

一定の字形が推奨される場合であっても，それに倣うことを重視する余りに，本来は直接

関係のない正誤の判断にまで影響することがないよう注意しましょう。

参照 第１章２〔P.7〕⇒

３章 Ｑ37
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２ 具体的な事項に関する問い

（1）問題になることの多い漢字

はねるか，とめるか（ 木 ・ きへん」など）Ｑ38 「 」「

「 」 ， 。木 という漢字の真ん中の縦画の最後を はねるように書いたら誤りなのでしょうか

「きへん」の場合についても教えてください。

「木」や「きへん」は，はねて書かれていても誤りではありません。はねても，はねなくＡ

てもいい漢字は，ほかにも多数あります。

「 」 ， 。字体についての解説 にも 両方の書き方があることが下記のように例示されています

これは 「きへん」の場合も同様に考えられます。，

漢字の習得の段階では 「木」や「きへん」の付いた漢字について，はねのない字形が規範，

として示されることが多く，はねたら誤りであると考えている人も少なくないようですが，

手書きの楷書では，はねる形で書く方が自然であるという考え方もあります。また，戦後の

教科書には，両方の形が現れています。これらは「のぎへん」や「うしへん」についても同

様です。平成２６年度の「国語に関する世論調査」では，回答者の年代によって適切だと考

える字形が異なる傾向があることが分かりましたが，その要因は，習った漢字の字形に違い

があることによるものとも考えられます。

学習者の発達の段階に応じた教育上の配慮等から，一方の書き方を指導する場合にも，本

来は，どちらも適切な書き方であるということ，また，はねの有無は，それが漢字の字体に

影響しない場合には，正誤の判断基準にならないということをしっかりと踏まえておくこと

が望ましいでしょう。

同様に考えられる漢字には次のような例があります。

参照 第２章４（５）ア〔P.54〕⇒

「いとへん」の下部の書き方Ｑ39

「絵」などの「いとへん」の下の部分を「小」のような形ではなく，点を三つ並べるよ

うに書いているものをよく見掛けます。そのような書き方をしてもいいのでしょうか。

点を三つ並べるような書き方は，行書に近い手書きの習慣として定着してきたもので，日Ａ

常生活において用いても，誤りではありません。

「字体についての解説」にも「いとへん」の書き方が下記のように例示されています。

３章 Ｑ38，39
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「いとへん」の下の部分について点を三つ並べるような書き方は，行書に近い楷書の習慣

として定着してきたもので，日常生活においては，よく用いられる，誤りではない書き方で

あると言えます。

，「 」 ， ，ただし 糸 の形で書く場合とは書き順が変わることなどを考慮し 混乱を避けるために

学習者の発達の段階に応じた指導がなされる場合があります。そのような際にも，本来は，

点を三つ並べるような書き方が誤ったものではないということを，よく踏まえておくことが

望まれます。

なお，上記のような書き方が定着しているのは 「いとへん」の場合であり 「糸」を単独， ，

で書いたり 「糸」を「素」や「緊」のような位置に書いたりする際に，点を三つ並べるよう，

な書き方をする習慣はほとんどありませんから，避けた方が良いでしょう。

参照 第２章４（２）ウ〔P.43〕⇒

接触の有無（ 右」など）Ｑ40 「

「右」の「口」は「ノ」の部分に接触するように書くべきでしょうか。それとも接触し

ないように書くべきでしょうか。

どちらで書いてもよいものです 「右」という字に限らず，こうした接触の有無は，漢字のＡ 。

正誤の判断基準にはなりません。

複数の小学校の教科書に用いられている「右」という漢字を見比べてみると 「口」が左上，

の部分に接触しているものと，していないものとの両方が見られます。どちらの書き方をし

ても全く問題ありません。正誤の判断をする場合に，こういった微細な接触の有無を基準に

することは，行き過ぎであると考えられます。

同様に考えられる漢字に 「下」の３画目の点などをはじめ，次に挙げるようなものがあり，

ます。ここに挙げた例はほんの一部であり，他のどのような漢字についても，その漢字であ

ると判別できない場合を除いて，接触の有無は正誤を判断する際の基準になりません。

参照 第２章２－２（２）〔P.30〕，４（３）〔P.45〕⇒

３章 Ｑ40
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「木」と「ホ （ 保」など）Ｑ41 」「

私の名前には「 」という漢字が使われています。先日，住民票をとったところ 「に保 ，

んべん」に「口」＋「ホ」の形の「 」ではなく 「口」＋「木」の「保」という形で印保 ，

。 ， ， 。刷されてきました 窓口の人は これは同じ漢字であるというのですが 本当でしょうか

同じ漢字です。印刷文字では 「口」＋「木」の形で表されるのが一般的ですが，手書きすＡ ，

る場合には「口」＋「ホ」で書くこともあります。

「 」 ， 。字体についての解説 にも 両方の書き方があることが下記のように例示されています

これは，手書き文字と印刷文字それぞれの習慣に基づく字形の相違であり，手書きの際に

は「ホ」の形で書くことがありますが，明朝体では「木」で表されるのが一般的です。

片仮名の「ホ」がこの漢字の一部をとって生まれたことからも分かるように，手書きの楷

書では「口」＋「ホ」の「 」の形で書くことも多かったのですが，現在の印刷文字におい保

ては「口」＋「木」の形の「保 ，また，小学校で学習する字形も「 」になっています。し」 保

， ， 。「 」 「 」 ，「 」かし 手で書く際には どちらで書いても問題ありません 葉 を と書いたり 果

を「 」と書くのも同様です 「楽 「親 「探 「巣」などについても，同様に考えること。 」， 」， 」，

ができます。

参照 第２章４（３）ウ〔P.48〕⇒

「令」や「鈴」を手書きの楷書でどう書くかＱ42

ある金融機関の窓口で書類に記入する際に「令」を小学校で習った形（ ）で書い「 」

たら，明朝体と同じ形に書き直すように言われました。そうする必要があったのでしょう

か。また 「鈴 「冷 「齢」といったほかの常用漢字や「伶 「怜 「玲」などの表外， 」， 」， 」， 」，

漢字の場合も同じように考えていいのでしょうか。

本来であれば，書き直す必要のないものです。印刷文字に見慣れてしまったため，手書きＡ

では「 」と書く習慣があることが理解されにくくなっているのでしょう。

「字体についての解説」にもこの書き方が例示されています。これは，手書き文字の字形

と印刷文字の字形のそれぞれの習慣に基づく字形の相違であり，別の字ではありません。

手書きの楷書によく見られる「 」と明朝体の「令」との間には字形の差があるものの，

同じ字体であるとみなされてきました。なお 「 」のように手書きしてもかまいません。，

また，質問のとおり，小学校ではこの漢字を「 」の字形で学習しています。その字形が令

社会で通用しない場合があるというのは，情報機器の普及等によって印刷された文字を見る

機会の方が多くなっているからであろうと考えられます。本来，印刷文字の形のとおりに手

書きする必要はなく，このことは，社会全体で共有される必要があります。

「令」に限らず，この形が漢字の一部になっているほかの常用漢字「鈴 「冷 「齢」な」， 」，

どでも同様ですし 「伶 「怜 「玲」などの表外漢字 についても同じように考え， 」， 」， （→Ｑ４）

３章 Ｑ41，42
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ることができるでしょう。

参照 第２章４（６）エ〔P.58〕⇒

「女」の「一」と「ノ」の接し方Ｑ43

「女」という漢字の２画目は，３画目の横画よりも上に出ない形で書くようにと学校で

， 。 。習ったのですが その書き方を間違いだという人もいます どちらが正しいのでしょうか

どちらで書いても誤りではありません。昭和５０年代半ば以降，小学校では出る形で教えＡ

られていますが，この場合，出るか出ないかは，正誤に関わる問題ではありません。

「 」 ， 。字体についての解説 にも 両方の書き方があることが下記のように例示されています

これは 「おんなへん」の場合も同様に考えられます。，

現在の小学校の教科書には，全て，２画目を３画目の横画よりも少し上に出す形の字形が

示されています。しかし，小学校国語の教科書に用いられた教科書体を戦後すぐまで遡って

調べていくと，昭和５０年代の半ば頃までは，次に示すようにどちらの形も見受けられます

から，世代ごとに見慣れている字形の方を正しいと考える傾向があるのかもしれません。

また，明朝体をはじめとする印刷文字では，出ない形が一般的です。一般の社会では印刷

文字に触れる機会の方が多いため，印刷文字のように出ない形の方が正しいと考えている人

もいるようです。これは，出ていても出ていなくても，あるいは，２画目と３画目が僅かに

， 。 ， ，接していないとしても 誤りであるとは言えないものです これらの違いは それによって

ほかの漢字に見えたり，字として読み取れなかったりということがありませんから，漢字の

正誤の判断基準になりません。同様に，点画が交差していてもいなくても，誤りであるとみ

なされないものとしては，次のような例が挙げられます。

， ， 。 ，「 」，「 」 「 」ただし 交差の有無に関しては 注意が必要な場合もあります 例えば 貫 慣 の 毌

の部分は「母 「毎」などと形が似ているために同じように書かれることがありますが，本」，

来は交差するものではありません 「貫」や「慣」では，狭いところに書かれますから，交差。

， 。していたとしても誤りであると断じる必要はないものの 書き分けるのが望ましいでしょう

加えて 「工」と「土 「矢」と「失」のように，縦画と横画が接するだけか，交差するか， 」，

という字形の違いが字体の違いにまで及び，別の漢字とみなされるような場合もあります。

このようなものについては，しっかり書き分けないと誤りとみなされることになります。

参照 第２章４（６）ア〔P.56〕⇒

３章 Ｑ43
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「士」と「土」を構成要素として持つ漢字Ｑ44

「 」 「 」 ， 「 」吉 という字の上の部分を 土 と書いてあるのを見ることがありますが これは 吉

。 ，「 」 「 」 「 」 ，「 」 「 」とは別の字でしょうか また 喜 という字の 士 を 土 と書いたり 寺 の 土

を「士」と書いたりする文字を見ることがあります。そういう字は，誤りと考えていいの

でしょうか。

手書きの楷書では，いろいろな書き方があるものの一つであると考えられます。ただし，Ａ

「吉」と「 」について，窓口業務等では使い分ける場合があります。

「吉」という字の上の部分を「土」と書いてあるものは，長く「吉」と同じ字として用い

られてきました。従来，明朝体においては 「士」＋「口」の形が一般的でしたが，手書きの，

楷書では「土」＋「口」の形で「 」のように書くことが多かった漢字です。したがって，

例えば 「大吉 「大安吉日」といった，一般の用語を手書きする場合に 「士」の形だけで， 」， ，

なく「土」の形が用いられることがあります。これは，誤りではありません。

ただし，辞書には 「土」＋「口」の「 」を俗字としているものもあります。また，この，

， ， 「 」漢字は人名や地名に使われていることが多く そのような場合には 固有名詞だからこそ 士

と「土」のいずれか一方で書かなくてはいけないと考えられる傾向があります。実際，窓口

業務等においては，使い分けられる場合があります。

ほかにも 「士」と「土」を構成要素として持つ漢字があります 「士」と「土」は，単独， 。

で用いられるときには，横画の長短がしっかり書き分けられますが 「喜 「仕 ，（→Ｑ21）， 」， 」

「寺 「荘」など，漢字の一部になっているものについては 「士」と「土」が入れ替わった」， ，

ような形で書かれることがあります。そのような場合にも，別の漢字に見間違えられること

がなければ，誤りであるとまで断じることはできないでしょう。このことは 「士」と「土」，

に限らず，横画の長短が字体の判断に関わるような漢字を構成要素として持っているほかの

漢字についても，同様に考えられます。

参照 第２章４（１）オ〔P.41〕⇒

はねるか，とめるか（ 改」など）Ｑ45 「

例えば 「改」という漢字の「己」の最後のように，印刷文字でははねていますが，学，

校でははねないと教わった漢字があります。どちらが正しいのでしょうか。

どちらで書いても誤りではありません。手書きの楷書では，とめる書き方が多く見られまＡ

すが，明朝体では，はねているのが一般的です。

「改」については 「字体についての解説」にも，両方の書き方があることが下記のように，

例示されています。

伝統的に，手書きの楷書では，明朝体のようにはねる形で書くことは少ないのですが，戦

後の教科書にも，次のように，はねる形の例が見られます。どちらも誤りではありません。

３章 Ｑ44，45
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， ， 「 」，「 」，「 」，はねるか とめるかについて 同様に考えられる部分を持った漢字には 役 化 起

「空 「指 「酒 「切 「比 「陸」などを挙げることができます。」， 」， 」， 」， 」，

また 「字体についての解説」に示されているとおり 「改」の３画目や「切」の２画目な， ，

どは，右上方向に折ってぬくように書かれることもあります。

参照 第２章４（５）イ〔P.55〕⇒

接触の有無Ｑ46 「はつがしら」の

「 」 「 」 ，「 」 ，登 と 発 では はつがしら の上部を離すか接するかがそれぞれ決まっていて

違う書き方をすると教わった記憶があります。使い分けが必要ですか。

使い分けの必要はなく，どちらの字をどちらの書き方で書いても誤りではありません。明Ａ

朝体や教科書体など，印刷文字のデザイン差が影響していると考えられます。

明朝体や教科書体など，印刷文字によっては 「はつがしら」の上部が接触していたり離れ，

ていたりすることがあります。

登 発登 発登 発
これは，飽くまでも印刷文字のデザイン差に類するものであり，手書きの際にはどちらの

書き方をしてもよいものです 「登」と「発」とで使い分けるような必要もなく，どちらも正。

しい書き方です。

参照 第２章２－１（２）〔P.26〕，２－２（２）〔P.30〕，４（３）カ〔P.49〕⇒

とめるか，はねるか，はらうか（ 園 「猿」など）Ｑ47 「 」，

「園」や「遠」という漢字の「袁」と 「猿」という漢字の「袁」では，下の部分の表，

し方が違っていることがありますが，これは使い分ける必要があるのでしょうか。

狭いところではとめ，余裕のある場合にははねる傾向がありますが，どちらの書き方をしＡ

ても誤りではありません。

「園 「遠 「猿」ともに，下部の縦画については，とめて書いても，はねて書いてもそ」， 」，

の文字の字体としては誤りではなく，正誤の判断を左右しません。また 「袁」の最終画につ，

いても，とめて書いても，はらって書いても誤りではありません。

，「 」 「 」 ， ， 「 」慣用として 園 や 遠 のように 上下を他の点画で囲まれるなど 狭いところに 袁

の形がある場合には，下部の縦画をとめている場合が多く 「猿」のように，比較的広いとこ，

ろにある場合には，はねたりはらったりしているという傾向があります。しかし，いずれの

。 ，「 」，「 」 。書き方をしてあっても正誤の判断には関係しません これは 環 還 などでも同様です

参照 第２章４（５）ア〔P.54〕⇒

３章 Ｑ46，47
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「奏」の下の部分の書き方Ｑ48

「奏」という漢字の下の部分を「夭」で書いたら誤りでしょうか。

誤りではありません 「天」の下の横画を長く書く形だけでなく，上の横画を右から左にＡ 。

はらって「夭」のように書かれる場合もあります。

「奏」の下部には「天」のような部分があり，上の横画よりも，下の方を長く書くのが一

般的です。しかし，現代の慣用では 「天」という字は上を長くするように書く傾向がありま，

す 「奏」では，上の横画の方が短くなるなどの理由から「天」の形に思えず 「夭」である。 ，

と考える人が少なくないようです。また 「奏」を「夭」の形で書いた例は戦前からあり，昭，

和１０年頃に用いられた文部省活字（ ）のほか，戦後に編まれた漢和辞典にも 「夭」「 」 ，

の形を採用しているものがあります。

「夭」の形で書くと，この部分の１画目は，右から左にはらうように書くことになります

が，それによって字体の枠組みから外れてしまうことはありませんから，誤りであるとまで

考えるのは行き過ぎでしょう。

，「 」 ， ，「 」また 天 という字だけを取り上げれば 上の横画を長く書くことも多いですから 奏

が上の長い「天」の形で書かれることがあっても誤りとは言えないでしょう。

参照 第２章４（２）イ〔P.43〕⇒

「者」には点がなく 「箸」にはあるのはなぜかＱ49 ，

，「 」 「 」 「 」 ，「 」印刷された文字を見ると 者 や 都 という漢字には 日 の上に点がないのに 箸

「 」 。 ， 。や 賭 には点があるのはどうしてですか また それを使い分ける必要があるのですか

点がある「箸」と「賭」は，いわゆる康熙字典体です。平成２２年の常用漢字表の改定でＡ

， 。 ， 。追加された際に この字体が採用されました 手書きでは 点を打たない書き方ができます

昭和２４年に内閣告示として行われた「当用漢字字体表」以前の印刷文字は，康熙字典体

が用いられるのが一般的で，通常 「者」や「都」にも「箸 「賭」と同様に点が（→Ｑ８） ， 」，

ありました。しかし，当用漢字字体表で点画の整理や統合が行われた結果，当用漢字表に採

用された「者 「都」の点は省略されました。一方，当用漢字表に採用されなかった「箸 ，」， 」

「賭」などの漢字については，特に手当てが行われず，昭和５６年の常用漢字表でもそれは

同様でした。

その後，平成１２年に国語審議会が「表外漢字字体表」を答申し，常用漢字表に入ってい

ない漢字を印刷で用いる際の標準の字体（印刷標準字体）を定めました。その際には，書籍

を中心とした漢字の使用実態を調査し，それぞれの漢字について，実際に最も多く用いられ

。 ，「 」 ，「 」，「 」 ，ている字体を選ぶこととしました その結果 表外漢字字体表 には 箸 賭 も含め

主に康熙字典体が採用されたのです。そして，平成２２年の常用漢字表の改定に当たって

「箸 「賭」が追加された際にも 「表外漢字字体表」の字体がそのまま採用されました。」， ，

以上のような経緯があり，常用漢字表の表内において 「者 「都」と「箸 「賭」では，， 」， 」，

「日」の上の点の有無という違いが生じています。印刷文字においては，常用漢字表に掲げ

られたそれぞれの字体を用いることとされていますが 「箸 「賭」を手書きする際には，点， 」，

を付けないで書いてもかまいません。

３章 Ｑ48，49
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なお 「者 「都」に点の付いた字体は，いわゆる康熙字典体として扱われるため，人名な， 」，

どを除き ，印刷文字においても，手書き文字においても，現在は用いないのが一般的です。，

参照 第２章５（２）〔P.60〕⇒

Ｑ50 「塡」か「填」か（ ）文字コードとの関係

「 」 ， 「 」 「 」電子辞書で 補塡 という言葉を調べようとしたら 常用漢字表の 塡 とは違う 填

という形が出てきました。どうしてこういうことが起きるのでしょうか。また，手で書く

ときにはどちらを書けばいいのでしょうか。

文字コードの制約によるものです。印刷文字としては「塡」が通用字体ですが，古い機種Ａ

等では使えない場合があります。手で書く場合は，どちらで書いてもかまいません。

これは，情報機器に搭載されている文字コードの制約によるものです。新しい情報機器で

は 「塡」と「填」が共に使えるようになっていますが，現在のところ，まだ改められたＪＩ，

Ｓコードに対応したコードポイントやフォントを搭載していない情報機器も流通しています

し，対応していても 「填」の方が変換候補の上位にあり選びやすくなっていることがあり，，

質問のようなことが起きています。

ＪＩＳコードが初めて制定されたのは，昭和５３年（1978年）のことです。その後，昭和

５６年（1981年）には常用漢字表が内閣告示として実施されます。この常用漢字表では「常

用漢字表に掲げていない漢字の字体に対して，新たに，表内の漢字の字体に準じた整理を及

ぼすかどうかの問題については，当面，特定の方向を示さず，各分野における慎重な検討に

まつこととし （国語審議会答申「常用漢字表」 昭和５６年３月２３日 ，常用漢字表に入」 ）

っていない漢字 の字体については，その目安を定めることを留保してい（表外漢字 →Ｑ４）

ました。

， ，国語審議会が表外漢字の字体について留保している間 国語施策の方針が示されないまま

昭和５８年（1983年）にＪＩＳコードが改定され，一部の表外漢字の字体は，康熙字典体と

は異なった字体に変更されました 「塡」もそのうちの一つで，このときに「填」という字体。

に変更されています。変更後の字体は 「拡張新字体 「準用字体」などと呼ばれました。こ， 」

の字体には，手書きを中心として古くから使われてきたものも含まれています。

その後しばらくの間，書籍には「補塡」という字体が使われているのに，コンピューター

などの情報機器には「補填」しか出てこないという状況が続き，不統一を問題視する声が上

がるようになります この問題を収拾するために 国語審議会が平成１２年 2000年 に 表。 ， （ ） 「

外漢字字体表」を答申し，印刷文字における標準の字体（印刷標準字体）を決定しました。

その際には，社会で実際に用いられている漢字の字体を広く調査した結果として 「塡」とい，

う字体が採用されます。ＪＩＳコードも同年行われた拡張で，第３水準に「塡」という字体

を追加しました。現在は「表外漢字字体表」の印刷標準字体が情報機器においても使用され

るようになっています。

平成２２年の常用漢字表の改定で追加された際には，表外漢字字体表に従って「塡」が通

。 「 」 ，用字体として採用されています 漢字を手書きする場合には と書くこともできますが

印刷文字としては「塡」が通用字体となります。ただし，現行の常用漢字表の「表の見方及

び使い方」の「付」には「情報機器に搭載されている印刷文字字体の関係で，本表の通用字

体とは異なる字体（通用字体の「頰・賭・剝」に対する「頬・ ・剥」など）を使用するこ賭

とは差し支えない」とあり，当面は印刷文字においても「塡」と共に「填」が用いられる状

３章 Ｑ50
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況が続くと考えられます。

参照 第２章５〔P.59〕⇒

「牙」 「芽」Ｑ51 と

「牙」という字は「芽」の下の部分のように書いてはいけないのですか。また，その反

対に「芽」の下の部分を「牙」のように書くのはどうですか。

一般的には，どちらも誤りではありません。ただし 「芽」は小学校で学ぶ字ですから，Ａ ，

画数が変わる点については，教育上の配慮が必要な場合があると考えられます。

「 」 「 」 「 」 。牙 を 芽 の くさかんむり の下の部分と同じように書いても誤りではありません

，「 」 「 」 ，常用漢字表では 牙 の明朝体に 特定の字種に適用されるデザイン差 が適用されており

「芽」の下の部分と同様のものもデザイン差として認められていることを，そのまま手書き

文字にも当てはめて考えることができるからです。

一方 「芽」については，下の部分が４画の「牙」の字体は，デザイン差として示されてい，

ません。これは印刷文字としては 「くさかんむり」＋「牙」の形を，別の字体であるとみな，

し区別しているということを意味します。しかし，手で書く場合には 「芽」の下部を「牙」，

の形で書くのは，自然な運筆によるものであり，そのように書かれていても，誤りであると

までする必要はないでしょう。特に，行書や行書に近い楷書では 「牙」のように書かれるの，

が一般的であるとも言えます。

ただし，小学校では「芽」の下の部分を５画で書くように学習しますから，画数が変わっ

てしまう「くさかんむり」＋「牙」の書き方が問題とされることがあり，教育上の配慮が必

要になる場合があります。同じ構成要素を持つ「雅」や「邪」などを含め，両者の字体が使

い分けられていることは意識しておくとよいでしょう。

参照 第２章２－１（４）〔P.29〕，５（３）〔P.61〕⇒

画数の変わる書き方（ 衷 ）Ｑ52 「 」

「折衷」の「衷」という字は，真ん中の縦画が「一」と「口」を貫くように書かれてい

るものや 「なべぶた （ 亠 ）の部分が独立して書かれているものを見ます。また，縦画， 」「 」

が「中」のように下まで貫かれているものを見ることもあります。どのように書けばいい

のでしょうか。

「一」→「口」→縦画が「口」の底辺まで届く書き方のほかに 「口」を貫いて「中」のＡ ，

ようになる書き方や 「 」→「口」→縦画という書き方もあります。， 亠

当用漢字字体表において 「衷」は次のように示されました。，

平成２２年の常用漢字表に掲げられた通用字体が「 」であるように，現在の多くの明朝衷
体では，縦画が横画（ 一 ）の上から「口」を貫き，底辺でとまる形になっています。しか「 」

し，この字の成り立ちが「衣」の間に「中」という字が入っている形であることから，辞書

が示す字形の中には 「亠」→「口」→縦画，の形や，縦画が「中」のような形に貫かれたも，

３章 Ｑ51，52
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のも見られます。これらの違いは画数に影響する場合があるので 「衷」は辞書によって９画，

とされたり，１０画とされたりします。また，字形の違いを字体の違いに及ぶと判断して，

それぞれを異体の関係として扱う辞書もあります。

常用漢字表が掲げる「衷」の通用字体も，当用漢字字体表を基にしており，字体を変更し

たわけではありません。したがって，両者の間に見られる字形の違いは，印刷文字のデザイ

ン差とみなされます。また，手書きの楷書の場合，辞書によって画数の扱いが異なることか

らも，次に示すような書き方は，いずれも誤りではありません。

同じ字体の別字種（ 芸 「柿 ）Ｑ53 「 」， 」

「芸」や「柿」という漢字が，全く違う読み方と意味で使われることがあると聞きまし

た。これはどういうことでしょうか。

戦後の字体の整理やＪＩＳコードとの関係などによって，常用漢字と同じ字体を持っていＡ

る（又はそのように見える）のに，別の字として用いられている漢字があります。

「芸」や「柿」に対する「芸 （うん）や「杮 （こけら）のように，常用漢字と同じ字体」 」

を持っている，又は，そのように見えるのに，漢和辞典などでは，別の字種とされているも

のがあります。

「芸 （げい）は，元々「藝」と書かれていました。この字種の字体として，昭和２４年の」

当用漢字字体表に「 」という形が示されて以降 「藝」に代わって広く用いられるように，

なっています。しかし 「 」 はそれ以前から用いられていた「芸 （うん）という表外， 」

漢字と同じ字体であるため，現在では，一つの字体が，二つの字種に用いられるという状況

が生じています。なお 「芸 （うん）の場合には，あえて「くさかんむり」を「 」のよう， 」

に書いて区別することもあります。

一方 「柿 （かき）と「杮 （こけら）とは，本来，同じ字体ではありません。通常 「か， 」 」 ，

き」は，つくり（右側の部分）の上部の「なべぶた」型の下に「巾」の形が表される５画で

す 「こけらは」中央の縦画が貫く形で４画になっています。。

（かき） （こけら）柿 杮
しかし，両者は字体が似ているために，その区別は曖昧になることも多く，同じように用

いられる傾向がありました （明朝体においては，そのデザイン上，本来の画数とは異なって。

見える場合が少なくありません ）また，広く情報機器に搭載されてきたＪＩＳコードでも，。

両者を同じ区点に割り当てている（ 包摂する」と呼ばれます ）ため，機種やフォントによ「 。

っては使い分けができない場合があります。そのようなこともあって，二つの字は，同じ字

体であると捉える考え方が生じています。なお，日本をはじめ，中国，韓国など漢字圏の国

々で用いられる漢字を含んだ国際的な文字コード規格であるユニコードでは，両者が別の区

点に割り当てられており，使い分けが可能です。このＱ53の説明では，御覧のとおり使い分

けています。

３章 Ｑ53
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（２）いろいろな書き方があるもの

明朝体どおりの手書き（折り方など）Ｑ54

例えば「糸」の１，２画目や「衣」の４画目などについて，手書きするときにも，明朝

体のような折り方で書いたら誤りですか。明朝体のように書いてもよいのだとすると，そ

れぞれの漢字の画数は変わるのでしょうか。

明朝体の形のとおりに手書きされた文字を誤りであるとまでは言えませんが，手書きではＡ

よりふさわしい書き方があります。また，明朝体のように書いても，画数は変わりません。

１画が２画に見える明朝体のとおりに手書きされても，字体を見誤ることはないので，誤

った字であるとまでは言えないでしょう 「糸」という漢字については，昭和５０年代初めま。

での小学校国語の教科書では，次に示すような，明朝体の折り方に似た教科書体が用いられ

ていた例もあり，このような字形で手書きする習慣のある人も少なくありません。

しかし 「糸」や「衣」を手書きするときには「 「 」のように書いた方が，本来， 」，

の画数と同じように見えて自然です。明朝体の画数は手書きの際の画数と異なっているわけ

ではありません。これは印刷文字におけるデザイン上の表現であり，２画に見えても１画と

みなすのですが，漢字の習得の段階では，混乱しないように，本来の画数のとおりに見える

ような書き方を覚える方が望ましいでしょう。また，辞書を画数から引くような場合にも，

この点には注意が必要です。そのほかにも，次に挙げるようなものなど，本来の画数と異な

って見えるものは多数あります （このような折り方の表現は，文字の狭いところに現れる場。

合もあり，例えば「離」の「ム」の部分などは 「虫」や「属」の下にある部分と同じ形なの，

ではないかと受け取られてしまうことがあります ）。

医 引 山 雲 離 越
また，実際の画数よりも多く見える場合だけではなく，次のように，少なく見えるような

ものもあります。

－ －店 －美姉 店 美姉
なお，次のような手書きの文字については，折り方の表現が明朝体に似ているように見え

ますが，全て１画で書かれたものであり，手書きの楷書としても自然な書き方と言えるでし

ょう。

近年，印刷文字の通りに書かないといけないという意識が広がっています。そのように書

かれたものについても，字体を見誤ることがなければ誤りとせず，それとは別に，印刷文字

と手書きの楷書とでは，表し方に違いがあることを学ぶ機会を提供するというのが，適当な

考え方であると言えるでしょう。

参照 第２章２－１（３）〔P.27〕，２－２（３）〔P.31〕，３（１）〔P.33〕⇒

３章 Ｑ54
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明朝体どおりの手書き（筆押さえなど）Ｑ55

常用漢字表の という字の２画目には，屋根のような部分がありますが，これは手「八」

書きするときにも書くべきですか。

。 ，「 」 ，Ａ 手書きでは書かないのが一般的です 屋根のように見える部分は 筆押さえ などと言い

印刷文字に特有の装飾表現ですから，そのとおりに手書きするのはかえって不自然です。

「 」 ，「 」 ，常用漢字表の通用字体の に見られる屋根のような部分は 筆押さえ などと呼ばれ八

活字のデザインにおける装飾的な要素です。筆押さえによる字形の違いは，字体の違いに及

。 ， ， ，ぶものではありません また 元々 筆の勢いをデザイン的に表現したものではありますが

飽くまでも，印刷文字における字形の特徴であり，手書きの際に書く必要はありません。ほ

かにも「芝」や「乏」などにも筆押さえが見られます。これらを手書きする際に，明朝体に

倣って筆押さえが強調されて書かれることがありますが，本来，その必要はありません。た

だし，筆押さえが書いてあるからといって，誤りであるとまでは言えないでしょう。

なお，明朝体であれば，必ず「筆押さえ」があるというわけではありません。屋根のよう

な部分のないもの（ 八 ）ものもあります。近年作られる明朝体フォントにおいては 「筆押「 」 ，

」 ， 。さえ の表現を用いることが少なくなっていますから 見慣れない人も少なくないでしょう

当指針の字形比較表の「印刷文字の字形の例」欄には，常用漢字表の通用字体との間で，デ

ザイン上の差異が認められる明朝体を掲出しており，そこには「筆押さえ」の付いたデザイ

ンのあるものも含まれていますから，参考にしてください。

参照 第２章３（３）〔P.35〕⇒

明朝体どおりの手書き（曲直，その他）Ｑ56

「子」という字は，手書きでは，縦の線を曲げて「 」のように書きますが，明朝体で

は縦の画が直線になっていることに気付きました。同様に 「家」の最後の２画の位置や，

「たけかんむり」の形 「心」の点の位置など，明朝体と手で書くときとでは，形の違う，

ものがあります。明朝体のとおりに書いてもいいのでしょうか。

明朝体のとおりに書いても，漢字の骨組みが読み取れないわけではありませんから，誤りＡ

とまでは言えません。しかし，手書きでは手書きの習慣に従って書くのが一般的です。

「子」という字を手書きするときには，緩やかに曲げるように書くのが一般的ですが，明

朝体をはじめとする印刷文字では，縦画を直線的に表現します。これも，手書き文字の字形

と印刷文字の字形との間の習慣の違いです。ほかに 「手 「了」などがあります。， 」，

同様に，明朝体の字形には，手書きする場合の習慣と異なる特徴的な表し方が見られるこ

とがあります 「字体についての解説」には，そのほかにも，明朝体と手書きの楷書とでの表。

し方が異なるものとして次のような例が示されています。いずれも，ふだんはなかなか気付

きませんが，両者をよく見比べると，字形に違いがあることが分かります。

３章 Ｑ55，56
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これらの漢字が手書きされる際に，活字のとおりに書かれたとしても，その字であるかど

うか判断できないわけではありませんから，誤りであるとまでは言えません。しかし，それ

ぞれ右に示された手書きの楷書の習慣に従って書かれるのが一般的です。

参照 第２章３（２）〔P.35〕（４）〔P.36〕（５）〔P.37〕，４（６）イ〔P.57〕⇒

手書きでの「しんにゅう」の書き方Ｑ57

常用漢字表の「しんにゅう」の字には点が一つのものと二つのものがありますが，これ

らを手書きするときにも，点の数は書き分けないといけないのですか。

， ， 。Ａ 手書きでは どちらも点一つで書くことができ 常用漢字表はその書き方を勧めています

ただし，印刷文字の通用字体が点二つのものを二つで手書きしても，誤りとは言えません。

「「 」 「 」 「 」 」常用漢字表の表の見方及び使い方には 辶 も手書きでは 辶 と同様に と書く

こと，つまり，点一つで書いて，２画目を揺するように表現して書くことが説明されていま

す。また 「改定常用漢字表 （文化審議会答申）の「Ⅰ 基本的な考え方」には 「 しんに， 」 ，「

ゅう」の印刷文字字形である「辶／辶」に関して付言すれば，どちらの印刷文字字形であっ

ても，手書き字形としては同じ「 」の形で書くことが一般的である，という認識を社会

全般に普及していく必要がある 」との記述もあります。。

ただし，戸籍などにおいては，点一つの「しんにゅう 「辶 （ ）と二つの「しんに」 」「 」

ゅう 「辶 （ ・ ）との使い分けが行われることがあります。点二つのものを「」 」「 」

・ 」のように書いたものも誤りとまですべきではありません。

なお，明朝体のように，点一つで揺すらない形（ ）で手書きされたようなものも，字「 」

体の違いにまで及んでいるとは言えず，誤りであると断じることはできないでしょう。

参照 第２章３（５）〔P.37〕，５（２）〔P.60〕⇒

横画の長短Ｑ58

楷書の手本を見ていたら 「天」の下の横画の方が長い字や 「幸」の１番下の横画が一， ，

。 。つ上の横画よりも長い字などがありました そのような書き方をしてもいいのでしょうか

いずれの書き方も，手書きの楷書では伝統的に用いられてきた形であり，誤りではありまＡ

せん。戦後から昭和50年代に掛けて用いられた教科書にも，そのような字形が見られます。

， ， 。 ，手書きの楷書では 横画の長短が違う 次のような書き方をすることがあります 古くは

「天」も「幸」も，下に挙げる例の右側の方で書かれるのが一般的でした。

戦後の教科書を複数確認すると，横画の長短に違いがあるものが見られます。

３章 Ｑ57，58
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「 」 「 」 ， ，天 や 幸 だけでなく 点画における長短の違いが漢字の判別に関わらない場合には

それを誤りであるとは言えません。一方 「士」と「土」や「末」と「未」のように，点画の，

長短が入れ替わることによって別の字になってしまう場合には注意が必要です。

参照 第２章４（１）ア〔P.38〕⇒

上下部分の幅の長短など，構成要素同士の関係Ｑ59

「冒」の「日」と「目」の幅を，上下逆に書いたら間違いですか。

， ，Ａ その漢字としての骨組みを読み取ることができず 他の漢字と見間違えるような場合には

誤りと言えるでしょう。

常用漢字表には 「筆写の楷書では，いろいろな書き方があるもの」の一つとして 「長短， ，

に関する例」が挙がっています 「冒」の上部と下部の幅について，この「長短に関する例」。

の一つとして考えた場合，例えば，次の左から二つ目に示すように，上下の幅の差が小さい

。 ，又は同じくらいになる場合には他の漢字と見間違えることは少ないと考えられます しかし

左から三つ目の場合は 「冒」という字の骨組みを読み取ることは難しく 「昌 （人名用漢， ， 」
しょう

字）などと間違えられるおそれがあります。

このように，上部よりも下部の幅がはっきりと大きいように書かれた例については 「冒」，

という漢字の字体の枠組みを外れてしまい，この文字としては認めがたいものとみなされる

でしょう。ここでは，構成要素における幅の長短について例示しましたが，ほかの漢字に関

しても，構成要素の位置関係やバランスが大きく変わっている場合，誤った字であるとみな

（→Ｑ15）されることがありますから注意が必要です。

参照 第２章４（１）ウ〔P.40〕⇒

横画の方向Ｑ60

「比」や「化」の右側の横画は，左から右にとめるように書いても，右から左にはらう

ように書いてもいいのですか。

どちらで書くこともあります。かつては使い分ける習慣もありましたが，現在はどちらのＡ

書き方をしても誤りとは言えません。

かつては 「比」や「北」では左から右に書いてとめる 「化」や「花」では右から左には， ，

らう，という習慣がありましたが，明朝体では，いずれの字もはらうようにデザインされる

ことが多く，現在は手書きする際にも，それぞれどちらの書き方もあるというのが常用漢字

表の考え方です。

３章 Ｑ59，60
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また，それぞれの漢字の終筆についても，手書きの楷書では「比 「北」などはとめる書」，

き方 「化 「花」などははねる書き方をするという習慣がありましたが，現在は，それぞれ， 」，

どちらの書き方をしても誤りではありません。

なお 「字体についての解説」には，左から右にとめるように書くことも，右から左下方向，

にはらうように書くこともある部分を持った漢字として 「風 「仰」も例示されています。， 」，

そのほか 「橋 「系 「考 「属」なども，同じように考えられるでしょう。， 」， 」， 」，

ただし 「干」と「千 「天」と「夭」のように，その違いによって別の字になってしまう， 」，
よう

場合には注意が必要です。

参照 第２章４（２）イ〔P.43〕⇒

点や短い画における方向の違いや接触の有無Ｑ61

「しめすへん （ 礻 ）や「主」などの１画目は，垂直になっているもの，斜めになっ」「 」

ているもの，また，それぞれ下にある横画に接しているもの，接していないものを見るこ

とがあります。ほかにも，四つの点が同じ方向を向いている「れんが （ 灬 ）などもよ」「 」

く見掛けます。それらについては，どのように考えればいいのでしょうか。

手書きの楷書では，点や短い画を書く際に，方向や接触の仕方が異なっている場合がありＡ

ます。その漢字としての骨組みを読み取ることができれば，誤りではありません。

「字体についての解説」には 「筆写の楷書では，いろいろな書き方があるもの」の「方向，

に関する例」に次のような例が挙げられています。

このように，手書きの楷書で点や短い画を書く際には，方向や接触の仕方にいろいろな形

が生じます。これらは，どちらの書き方をしても誤りではありません。このほか，手書きの

楷書で点や短い画の方向についていろいろな書き方があるものとしては，次のような例が挙

げられます。

また，点の方向と接触の仕方の組合せに，決まったものがあるわけではありません。例え

ば，次のように，上に示した例とは異なる書き方をしても，誤りではありません。

参照 第２章４（２）ア〔P.42〕，ウ〔P.43〕⇒

３章 Ｑ61
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つけるか，はなすか①Ｑ62

「字体についての解説」の「つけるか，はなすかに関する例」に，横画が右の縦画から

離れている「月」が例示されていますが，１画ずつをしっかり書く楷書でも，そういう書

き方が許されるのでしょうか。

手書きの楷書では，そのような書き方をすることがあります 「月」に限らず，このようＡ 。

な点画の接触の有無は，漢字の正誤に関わりません。

漢字辞典によっては，横画が右の縦画から離れている「月」を旧字体とする例があります

， 。「 」 ， ，が そのような書き方をしても誤りではありません 字体についての解説 にも つけるか

はなすかについて 「月」の３，４画目の横画が右の縦画から離れている形が次のように例示，

されています。

その漢字としての骨組みを読み取ることができないほどに離れている場合を除いて，手書

きの楷書にはよく見られる書き方です。これは「月」のほか 「日 「目 「田 「ヨ」など， 」， 」， 」，

の構成要素を持つ漢字について，同様に考えることができます。

ただし 「日」を「 」のように書くと，表外漢字の「曰 （えつ・いわく）と似た形にな， 」

ります 「曰」は，横幅を広くして表される（ ）ことが多いですが，どちらの字である。 「 」

かを文脈から読み取ることが必要な場合があるかもしれません。

参照 第２章４（３）イ〔P.46〕⇒

つけるか，はなすか②Ｑ63

「字体についての解説」の「つけるか，はなすかに関する例」には挙がっていないもの

に 「口」や「月」などの１画目と２画目が離れているような書き方があります。１画ず，

つをしっかり書く楷書でも，そういう書き方が許されるのでしょうか。

手書きの楷書では，そのような書き方をすることがあります 「口」や「月」に限らず，Ａ 。

このような点画の接触の有無は，漢字の正誤に関わりません。

その漢字としての骨組みを読み取ることができないほどに離れていなければ，そのような

書き方をしても誤りではありません。

これは「口」や「月」のほか 「日 「目 「田 「用 「国」などの構成要素を持つ漢字， 」， 」， 」， 」，

をはじめ，多くの漢字について，同様に考えることができます。

３章 Ｑ62，63



- 106 -

方向，つけるか，はなすかＱ64

「言」の１画目と２画目は，例えば 「文」や「応」の１，２画目と同じように書いて，

はいけないのでしょうか。また 「言」の１画目を左上から２画目に接するような形で書，

くのはどうでしょうか。

「 」 ， 。Ａ の形で書かれることが多いですが いずれの書き方をしても誤りとは言えません

「文」や「応」を「 」のように書くこともあります。

「言」は現代の慣用として「 」の形で書かれることが多いですが，１，２画目を「なべ

ぶた （ 亠 「まだれ （ 广 「うかんむり （ 宀 ）などを手書きする際によく使われる」「 」）， 」「 」）， 」「 」

（ ） ， ， ， 。形 と同じように書いても あるいは 明朝体のように書いても 誤りではありません

これらの書き方は「字体についての解説」にも次のように例示されています。

また，１画目が左上から斜めの画で書かれている場合に，２画目と接していたとしても，

さらには 「ノ」のように右上から斜めの画で書かれていたとしても，別の字とみなされるよ，

， 。「 」，「 」，うなことはありませんから 誤っているとまでは言えないでしょう なべぶた まだれ

「うかんむり」の１画目とその下の横画を「 」のように書くこともあります。

，「 」 ， 「 」 「 」 ，なお 字体についての解説 には 上に示した 言 と並んで 主 が示されていますが

１画目が短い横画になった手書きの形は示されていません。

「 」 ，「 」，「 」，「 」 ， 「 」主 をはじめ なべぶた まだれ うかんむり などの１画目を 上に示した 言

の手書き文字「 」と同じような短い横画で書く習慣はほとんどありません。字体を見誤る

ことはないので，誤りであるとまでは言えませんが，別に考えるべきでしょう。

参照 第２章４（３）ア〔P.45〕⇒

接触の位置Ｑ65

「白」や「自」という漢字の１画目の「ノ」が「日」や「目」と接触する位置は，決ま

っているのでしょうか。例えば，左の縦画の先端に接触するように書いたら誤りですか。

厳密に決まっているものではありません 「白」や「自」に限らず，このような点画の接触Ａ 。

の位置は，漢字の正誤に関わりません。

， ， ， 。例えば 接触の位置について 以下に挙げるような例は いずれも誤りではないものです

， ， 。同様に 接触の位置が正誤の判断基準にならないものとしては 次のような例があります

３章 Ｑ64，65
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このような点画の接触の位置については，その漢字としての骨組みを読み取ることができ

ないほどである場合はともかく，漢字の判別に関わらないような違いをもって，誤りである

と考えるのは行き過ぎでしょう。

参照 第２章４（６）ウ〔P.57〕⇒

接触の仕方（ ）Ｑ66 口」と「日」の最終画「

手書きの楷書では 「口」の右下の部分と 「日」の右下の部分では，画の接し方が違う， ，

と聞きました。書き分けなくてはいけないのでしょうか。

そのような書き分けが意識されることはありますが，書き分けるかどうかは，文字の正誤Ａ

に関わりません。

， ，「 」 「 」 ，下に示したように 四方を囲むような形を書くときの習慣として 口 や 中 のように

２画目のすぐ後に下部の横画を書く場合には，縦棒の下に付いて，少し外に出るように最後

の横画を書き 「日」や「田」など，２画目の後に，別の画を書いてから下部の横画を書く場，

合には，２画目の終筆より少し上のところに付くように最後の横画を書くという習慣があり

ます。このように書くことは，文字を書く動作（手や筆記具の動き）の合理性に由来するも

のと考えられています。

このような書き方は，文字を手書きする上での慣用であり，長年行われてきた文字を書く

動作の合理性という点では意味がありますが，正誤の判断には関わりません。

接触の仕方（ 就 「蹴」など）Ｑ67 「 」，

「就」という字の右側は「 」のように書かないといけないのでしょうか。

一旦横に書いてから下ろす書き方が正しいというのは誤解です。むしろ，本来は「 」Ａ

のように書くものです。

近年 「 」のように，極端に表現すれば「乙」のような形に書かないと誤りであるとい，

う誤解が広がっています。

これは主として，手書きの楷書を基に作られた印刷文字などにおける始筆の筆押さえが横

画であると捉えられてしまうことによって生じている誤解です。本来は，次に示す「就」に

見られるとおり 「 」あるいは「 」のように，軽く接する程度の形で書くものであり，，

正誤の判断を行う際には，注意が必要です。

なお，筆押さえが大きくなってしまっている「 」のような字形についても，漢字の判別

に影響しないという意味で，誤りであるとまで考えるのは行き過ぎでしょう。

同様に考えられる漢字として「概 「既 「蹴 「沈 「枕」などが挙げられます。」， 」， 」， 」，

参照 第２章４（６）ウ〔P.57〕⇒

３章 Ｑ66，67
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はらうか，とめるかＱ68

「木」や「林 「数」や「枚」などの最後の画などは，はらって書くのが普通だと思い」，

ますが，押さえてとめるような書き方を見ることがあります。右にはらって書く余裕があ

る場合にも，そのような書き方をしてもいいのでしょうか。

右側に空間が十分にある場合にははらう書き方をすることが多いですが，とめて書いてもＡ

誤りではありません。特に，文字を縦書きするような場合にはよく現れる書き方です。

上記のような漢字の最終画などを書く際に，右側に空間が十分にある場合には，はらう書

き方をする方が多いと考えられますが，次のようにとめるような書き方をしても誤りではあ

りません。また，このようにとめて書く場合，その画の始筆を離して書くこともよくありま

す。

縦書きで，最後の画が書かれた後に，筆記用具が次の漢字の始筆に向かうような場合，大

きく右に払うのではなく，最終画の終筆をとめて書くことで，次の文字の始筆に入りやすく

。 ，なるようなこともあります 横書きや単独で書かれる場合にそのような形になったとしても

誤りではありません。

参照 第２章４（４）ア〔P.50〕⇒

はらうか，とめるか（狭いところ）Ｑ69

「因」という字の「大」の３画目や「困」という字の「木」の４画目をはらうように書

く人ととめるように書く人がいます。どちらでもいいのですか。

どちらで書いても誤りではありませんが，筆を運ぶ方向が広く空いている場合には，はらＡ

って書くのが一般的なものでも，狭いところではとめて書く習慣があります。

「大」や「木」は，単独の場合には最後の画をはらって書くのが一般的ですが，そのよう

な形が，狭い部分にあるような場合には，終筆をとめて書く習慣があります。このようにと

めて書く場合，始筆を離して書くこともよくあります。

「因」や「困」のほかに，次のような漢字も例として挙げられます。

こうした手書きの字形間の違いと同様のものは，次に示す「医」のように，明朝体におけ

るデザイン差としても見られることがあります。また 「因」のように，各社の教科書を比較，

， ， ， 。すると 漢字によっては 狭いところではらうかとめるかが 異なっている場合もあります

医医
どちらの書き方をしても，正誤を左右するような字体の違いには当たらないので，狭いと

ころにあるのにはらうように書いたら誤りだということではありません。また，はらう方向

３章 Ｑ68，69



- 109 -

（→Ｑ68）が広く空いている場合にも，とめるような書き方をすることがあります。

参照 第２章４（４）ア〔P.50〕⇒

はらうか，とめるか（横画・縦画）Ｑ70

「耳」の５画目は右上方向にはらうような字と，とめるように書く字を見ることがあり

ます。また 「角」の３画目の縦画は，活字でははらっていますが，とめるように書かれ，

ているものを見ることがあります。どちらで書いてもいいのでしょうか。

どちらの書き方も，手書きの楷書によく見られるものです。どちらで書いても誤りではあＡ

りません。

「耳」の５画目は，明朝体では右上方向にはらうように表現されるのが一般的ですが，手

で書く場合にはとめるように書かれることがあります。

次のような漢字も，同様の例として挙げられます。

また 「角」の３画目は，明朝体では左方向にはらうように表現されるのが一般的ですが，，

手で書く場合には，まっすぐとめるように書かれることがあります 「字体についての解説」。

にも次のように例示されています。

次のような漢字も，同様の例として挙げられます。

手書きの楷書においては，いずれの書き方をしても誤りではありません。

参照 第２章４（４）イ〔P.51〕，ウ〔P.52〕⇒

とめるか，ぬくか（最終の縦画）Ｑ71

「十」の２画目をぬくように書いた字を見ることがありますが，本来はとめるべきでは

ないでしょうか。

どちらの書き方も，手書きの楷書によく見られるものです。明朝体ではとめるように表さＡ

れていますが，手書きの場合，最終の縦画をぬくように書くのも適切な書き方です。

次に示す形は，どちらも正しい書き方です。

明朝体では，縦画の終筆は原則としてとめるように表され，ぬけるような形ではありませ

ん。ふだん見慣れている印刷文字がとめた表し方になっているために，ぬいてはいけないと

感じる人もいるようですが，最終画となる縦画においては，どちらも適切な書き方です。ほ

３章 Ｑ70，71
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かに，次のような漢字も例として挙げられます。

また，漢字の最終画だけでなく，漢字の構成要素の最後に書かれる縦画でも同様のことが

言える場合があります。次のような漢字が例として挙げられます。

参照 第２章４（４）エ〔P.53〕⇒

はねるか，とめるか（ てへん」など）Ｑ72 「

「字体についての解説」には「うしへん （ 牜 ）の縦画をとめた形で書いてもはねた」「 」

形で書いてもよいことが例示されていますが 「てへん （ 扌 ）をはねないで書くのは誤， 」「 」

りでしょうか。

「てへん」は，筆の運びからするとはねる方が自然ですし，はねる書き方が慣用として定Ａ

着しています。しかし，とめる書き方をしても，誤りであるとまでは言えません。

「てへん」の縦画の終筆をはねないで書いても，字体を見誤ることはないので，誤った字

であるとまでは言えないでしょう。

「干」という漢字をはねて書くと「于」という別字になります。これは，とめているかは
う

ねているかによって，別の漢字として判別される例です。しかし，次に示す「折」は，どち

らで書いても，他の漢字として読み間違えられることはありません。漢字の判別に関わらな

いような違いをもって，正誤を決めるべきではないというのが常用漢字表の考え方です。

ただし 「てへん」に関しては，文字を書く手や筆記用具の動きからすればはねる方が自然，

です。また，戦後の教科書を見ても 「うしへん」には，はねているものとはねていないもの，

が両方見られるのに対し 「てへん」では，はねていない例がないなど，はねた形で書く方が，

慣用として定着しているという見方もできます。そういった点を踏まえると，はねた「てへ

ん」の方が整った書き方として受け入れられやすいとも考えられます。当指針では，こうし

た点に配慮し，第２章と「字形比較表」には，とめた形の「てへん」は例示していません。

， ，しかし はねの有無などの細かい差異が漢字の字体の違いにまで及ばないような場合には

それを正誤の判断基準にしないというのが常用漢字表の考え方です。特に，不特定多数の人

を対象とした入学試験や採用試験，検定試験等においては，漢字の字体の違いにまで及ぶ場

合を除いて，はねの有無を正誤の判断基準にはしないという考え方に基づいた評価がなされ

ることが望まれます。はねていない「てへん」の字であっても，誤りであると断じることは

（→Ｑ38）できません。

次のような例についても同様であり 「干」と「于」など例外を除けば，いずれの漢字につ，

いても，はねるか，とめるかは，字体の違いに及ぶとまでは言えません。

３章 Ｑ72
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参照 第２章４（５）〔P.54〕⇒

はねるか，とめるか（ あなかんむり」など）Ｑ73 「

「空」のあなかんむりの５画目は，活字のようにはねて書いてはいけないのですか。

， ， ， 。Ａ 手書きの楷書では とめる書き方が一般的ですが 明朝体では はねる形になっています

明朝体のようにはねる形で手書きしても誤りではありません。

「字体についての解説」には，あなかんむりの書き方として，明朝体のようにはねる書き

方を含む三つの例が次のように示されています。

楷書の習慣としては，とめる形の方が一般的という考え方もありますが，これらはいずれ

も誤りではありません。このほか，同様の構成要素を持つ「陸 「俊」なども，同じように」，

考えることができます。

参照 第２章４（５）イ〔P.55〕⇒

単独の場合と構成要素になった場合との字形差（ 女 ）Ｑ74 「 」

「女」という漢字は，単独で使うときと 「おんなへん」で使うときとで書き方に違い，

があるのでしょうか。

印刷文字では，表し方に違いがあることが多いですが，手書きするときに，書き分ける必Ａ

要はありません。また，印刷文字のように書いても誤りではありません。

印刷文字における「おんなへん」は，下記のように 「女」の字形と違うことが多いので，，

全く別の書き方をしなくてはいけないと考える人もいるようです。

女 好 姉 妹 姓
しかし，これは印刷文字のデザインの問題であり 「おんなへん」を手書きする際に，明朝，

体のように書く必要はありません。次に挙げるような例は，いずれも誤りではない書き方で

す。

３章 Ｑ73，74
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横画や縦画を点のように書いたら誤りか（ 戸 「今 「帰」など）Ｑ75 「 」， 」，

「戸」という字の１画目を点で「 」のように書いています。しかし，印刷文字では

１画目が横画の「戸」の形しか出てきません。これは，別の漢字なのでしょうか。

両者は同じ漢字です。明朝体では横画で「戸」の形が一般的ですが，手書きでは，点で書Ａ

くことがあります 「帰」のように，縦画を点で書くことのある漢字もあります。。

「 」 ， 。字体についての解説 には 手書きの字形として三つの例が次のように示されています

明朝体では横画になっているのが一般的ですが，手書きでは，１画目を点で書くことも，

横画の長短が変わることもあります。点にする書き方は手書きの習慣特有のもので，現代の

一般的な印刷文字の形とは一致しませんが，両者は同じものとして考えられます。同様に手

書きの際に，画（線）で書いたり，点で書いたりされる部分を持つ漢字としては，次のよう

なものが挙げられます。

また，印刷文字においても，点で表されたり，画で表されたりする部分がある漢字がある

ことが 「字体についての解説」に次のように例示されています。これらの漢字は，手書きの，

楷書でも，両方の字形で書かれることがあり，いずれも誤りではありません。

なお，平成２２年の改定まで常用漢字であった「勺」のように，辞書によっては，点を横

画にしたものが旧字体とされる漢字もあります。

参照 第２章２－１（３）〔P.27〕，２－２（３）〔P.31〕，４（２）エ〔P.41〕⇒

簡易慣用字体が通用字体となった漢字の扱い（ 曽」など）Ｑ76 「

「 」 「 」 。平成２２年に常用漢字表に追加された 曽 を 曾 と書いてはいけないのでしょうか

固有名詞等を除き，手書き文字でも印刷文字でも「曽」を用いるのが常用漢字表の考え方Ａ

です 「曾」はいわゆる康熙字典体として丸括弧の中に示されています。。

平成２２年の常用漢字表の改定では，追加字種のうち「曽 「痩 「麺」の３文字につい」， 」，

ては 「表外漢字字体表 （平成１２年 国語審議会答申）の「印刷標準字体 （ 曾 「瘦 ，， 」 」「 」， 」

「 」） ，「 」 。 ， ，麵 ではなく 簡易慣用字体 が通用字体として採用されました したがって 現在は

印刷文字においても，また，一般の社会生活における漢字使用や学校教育においても，原則

として「曽 「痩 「麺」の字体が用いられます。常用漢字表における「曾 「瘦 「麵」」， 」， 」， 」，

の字体は 「いわゆる康熙字典体」として扱われ，括弧内に入れて示されました。，

したがって，一般の言葉を表す際には，印刷文字においても 「曽祖父 「未曽有」などの， 」，

３章 Ｑ75，76
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ように 「曽」を用いるというのが常用漢字表の考え方です 「曽 「痩 「麺」の３文字に， 。 」， 」，

ついては，人名などに用いる場合を除いて，今後，印刷においても，手書きにおいても，こ

の字体を目安として，社会で広く用いていくことが望ましいと考えられます。

ただし，当面，不特定多数の人を対象とする入学試験や採用試験については，事前に採点

の基準を示していない場合 「曽」に対する「曾 「痩」に対する「瘦」のような康熙字典体， 」，

を用いて解答された際にも，誤りとはしない配慮が必要でしょう。

参照 第２章５〔P.59〕⇒

康熙字典体で追加された字種の手書きＱ77

「字体についての解説」には「喩」という字などを明朝体の形のまま手書きしたものが

挙げられていますが，歴史的にはそのような書き方は余り見られないのではないでしょう

か。

常用漢字表の通用字体は，一義的には印刷文字の字体です。手書きする際には，楷書の習Ａ

慣に沿った書き方があります。しかし，印刷文字のまま書いても誤りではありません。

平成２２年の常用漢字表の改定で追加された字種については，原則として「表外漢字字体

表 （平成１２年 国語審議会答申）の「印刷標準字体」が通用字体として採用されました。」

その中には，いわゆる康熙字典体が多くあります。

康熙字典体には，手書きの楷書で用いられてきた字体と異なるものが少なくありません。

例えば 「比喩」の「喩」の右の部分（つくり）は，手書きする際には 「輸」や「愉」と同， ，

じように書かれるのが一般的でした。

「字体についての解説」では，次のように明朝体とともに手書きの楷書の習慣に倣った字

形と括弧に入れた明朝体どおりの手書き文字を示した上で，手書きする際には「どちらの字

形で書いても差しつかえない」と説明しています。

明朝体 手書きの楷書の習慣に倣った字形

明朝体のとおりの手書き

一方，康熙字典体のとおりに手書きするのは，望ましくないという考え方もあります。当

指針でも，印刷文字の字形と手書きの楷書の字形との間には，習慣の違いがあるということ

を繰り返し述べてきました。手で書く際には，手書きの楷書の習慣に基づいた書き方がある

という認識を広めていくことも大切でしょう。

しかし，手で書く場合にも，印刷文字どおりの書き方が用いられることがなかったわけで

はありません。例えば 「便箋」の「箋」は，手書きの習慣では「 」のように書かれます，

が，それと共に，印刷文字どおりの手書きの仕方（ ）も用いられてきました。康熙字典「 」

体のとおりに書いたとしても，それを誤りであるとするのは行き過ぎでしょう。

参照 第２章５〔P.59〕⇒

３章 Ｑ77，78
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片仮名やアルファベットとの関係Ｑ78

「才」という字は「 」と書くこともあると言いますが，そうすると片仮名の「オ」と

見分けられないのではないでしょうか。

片仮名などを含め，他の文字と混同されないように書くという意味で，細部に注意するこＡ

とが必要な場合もあります。ただし，文脈から判断していることも少なくありません。

「才」という漢字を手書きする場合に，最終画を縦画と交わらないように書くと，片仮名

の「オ」と同じように見えます。同様に 「又」という字の最終画をとめて書くと，片仮名の，

「ヌ」と同じように，また 「丁」の縦画をはねずに書くと，アルファベットの「Ｔ」と同じ，

ように，見える場合があります。

これらは，それぞれの文字の骨組みに関わる違いではないので，どちらの書き方をしても

誤りとは言えませんが，読む側に配慮した書き方が必要な場合もあるでしょう。

ただし，例えば次に挙げるように 「工事」の「工」と片仮名の「エ 「学力」の「力」と， 」，

片仮名の「カ」は，手書きの楷書ではほとんど同じように見えることがあります。

このような場合には，文脈からどちらであるかを判断していることが多いと考えられます

から，他の文字と混同されるおそれがあるというだけで，その文字を誤りであると断じるの

は行き過ぎでしょう。

３章 Ｑ78
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字形比較表

各欄について

番号

常用漢字表の掲出順に番号を付した。このうち，平成２２年の常用漢字表の改定に当

たって追加された１９６字種については，いわゆる康熙字典体が採用されたものなど，

字体・字形の上で注意すべきものが多いことに配慮し，番号に下線を付して示した。

常用漢字表

常用漢字表が各字種の通用字体として掲げる明朝体の一種を示した。

代表音訓

常用漢字表に掲げられた各字種の音訓のうち，最初に挙げられたものを，音は片仮名

で，訓は平仮名で示した。

配当学年

小学校学習指導要領（平成２０年文部科学省告示）の学年別漢字配当表（1,006字）

による配当学年（小学校）を示した。今後，学年別配当表の改訂等があれば，その都度

修正する予定。

印刷文字の字形の例

各字種に四つの印刷文字字形の例を示した。左から明朝体の例（できる限り，常用漢

字表の掲げる明朝体との間にデザイン上の差異が認められるものを取り上げた ，ゴ。）

シック体の例，ユニバーサルデザインフォントの例，教科書体の例である。

手書き文字の字形の例

それぞれの字種について，手書き文字の字形を２又は３例，順序性なく示した。ここ

に例として掲げた手書き文字の字形は，飽くまでもその漢字において実現し得る字形の

ごく一部であり，標準の字形として示すものではない。特に，例として掲げた手書き文

， 。字の字形が印刷文字の字形に影響を及ぼすことは 当指針の趣旨と反するところである

また，例示された字形は固定的なものではなく，複数例示された字形それぞれの部分を

組み合わせた字形等も用いることができる。例えば，次に示すように考えられる。

そのほか例示した字形の部分を組み合わせた字形等表に例示した字形
（ここに示すものが全てではない）

第２章関連項目

それぞれの字種について 「第２章 明朝体と手書き（筆写）の楷書との関係」の各，

項目との関連のうち，主なものを示した。

Ｑ＆Ａ関連項目

それぞれの字種について 「第３章 字体・字形に関するＱ＆Ａ」との関連のうち，，

主なものを示した。

































































































































































参 考 資 料





手書き文字（筆写ともいう。以下同様。）と印刷
文字（情報機器等の画面上に表示される文字を
含む。）との違いが理解されにくくなっている。

例）官公庁，金融機関等の窓口で名前などを記
入する際に「 」と書くと，明朝体どおりの形
（「 」）に書き直すよう指示される。

常用漢字表「字体についての解説」で下記のように説明。しかし，図示が中心で，周知も不十分。

「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」（文化審議会国語分科会）の概要

漢字の字体・字形に関して生じている問題について，常用漢字表（平成２２年内閣告示第２号）の
「（付）字体についての解説」の内容をより分かりやすく周知し，解決しようとするもの。

文字の細部に必要以上の注意が向けられ，
本来であれば問題にならない違いによって，漢
字の正誤が決められる傾向が生じている。

例）手書きの楷書では，本来，「木」の縦画はと
めても，はねてもよいが，一方だけが正しい
といった認識が広がっている。

現在，社会で生じている問題

「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」 （平成28年2月29日 国語分科会）

Ａ 「木」や「きへん」は，はねて書かれていても誤りではありません。はねても，はねなくてもいい漢字は，ほ
かにも多数あります。

「字体についての解説」にも，両方の書き方があることが下記のように例示されています。これは，「きへん」
の場合も同様に考えられます。

漢字の習得の段階では，「木」や「きへん」の付いた漢字について，はねのない字形が規範として示されるこ
とが多く，はねたら誤りであると考えている人も少なくないようですが，手書きの楷書では，はねる形で書く方が
自然であるという考え方もあります。また，戦後の教科書には，両方の形が現れています。これは「のぎへん」
や「うしへん」も同様です。

構成要素ごとに字形の例を分類し，例示を豊富に

Ｑ＆Ａによる分かりやすく親しみやすい説明

常用漢字表２,１３６字全て，印刷文字と手書き文字のバリエーションを例示

Ｑ38 はねるか，とめるか（「木」・「きへん」など） 「木」という漢字の真ん中の縦画の最後を，はねるように書い
たら誤りなのでしょうか。「きへん」の場合についても教えてください。

番号以下，左から常用漢字表の掲出
字体，代表音訓，配当学年（小学校），
字形差のある明朝体，ゴシック体，UD
体，教科書体，手書き文字の例

○手書き文字と印刷文字の表し方には，習慣の違いがあり，一方だけが正しいのではない。
○字の細部に違いがあっても，その漢字の骨組みが同じであれば，誤っているとはみなされない。
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字体
「字体」，「字形」等の用語について

文字を文字として成り立たせている骨組みのこと。同じ文字としてみなすことができる無数の字の形
それぞれから抜き出せる，形の上での共通した特徴とも言える。書かれた又は印刷された文字が，社
会的に通用するかどうかは，その文字にその文字としての字体が認められるかによって決まる。文字
の細部に違いがあっても，字体の枠組みから外れていなければ，その文字として認められる。

字形

字種

書体

通用字体

字体が具現化され，実際に表された一つ一つの字の形のこと。字形は，手書きされた文字の数だけ，
印刷文字の種類だけ，存在するとも言える。字体は，様々な字形として具現化する。

同じ読み方，同じ意味で使われる漢字の集まり（グループ）を指す常用漢字表の用語。「桜／櫻」，
「学／學」，「竜／龍」，「島／嶋／嶌」などは，それぞれ同じ字種である。

文字に施される，形に関する特徴や様式の体系のこと。印刷文字には，明朝体，ゴシック体，教科書
体など，歴史的には，篆書，隷書，草書，行書，楷書などの書体がある。

一般の社会生活において最も広く用いられ，今後とも広く用いられることが望まれる字体として，常
用漢字表がそれぞれの字種を示すに当たって採用し，現代の漢字の目安としているもの。

いわゆる康熙字典体

一般的に旧字体などと言われるものを常用漢字表では「いわゆる康熙字典体」と呼ぶ。「康熙字典」
は１８世紀のはじめに，中国の康熙帝の命によって編まれ，現在の辞書類の規範となっているもの。

上記各用語の関係
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常用漢字表「 付）字体についての解説」（
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常用漢字表の用語について

（１）字体

字体とは，文字の骨組みのことである。

文字の骨組みとは，同一の文字がその文字と認識される枠組みから外れない範囲で，目

に映る形で出現するときに生じ得る様々な字形のバリエーションに，一貫して内在してい

る共通項を抽出したものである。ある形を見たときに，人がそれを何かしらの文字として

読み取れるのは，そこにその文字特有の骨組みが存在するのを認識するからであると考え

られる。このような，文字を見分け，何という文字であるかを識別する際の判断基準とな

る文字の骨組みを字体と呼ぶ。

字体は，数ある具体的な字形から抽出された共通項であることから，特定の具体的な形

状として取り出せるものではなく，抽象的に思い描かれるものであると言える。抽象的な

概念である字体を具現化し文字として機能させるには，表された文字にその文字特有の字

体が内在している必要があり，そのことは，文字の正誤を判断する基準にもなると考えら

れる。

図１のように，手書き文字の間に表れる違い，手書き文字と印刷文字（情報機器等の画

面上に表示される文字を含む。以下同様 ）との間の違い，明朝体とゴシック体といった印。

刷文字の書体間の違いなど，漢字には形状（字形）の違いが生じる場合がある。しかし，

これらの漢字は，そういった相違を超えて，それぞれ「戸 「月 「陸 「衣 「空」と」， 」， 」， 」，

いう漢字としての骨組みを持っていると認識されるのが一般的である。

図１ 漢字の形状（字形）の違いの例

形状（字形）の違いの例

手書き文字間の違い

（手書き文字） （印刷文字）手書き文字と印刷文字の違い 衣
（明朝体） （ゴシック体）印刷文字の書体間の違い 空 空

このことは，図２に挙げる例のような，①長短，②方向，③つけるか，はなすか，④は

らうか，とめるか，⑤とめるか，はねるか，などに関する細かい差異についても同様であ

り，五つの組合せは，それぞれ同じ文字とみなされる。

図２ 漢字の形状（字形）の細かい差異

① ② ③
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④ ⑤

このような認識を可能にするのは，具現化されたそれぞれの文字に，その文字特有の骨

組みが内在しているのを読み取るからであると考えられる。字形が違っていても，その形

状が当該の文字特有の字体の枠組みを逸脱しない範囲内にあれば，その文字として認識す

ることができる。こうした文字の認識は，漢字に限らず，平仮名や片仮名，ローマ字，数

字などにおいてもほぼ同様に行われている。

また，ある文字における字体の枠組みの中でその文字が具現化される際の字形のバリエ

ーションは，数限りなく想定され得るものである。図３は，同じ漢字を明朝体，ゴシック

体，教科書体などの印刷文字で示したものであるが，①～⑤を一つずつ見比べると，それ

， 。 ， ，ぞれの形の間には 特に１画目について少なからぬ違いが認められる しかし 私たちは

このような印刷文字の形状の違いにかかわらず，これらを同じ文字として認識するのが一

般的である。

図３ 印刷文字における字形のバリエーション

① ② ③ ④ ⑤

言言 言 言 言
このことは，図４に挙げるような手書き文字においても同様である。複数の人が書いた

文字を比べれば，人それぞれの書き方の特徴による違いが見られるであろうし，同一人物

が同じ文字を手書きすれば，書くたびに微妙な形の違いが生じるであろう。そのような違

いは，手書きする人の数だけ，あるいは，誰かがその字を手書きする回数だけ生じると言

ってよい。しかし，それら実際に具現化された手書き文字それぞれの形状の間に，かなり

の違いが認められる場合であっても，その文字における字体の枠組みを外れなければ，同

じ漢字として認識することができる。

図４ 手書き文字における字形のバリエーション

① ② ③

このように，手書き文字であるか印刷文字であるかにかかわらず，形状に違いがあって

も，ある文字がその文字であると判別されるのは，目に映る形がその文字特有の骨組みを

備えていると認識されるからである。常用漢字表では，図３に示した印刷文字と図４に示

した手書き文字について，全て同じ骨組みを備えているとみなし，同一の字体を持った同

じ漢字であると考える。例えば 「言」という字の１画目の角度は，図３の印刷文字の字形，

や図４の手書き文字の字形にも見られたように，２画目の横画に対しておおむね平行の形

から垂直の形辺りまで 「言」という漢字の字体の枠組み内にあると認められる（図５ 。， ）

この１画目について言えば，おおよそこの範囲であれば，誤りであるとみなされたり，別

の文字であると認識されたりはしない。
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図５ 「言」という漢字の１画目と２画目の関係

１画目 ２画目 平行 垂直

言
こうした例に見るとおり，文字の形状に違いがあっても，他の文字と混同することがな

く，文字の判別に関わるものでなければ，原則として同一の字体とみなし，同じ漢字であ

るとするのが常用漢字表の基本的な考え方であり，当指針も，この考え方に立って作成さ

れている。

一方，図６に示すように，文字間の形状が似ていたり，違いが小さかったりしても，そ

の差異が文字の判別に関わるような場合がある。例えば 「末」の１画目と２画目（① ，， ）

「士」の１画目と３画目（②）は，その長短を入れ替えれば，それぞれ「未 「土」とい」，

う別の漢字として識別される。また 「大」に点を加えることで「太」という別の漢字とし，

て，さらに「太」の点を置き換えることで「犬」という別の漢字として識別される（③ 。）

このような文字の形状の違いは，漢字の骨組みの違い，つまり，字体の違いにまで及んで

。 ， ，いるものである 字形の相違によって 元の字の字体の枠組みの範囲にあると判断されず

別の漢字として認識される例である。

図６ 字形の小さな違いが文字の判別に関わる場合

①１画目 ２画目 ②１画目 ３画目 ③

末-未 士-土 大-太-犬
さらに，図７に示すように，点画の接し方や数の違いによっては，同じ文字として認め

， ，ることができず 文字としては認識できないもの又は文字としての役割を果たせないもの

若しくは，別の文字と判断されるものがある。

図７ 同じ文字として認められないもの

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

信計
図３及び４の字形は，全て同じ文字として認識できた一方で，例えば，図７の①のよう

に，１画目と２画目が「十」のように大きく交わっているような場合には 「言」という文，

字における字体の枠組みの範囲から外れていると捉えられ，骨組みが異なっていると認識

されるのが一般的である。加えて，②～④のように点画が少なかったり，多かったりする

ことによって 「言」という文字における字体の枠組みの範囲にはないと判断されることも，

ある。このように，その文字特有の字体の枠組みの範囲にあると認められず，その骨組み

に該当するような別の漢字がない場合には，どの文字の字体にも当てはまらず，文字とし

ては認識できないもの又は文字としての役割を果たせないものとみなされることになる。

ほかにも 「言」における⑤「計」や⑥「信」のように，ある漢字に点画が加わったり，他，

の構成要素と組み合わされたりすれば，別の字種・字体であると判別される場合もある。

なお，字体は，その文字を使う人々によって共有されている必要がある。私たちの脳裏

には，漢字それぞれの字体について思い描く形状があり，文字を書く際には，一般にその
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脳裏にある字体の枠組みから外れないように書き表そうとする。それによって，受け取る

， ， 。 ，側に 意図したとおりの文字として認識してもらうことができ 意味内容が伝わる 逆に

誰かの書いた文字を読み取るときには，目に映った形状を脳裏の字体の枠組みと照らし合

わせて，それが何という文字であるかを認識する。これらのことは，原則として，お互い

の間で字体が共有されているからこそ成り立つ情報交換である。

加えて，字体は，その文字がこれまでどのように表されてきたのか，その習慣に基づい

て，決められてきたものでもある。図８には，左に手書き文字，右に印刷文字の一例をそ

れぞれ示している。これらは，手書き文字と印刷文字との間に比較的大きな形状の違いが

生じているものの例であるが，通常，３組ともに，同じ骨組みを有する同一の漢字として

認識される。これらは，別々の発展を遂げてきた手書き文字，印刷文字それぞれの表し方

の習慣を踏まえた上で，同じ字体であると判断されているものである。

図８ 手書き文字と印刷文字それぞれの表し方の習慣に基づく字形の違い

① ② ③

-心 -令 -北
ただし，こうした手書き文字と印刷文字それぞれの表し方の習慣について理解されてい

なければ，もとより正誤に関わる差異ではない形状の違いに基づいて，字体が違っている

と受け取られたり，別の文字であると判断されたりすることも起こり得る。

このように，社会において漢字を用いた円滑な情報交換が行われるためには，漢字を用

いる人々の間で，字体に関しての一定の考え方が共有されていることが欠かせず，また，

そのためには，手書き文字と印刷文字それぞれが，これまでどのように表されてきたのか

を理解しておくことが必要となる場合がある。

（２）字形

字形とは，個々の文字の形状のことである。

これは手書き文字，印刷文字を問わず，目に見える文字の形そのものを言う場合に使わ

れる用語である。別の文字であるということがはっきりと識別できるような違いから，長

短，方向，つけるか，はなすか，はらうか，とめるか，はねるか，といった細かな違いま

で，様々なレベルでの文字の形の相違を字形の違いと言う。

したがって，明らかに字体が違うもの同士の違い，例えば 「花 「鳥 「風」のよう， 」， 」，

な別の漢字同士の関係も字形の違いと言うことができる。それぞれの間に字形の違いがあ

， ， 。り それが字体の違いであると認識されるからこそ 別の文字として判別されるのである

このように形状が明らかに違い，別の文字として判別することが容易であるような場合に

は，字形の違いが意識されることは少ないと考えられる。

一方，先にも挙げた図６のような漢字は，細かな字形の違いが文字の判別に影響する例

である。これらの漢字は，形状が似ているが，点画の数や長さ等の細部の差異によって，

別の字体，ひいては，別の字種であると認識されるため，字形の違いについても注意され

やすいと考えられる。

また，図９に例示するような，同じ字種内における漢字の字体のバリエーションも字形

の違いとして捉えることができる。
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図９ 字体が異なる同一字種

① ② ③

学 學 桜 櫻 竜 龍- - -
， 「 」，「 」，「 」一般の漢字使用においては 常用漢字として掲げられている字体である 学 桜 竜

が多く用いられるが，固有名詞等においては，同じ音訓と意味を持つ「學 「櫻 「龍」」， 」，

の方があえて選ばれることもある。同一の字種であっても，字形の違いに着目して，あえ

。（ ， 「 」，「 」，て古い字体を用いるような場合である なお 一般的に旧字体などと呼ばれる 學 櫻

「龍」などを，常用漢字表では「いわゆる康熙字典体」と言う 「康熙字典」は，１８世紀。

， （ ） ， ，初め 康熙帝の時代の中国 清朝 で編纂された字典であり 戦前の明朝体活字の設計は
さん

おおむねこれによっていた ）。

ここまでは，字形の違いが，字体の違いに及んでいるような場合について見てきたが，

同じ字体を持った漢字が書き表されたり印刷されたりする場合にも，それぞれの間に字形

の違いが生じることがある。例えば，図１で見たとおり，手書きの文字の場合には，同一

人物が同じ文字を書くたびに生じる微細な違いや，複数の人が同じ文字を書く場合のそれ

ぞれの書き癖等による違いが表れ得る。これらも字形の違いとして捉えられる。同じ漢字

の手書き文字と印刷文字との間に生じる違い，明朝体とゴシック体など印刷文字の種類の

違いなども同様である。

また，図２で見たとおり，文字の点画の長短の違い（ 雨 ）や方向の違い（ 仰 ，つ「 」 「 」）

けるか，はなすか（ 文 ，はらうか，とめるか（ 奥 ，とめるか，はねるか（ 木 ）等「 」） 「 」） 「 」

によって生じる形状の違いのような差異も，微細なものまで含めて，同一字体の枠組みに

おける範囲内での字形の違いとして捉えることができる。

以上のように，字形という用語は，全く別の漢字の形状の違いから，同じ漢字における

とめやはねなどの微細な違いまで，様々なレベルで用いられる。このうち，一般の社会生

活において，漢字の字形について問題になるのは，図１及び２で示したような，同じ字体

を持った文字同士における字形の違いであることが多い。手書き文字の字形と印刷文字の

字形の違いは字体の違いとして捉えられるものではなく，どちらかだけが正しい又は誤っ

ているとすべきではない。また，とめ，はね，はらい等の細かな差異についても，字体の

違いに及ぶものでなければ，漢字の正誤を左右するようなものとして問題視する必要はな

い。

（３）字種

字種とは，原則として同じ音訓・意味を持ち，語や文章を書き表す際に文脈や用途によ

っては相互に入替えが可能なものとして用いられてきた漢字の集合体としてのまとまりの

ことである。

例えば 「学」と「學 「桜」と「櫻 「竜」と「龍」などは，それぞれ同じ字種の漢， 」， 」，

字として一つにまとめることができる。字種という用語は，一般の社会生活では余り用い

， ，「 」 「「 」 ， ，られないが 常用漢字表では 表の見方及び使い方 に 本表 には 字種2136を掲げ

字体，音訓，語例等を併せ示した」とあるとおり，掲出されている漢字を字種として数え

ている。

常用漢字表の本表には 「桜（櫻 」のように，常用漢字として「桜」が示され，それと， ）
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ともに，明治以来行われてきた活字とのつながりを示すため，丸括弧に入れて，いわゆる

康熙字典体である「櫻」が掲げられている。この「桜」と「櫻」とは，同じ漢字であると

言われることがある。これは，両者の間に歴史的なつながりがあり，文脈や用途によって

は相互に入替えが可能な，原則として同じ音訓と意味を持った文字として用いられてきた

からである。現在，一般的な漢字使用においては，常用漢字表が掲げる「桜」が用いられ

るが 「櫻」は旧字体などとも呼ばれ，人名や団体名等の固有名詞に用いられるなど，日常，

生活においても目にすることがある。常用漢字表では，この「桜」と「櫻」のような関係

を「同じ字種」であると言う 「学」と「學 「竜」と「龍」なども同様の関係である。。 」，

， ，「 」 「 」 「 」，「 」 「 」ほかに 同じ字種として用いられてきたものとして 島 と 嶋 と 嶌 松 と 枩

のような関係も挙げられる。

一方 「士」と「土 「末」と「未 「太」と「大」と「犬」のように形が似ている文， 」， 」，

字も含め，音訓・意味が異なっていて，相互に入れ替えて用いることのできない漢字同士

は 「別の字種」である 「型」と「形 「中」と「仲」のように，音訓や意味に共通する， 。 」，

ところがあるような文字同士であっても，歴史的なつながりがほとんどなかったり途絶え

たりして，現在において相互に入れ替えて使われることがないものは，別の字種であると

。 ， 「 」 「 」，「 」 「 」 ，みなされる また 常用漢字表に掲げられている 坂 と 阪 著 と 着 のように

過去において同じ字種として用いられていたものが，用法の変化によって，現在では，別

の字種とみなされるようになっている場合もある。

なお 「桜」と「櫻」を「違う漢字である 」と言うこともできるが，これは，両者の字， 。

体の違いに着目した場合である。常用漢字表では，同一の字体を持った文字を指す場合に

「同じ漢字」と言い 「同じ字種」という言い方と区別している。つまり，常用漢字表にお，

ける「桜」と「櫻」は同じ字種であるが，字体の上では異なる漢字として扱われる。

（４）通用字体

通用字体とは，一般の社会生活において最も広く用いられている字体，そして，今後と

も広く用いられていくことが望ましいと考えられる字体として，常用漢字表がそれぞれの

字種を示すに当たって採用し，漢字を使用する際に用いるべき字体の目安としているもの

である。

2,136の字種から成る常用漢字表は，円滑な情報交換を実現するという趣旨から，原則と

して１字種につき１字体を採用する考え方に立っており，複数の字体を擁する字種につい

ても，そのうちから一つの字体が選定されている。これを通用字体と呼ぶ。それぞれの字

種に掲げられた通用字体は，常用漢字表が適用される一般の社会生活において最も広く用

いられている字体，そして，今後とも広く用いられていくことが望ましいと考えられる字

体を意味している。字体は本来，抽象的な概念として把握されるべきもので，具体的な形

状を持つものではない。そのため，常用漢字表は，便宜上，明朝体のうちの一種を例に用

いて，具体性を持たせた形で「印刷文字における現代の通用字体」を示している。

なお，常用漢字表では，図10のとおり，通用字体のほか丸括弧内に「いわゆる康熙字典

体」が示されている。いわゆる康熙字典体は常用漢字の字体ではなく，明治以来行われて

きた活字とのつながりを示すため，飽くまでも参考として添えられたものである。
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図10 常用漢字表 本表の例

通用字体 いわゆる康熙字典体

（５）書体

書体とは，字体を基に文字が具現化される際に，文字に施された一定の特徴や様式の体

系を言う。骨組みとしての字体が具現化し文字として表される際には，何らかの書体に属

するものとして分類できる。

例えば，図11のような，印刷文字に用いられる明朝体（縦線を太く，横線を細くし，横

画の終筆部にウロコと呼ばれる三角形の装飾を付けるような形にデザインしたもの ，ゴ。）

シック体（点画を一様に肉太にデザインしたもの ，教科書体（手書きの楷書体に倣って。）

デザインしたもの ）などの体系を書体と言うことがある。これらそれぞれの書体には，細。

部で微妙に異なる様々なデザインが施されているものがあり，明朝体，ゴシック体，教科

書体などのそれぞれに，幾種類もの種類（セット）が存在している。

図11 印刷文字の書体

①明朝体 ②ゴシック体 ③教科書体

言言 言
また，次ページの図12 に示した，篆書，隷書，草書，行書，楷書など，印刷文字よりも

てん

古くから歴史的に形成されてきた体系についても書体と言われる。それは，それぞれに字

， 。体の具現化の仕方 骨組みへの肉付けの仕方に一定の特徴や様式が認められるからである

， ， 。ただし このような書体の違いは 字体の違いに及ぶ場合がある点には注意が必要である

さらに，店の看板，広告，商品のロゴマークなど，その都度の目的に応じて個々にデザイ

ンされ用いられる文字の在り方についても書体と言われることがあるが，この場合には，

必ずしも一定の体系を持ったものではないことが多い。

なお，当指針が扱うのは，主として，手書きの文字のうちの楷書（行書に近いものを含

む ）であり，篆書，隷書，草書，行書は直接の対象としていない。。
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図12 歴史的に形成されてきた手書き文字の書体の例

篆書体 隷書体 草書体 行書体 楷書体

言

安

清

書

天

道

無
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平成２６年度「国語に関する世論調査」の結果（抜粋） 
 

 

１．調査の目的   現在の社会状況の変化に伴う日本人の国語に関する意識や理解の現状につ

いて調査し，国語施策の立案に資するとともに，国民の国語に関する興味・関

心を喚起する。 
 
２．調 査 対 象 （1）母 集 団 全国 16 歳以上の男女個人 
 （2）標 本 数 3,000 人 
 （3）抽出方法 層化２段無作為抽出法 
 
３．調 査 時 期 平成２７年１月３１日～２月１５日 
 
４．調 査 方 法 調査員による面接聴取法 
 
５．回 収 結 果    （1）調査対象総数  （100.0％）3,493（正規対象 3,000，予備対象 493） 

 （2）有効回収数（率）（55.6％）1,942（正規対象 1,611，予備対象 331） 
 

 

日常生活において，文字を手書きする頻度 

 
問 14〔回答票〕あなたには，日常生活において，文字を手書きする機会がありますか。それとも，

ありませんか。この中から選んでください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印刷されたものと手書きが加えられたものに対する感じ方 

 
問 15〔回答票〕年賀状や挨拶状などは，印刷されたものが増えていますが，あなたは，文字の

部分が全て印刷されたものと文字の部分が手書きされたものや手書きが一言加えられた

ものとでは，どちらが良いと思いますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.2 34.4 20.9 6.4 0.1

(%)

(n=1,942)

分からないよくある

ない

時々ある
ある

（計）

ない

（計）

72.7 27.3

余りない

5.0 87.6 6.6 0.8

(%)

(n=1,942)

分からない

全て印刷された

もの

どちらも変わらない
手書きされたものや手書きが

一言加えられたもの
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文字を手書きする習慣についての意識 

 
問 16〔回答票〕文字を手書きする習慣は，これからの時代においても大切にすべきであると

思いますか，それともそうは思いませんか。この中から選んでください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（「大切にすべきであると思う」と答えた人に） （「大切にすべきであるとは思わない」と答えた人に） 

付問 1〔回答票〕文字を手書きする習慣を大切 付問 2〔回答票〕文字を手書きする習慣を大切に 
にすべきであると思うのはなぜですか。 すべきであるとは思わないのはなぜですか。 
この中から幾つでも選んでください。 この中から幾つでも選んでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

91.5

1.6

6.4 0.5

(%)

(n=1,942)

分からない

大切にすべきで

あると思う

どちらとも

言えない

大切にすべきで

あるとは思わない

文字を手書きすることは，
漢字などを正確に身に付け
ることにつながるから

手書きの文字には個性が表
れ，印刷文字にはない情感
などを込めることができる
から

文字を手書きすること自体
が文化であり，それを守っ
ていくべきだと思うから

情報機器が普及されても，
手書きをする機会がなくな
ることはないと思うから

分からない

63.3

60.7

45.2

27.2

0.4

0 20 40 60 80(%)

(n=1,776)

手書きの文字よりも印刷文
字の方が整っており，誰に
でも読みやすいから

情報機器の普及によって，
今後，手書きをする機会自
体がなくなっていくと思う
から

文字を手書きすることに特
別な思いを抱くことには意
味がないと思うから

情報機器を使えば，漢字な
どを正確に書くことができ
るから

分からない

50.0

46.9

12.5

6.3

3.1

0 20 40 60(%)

(n=32)
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字体・字形の違いに対する感じ方 

 
問 17〔回答票〕あなたは，ここに挙げた（1）～（9）に二つずつ並べた手書きの漢字の矢印の

部分 そ ぞ う 感じ ら選 くださ  
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「字体についての解説」の認知度 

 
問 18〔回答票〕国が一般の社会生活における漢字使用の目安を定めた「常用漢字表」（平成 22 年

11 月 内閣告示）には，印刷文字と手書きの文字との関係や漢字の形について説明した

「（付）字体についての解説」という部分があります。あなたは，この「字体についての解

説」を御存じでしたか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
漢字の正誤の判断基準について 

 
問 19〔回答票〕問 17(1) ～(9)のような二つずつ並べた手書きの漢字は，「常用漢字表」で，どちらの

書き方をしてもよいとされているものの一例です。例えば，入学試験や入社試験，検定試験

などにおいて，上記のような書き方の違いによって正答になったり誤答とされたりするよう

なことがあるとしたら，それについてどのように考えますか。あなたの考えに最も近いもの

を一つだけ挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.4 12.0 42.1 33.9 3.7

(%)

(n=1,942)

分から

ない

「字体についての

解説」の内容を

知っていた

「常用漢字表」は知って

いたが，「字体について

の解説」は知らなかった

「字体についての解説」

の存在は知っていた

「常用漢字表」

を知らなかった

66.5 21.9 5.7 5.9

(%)

(n=1,942)

分からない

国の示した目安に沿って，両方

とも正答にすべきだと思う

試験を受ける人が基準を

知っているか否かに関係

なく，採点する側の決め

た基準で，正誤を区別し

てもかまわないと思う

試験を受ける人に採点の

基準を前もって示してあ

れば，正誤を区別しても

かまわないと思う
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印刷文字と手書き文字の形の違い 

 
問 20〔回答票〕次に例として挙げた「衣」，「家」，「心」，「保」，「令」のように，印刷文字と

手書きの楷書文字との間で，形に違いが生じる場合があります。あなたはそのことを

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
手書き文字の書き表し方 

 
問 21〔回答票〕問 20 のような印刷文字と手書き文字の形状の違いは，それぞれの表し方の習慣が

違うことによるものです。近年，窓口などで，書いた文字を活字のとおりに書き直すように

依頼されることがありますが，手書きする際には手書きの習慣に従ってよく，印刷文字の形

のとおりに書く必要はありません。そのことは御存じでしたか。 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.7 20.4 65.7 2.1

(%)

(n=1,942)

分からない

よく

知っていた

何となく

知っていた
知って

いた

（計）

32.2

知らなかった
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文化審議会国語分科会委員名簿（ ）14，15期

敬称略・五十音順）（

秋 山 純 子 三鷹中央学園三鷹市立第四中学校校長
あき やま じゅん こ

石 井 恵理子 東京女子大学教授
いし い え り こ

井 田 由 美 日本テレビ放送網株式会社編成局アナウンスセンター アナウンス部専任部次長
い だ ゆ み

（１４期まで）

○ 伊 東 祐 郎 国立大学法人東京外国語大学教授，留学生日本語教育センター長
い とう すけ ろう

井 上 洋 一般社団法人日本経済団体連合会教育・スポーツ推進本部長
いの うえ ひろし

入 部 明 子 つくば国際大学教授・図書館長
いり べ あき こ

◎ 岩 澤 忠 彦 一般財団法人ＮＨＫ放送研修センター常務理事・日本語センター長
いわ さわ ただ ひこ

沖 森 卓 也 立教大学教授
おき もり たく や

尾 﨑 明 人 名古屋外国語大学大学院国際コミュニケーション研究科教授
お ざき あき と

押 木 秀 樹 国立大学法人上越教育大学教授
おし き ひで き

（１５期から）

影 山 太 郎 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所所長
かげ やま た ろう

加 藤 早 苗 インターカルト日本語学校代表
か とう さ なえ

加 藤 富 則 愛知県振興部次長
か とう とみ のり

（１５期から）

金 田 智 子 学習院大学教授
かね だ とも こ

神 吉 宇 一 長崎外国語大学特任講師
かみ よし う いち

（１５期から）

亀 岡 雄 独立行政法人国際交流基金上級審議役
かめ おか ゆう

（１５期から）

川 瀬 眞由美 テレビ朝日番組審査室放送番組審議会事務局担当部長
かわ せ まゆみ

（１５期から）

川 端 一 博 公益財団法人日本国際教育支援協会作題主幹
かわ ばた かず ひろ

小 山 豊三郎 愛知県地域振興部次長
こ やま とよ さぶ ろう

（１４期まで）

迫 田 久美子 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所
さこ だ くみこ

日本語教育研究・情報センター教授
笹 原 宏 之 早稲田大学教授
ささ はら ひろ ゆき

佐 藤 栄 作 国立大学法人愛媛大学教授
さ とう えい さく

（１５期から）

佐 藤 郡 衛 目白大学学長
さ とう ぐん えい

杉 戸 清 樹 独立行政法人国立国語研究所名誉所員
すぎ と せい じゆ

（１４期まで）

鈴 木 一 行 一般社団法人日本書籍出版協会常任理事，大修館書店代表取締役社長
すず き かず ゆき

鈴 木 泰 専修大学教授
すず き たい

関 根 健 一 読売新聞東京本社紙面審査委員会用語専任部長，
せき ね けん いち

一般社団法人日本新聞協会用語懇談会委員

田 中 ゆかり 日本大学教授
た なか

棚 橋 尚 子 国立大学法人奈良教育大学教授
たな はし ひさ こ

出久根 達 郎 作家，公益社団法人日本文藝家協会常務理事
で く ね たつ ろう

（１４期まで）

戸 田 佐 和 公益社団法人国際日本語普及協会常務理事
と だ さ わ

納 屋 信 日本文化大学教授
な や まこと

早 川 秀 樹 多文化まちづくり工房代表
はや かわ ひで き

松 岡 洋 子 国立大学法人岩手大学准教授
まつ おか よう こ

やすみ り え 川柳作家

山 田 隆 昭 詩人，公益社団法人日本文藝家協会常務理事
やま だ たか あき

（１５期から）

吉 尾 啓 介 独立行政法人国際交流基金上級審議役
よし お けい すけ

（１４期まで）

（◎：分科会長，○：副分科会長）
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文化審議会国語分科会漢字小委員会委員名簿（ ）14，15期

（敬称略・五十音順）

秋 山 純 子 三鷹中央学園三鷹市立第四中学校校長＊
あき やま じゆん こ

井 田 由 美 日本テレビ放送網株式会社編成局アナウンスセンター
い だ ゆ み

アナウンス部専任部次長（１４期まで）

入 部 明 子 つくば国際大学教授・図書館長
いり べ あき こ

岩 澤 忠 彦 一般財団法人ＮＨＫ放送研修センター常務理事・日本語センター長
いわ さわ ただ ひこ

◎ 沖 森 卓 也 立教大学教授＊
おき もり たく や

押 木 秀 樹 国立大学法人上越教育大学教授＊
おし き ひで き

（１５期から）

影 山 太 郎 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所所長
かげ やま た ろう

川 瀬 眞由美 テレビ朝日番組審査室放送番組審議会事務局担当部長
かわ せ ま ゆ み

（１５期から）

○ 笹 原 宏 之 早稲田大学教授＊
ささ はら ひろ ゆき

佐 藤 栄 作 国立大学法人愛媛大学教授＊
さ とう えい さく

（１５期から）

鈴 木 一 行 一般社団法人日本書籍出版協会常任理事，大修館書店代表取締役社長
すず き かず ゆき

鈴 木 泰 専修大学教授
すず き たい

関 根 健 一 読売新聞東京本社紙面審査委員会用語専任部長，＊
せき ね けん いち

一般社団法人日本新聞協会用語懇談会委員

田 中 ゆかり 日本大学教授
た なか

棚 橋 尚 子 国立大学法人奈良教育大学教授＊
たな はし ひさ こ

出久根 達 郎 作家，公益社団法人日本文藝家協会常務理事
で く ね たつ ろう

（１４期まで）

納 屋 信 日本文化大学教授
な や まこと

やすみ り え 川柳作家

山 田 隆 昭 詩人，公益社団法人日本文藝家協会常務理事
やま だ たか あき

（１５期から）

（◎：主査，○：副主査）

（ ）＊：漢字小委員会主査打合せ会委員



審 議 経 過 等

文化審議会国語分科会

第５５回：平成２６年 ５月２３日（金）

○文化審議会国語分科会長の選出について

○文化審議会国語分科会運営規則等について

第５６回：平成２６年１１月２１日（金）

○漢字小委員会の審議状況について

○日本語教育小委員会の審議状況について

第５７回：平成２７年 ２月２０日（金）

○漢字小委員会の審議状況について

○日本語教育小委員会の審議状況について

第５８回：平成２７年 ４月１７日（金）

○文化審議会国語分科会長の選出について

○文化審議会国語分科会運営規則等について

第５９回：平成２７年１０月３０日（金）

○漢字小委員会の審議状況について

○日本語教育小委員会の審議状況について

第６０回：平成２８年 ２月２９日（月）

○漢字小委員会の審議結果について

○日本語教育小委員会の審議結果について

漢字小委員会

第 ８ 回：平成２６年 ５月２３日（金）

○主査，副主査の選出について

○小委員会の議事公開について

第 ９ 回：平成２６年 ６月２０日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（問題点

の整理と検討）

第１０回：平成２６年 ７月２５日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（学校教
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育の現場における現状についての報告と検討）

第１１回：平成２６年 ９月１２日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（窓口業

務における現状についての報告と検討）

第１２回：平成２６年１０月１０日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（論点の

整理）

○平成２５年度国語に関する世論調査の結果について

○漢字小委員会主査打合せ会の設置について

第１３回：平成２６年１２月１９日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（これま

での議論の議論のまとめ及び指針の構成についての検討）

○「国語分科会で今後取り組むべき課題について（報告）」（平成２５年２月）にお

いて未検討の課題について

第１４回：平成２７年 １月１６日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（指針

の構成及び「字体・書体・字形」等の考え方について検討）

○「国語分科会で今後取り組むべき課題について（報告）」（平成２５年２月）におい

て未検討の課題について

第１５回：平成２７年 ４月１７日（金）

○主査，副主査の選出について

○小委員会の議事公開について

○漢字小委員会主査打合せ会の設置について

第１６回：平成２７年 ６月２６日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（指針の

構成，第１章及び問いについての検討）

第１７回：平成２７年 ７月２４日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（指針の

構成，第１章，第２章及び字形比較表についての検討）

第１８回：平成２７年 ９月２５日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（指針の

構成，第１章，第２章及び問いについての検討）

○平成２６年度「国語に関する世論調査」の結果について
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第１９回：平成２７年１０月１６日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（中間報

告（案）の検討）

第２０回：平成２７年１１月２７日（金）

○「国語分科会で今後取り組むべき課題について（報告）」（平成２５年２月）におい

て未検討の課題について

○「同音の漢字による書きかえ」について

○漢字表と漢字調査について

第２１回：平成２７年１２月１８日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成について（「手書

き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針（仮称）（案）の検討）

○「国語分科会で今後取り組むべき課題について（報告）」（平成２５年２月）におい

て未検討に課題について

第２２回：平成２８年 ２月 ９日（火）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（「常用漢字表

の字体・字形に関する指針（報告）」（案）の検討）

漢字小委員会主査打合せ会

第 １ 回：平成２６年１１月 ７日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（対象，前書き，

示し方の検討等）

第 ２ 回：平成２６年１２月１２日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（構成，示し方，

用語「字体・書体・字形」の検討等）

第 ３ 回：平成２７年 ２月２７日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（比較表，印刷

文字と筆写の楷書の関係，用語「字体・書体・字形」の検討等）

第 ４ 回：平成２７年 ３月１６日（月）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（字体・字形等

の考え方，印刷文字のデザインの検討等）

第 ５ 回：平成２７年 ５月２９日（金）
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○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（構成，社会で

起きている問題，対象，字体・字形等の考え方，手書きの重要性，正誤の基準，Ｑ

＆Ａの例の検討等）

第 ６ 回：平成２７年 ６月１２日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（構成，字体・

字形等の考え方，楷書の例，Ｑ＆Ａの問いの検討等）

第 ７ 回：平成２７年 ７月１０日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（字形比較表，

印刷文字と筆写の楷書の関係の検討等）

第 ８ 回：平成２７年 ９月 ７日（月）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（構成，字体・

字形等の考え方，字形比較表，印刷文字と筆写の楷書の関係，Ｑ＆Ａの問いの検討

等）

第 ９ 回：平成２７年１０月 ８日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（中間報告（案）

の検討）

第１０回：平成２７年１１月１３日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（タイトル，目

次，Ｑ＆Ａ，字形比較表の検討等）

第１１回：平成２７年１２月 ４日（月）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（タイトル，目

次，「はじめに」，字形比較表，寄せられた意見への対応の検討等）

第１２回：平成２８年 １月２９日（金）

○「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針について（「常用漢字表

の字体・字形に関する指針（報告）」（案）の検討）

協 力 者

○ 窓口業務に関する報告 山 下 敦 子

○ 手書き文字の執筆 佐 藤 英 樹 （早稲田大学高等学院講師）
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第３章 字体・字形に関するＱ＆Ａ 問い一覧

１ 基本的な事項に関する問い

（１）手書き文字の字形と印刷文字の字形について

Ｑ１ 手書き文字と印刷文字の字形の違い① 学校で教わった漢字の形と新聞や本で見る漢字の形が違っていることがあります。

どちらが正しいのですか。

Ｑ２ 手書き文字と印刷文字の字形の違い② 手書き文字の字形と印刷文字の字形とは，一致させるべきではないでしょうか。

Ｑ３ 多様な手書き字形を認めるのは，漢字の文化の軽視ではないか それぞれの漢字を手書きする際に，様々な字形を認めること

は，漢字の文化をないがしろにし，壊してしまうことにつながりませんか。

Ｑ４ 表外漢字の扱い この指針に書いてあることは，常用漢字表にはない漢字についても当てはまると考えていいのでしょうか。

（２）字体，字形，書体，字種などの用語について

Ｑ５ 「字体」，「字形」とは 漢字の「字体」，「字形」とは，それぞれ，どのようなもので，両者にはどのような違いがあるのですか。

常用漢字表の考え方を説明してください。

Ｑ６ 「字種」とは 常用漢字表の「表の見方及び使い方」には「字種2,136字を掲げ」とありますが，この「字種」とはどういうこ

とでしょうか。

Ｑ７ 「通用字体」とは 常用漢字表の「通用字体」とは，どういうものですか。

Ｑ８ 「いわゆる康熙字典体」とは 常用漢字表に示されている「いわゆる康熙字典体」とは，どういうものですか。旧字体とは違う
こうき

のですか。

Ｑ９ 「書体」とは 常用漢字表では「書体」という用語をどのような意味で使っているのですか。

Ｑ10 いわゆる康熙字典体，許容字体の扱い 常用漢字表に丸括弧（ ）付き，角括弧［ ］付きで示されている漢字は何ですか。

常用漢字と同じように使ってもかまわないのでしょうか。

Ｑ11 「異体字」とは 「異体字」とは，どういうものですか。

Ｑ12 旧字体や略字など，異体字を使ってよいか 日常生活の中で，旧字体や略字などの異体字を使ってはいけないのですか。

Ｑ13 フォントと書体は同じか パソコンやタブレットなどの情報機器には，「フォント」と書いてあるところに「明朝体」，「ゴシッ

ク体」といった書体が出てきます。フォントは書体のことだと考えてよいのですか。

Ｑ14 点画が間引きされたように見える字体 パソコンや電子辞書のモニターに出てくる漢字の中に，画数が足りないものがあるよ

うな気がします。どういうことでしょうか。

（３）常用漢字表「（付）字体についての解説」について

Ｑ15 字体の違いにまで及ばない字形の違い 「字体についての解説」にある「字形の異なりを字体の違いと考えなくてもよい」と

は，どういう場合のことを言うのでしょうか。

Ｑ16 明朝体以外の印刷文字の扱い 「字体についての解説」の「明朝体のデザインについて」の考え方は，明朝体以外の印刷文字

についても同様に当てはまるのでしょうか。

Ｑ17 いろいろな書き方の組合せ 「案」という漢字の場合，「字体についての解説」では，はねる書き方もとめる書き方もある「木」

と，２画目（「ノ」）と３画目（「一」）が接する書き方も交わる書き方もある「女」の両方の形を部分として持っています。「木」

と「女」それぞれに例示された二つの字形を掛け合わせると，「案」には四つのパターンが生じることになります。そのように，

部分部分の書き方を組み合わせて考えてよいのでしょうか。

Ｑ18 特定の字種に適用されるデザイン差 印刷文字で「茨」と「茨」はデザイン差とされているのに，「恣」の場合には「次」の形
だけを認め，「次」の形を認めないのはどうしてですか。

Ｑ19 手書きの楷書と印刷文字の違いが字体の違いに及ぶもの 「煎」という字の「灬」を除いた部分を，「前」という字と同じよう
に書くと，字体の違いに及ぶというのは，どういうことでしょうか。

Ｑ20 表外漢字の書き方 「絆」という字を手書きするとき，右の部分（つくり）は「半」の形にしてもよいのでしょうか。「絆」の

ように，常用漢字ではないものについて，書き方に迷ったらどうすればよいのでしょうか。

（４）漢字の正誤の判断について

Ｑ21 漢字の正誤をどう判断するか 常用漢字表の考え方では，漢字が正しいか誤っているかを，どのように判断するのですか。

Ｑ22 緩やかな基準でよいのか 常用漢字表では，漢字を書く際のとめ，はね，はらいなどについて，緩やかな考え方が示されてい

ますが，その結果，どのような書き方をしてもいいということになってしまわないでしょうか。

Ｑ23 正しい字形をきっちりと教えるべきではないか 漢字は，正しい字形を，きっちりと教える必要があると思います。そのよう

な考えは間違っているでしょうか。

Ｑ24 常用漢字表は「標準」と「許容」を決めているか 書写関係の本では，学習指導要領の字形を「標準」とした上で「許容」の

書き方を示していることがあります。常用漢字表には「標準」と「許容」という考え方はないのですか。

Ｑ25 発達段階への配慮が必要な場合 ６，７歳くらいの子供に対しても，点画の長さやとめ，はね，接し方などが「字体について

の解説」のように緩やかに幅広く認められていることを前提に教える方がいいのでしょうか。

Ｑ26 学校のテスト等との関係 児童が漢字の書き取りテストで，教科書の字とは違うものの「字体についての解説」では認められ

ている形の字を書いてきました。このような場合は，正答として認めるべきなのでしょうか。

Ｑ27 入学・採用試験等における字体・字形の扱い 入学試験や採用試験などの漢字の書き取り問題では，どのような考え方に基づ

いた採点が行われるのが望ましいでしょうか。
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Ｑ28 手書きの習慣を印刷文字に及ぼせるか 「字体についての解説」には，「僅」，「葛」などを手書きする際には，「 」，「 」の

ように，印刷文字と違う字体で書くことがあるという説明があります。印刷文字についても，「 」，「 」のような字を使ってい

いのでしょうか。

Ｑ29 行書のような書き方 例えば，急いでメモを取るときには，「口」を「 」のように書いてしまうこともあります。そのよう

な手書き文字についてはどのように考えればいいのでしょうか。

Ｑ30 いわゆる書写体（筆写体）の扱い 書道関係の本を見ると，常用漢字表の通用字体とは形の違う楷書の文字がいわゆる「書写

体」（「筆写体」とも。）などとして示されていることがあります。そのような字を使うことについて，どのように考えればいいで

しょうか。

Ｑ31 現在もよく使われる書写体（筆写体）の扱い 「四」を「 」，「西」を「 」のように書いた字をよく見掛けます。このよ

うな字の正誤は，どのように判断すればよいでしょうか。

Ｑ32 名前などに使われる異体字の扱い 「高橋」さんには「髙」という字を使う人がいます。また，「崎」の代わりに「﨑」，「達」

の代わりに「逹」，「辺」の代わりに「邊」又は「邉」などと書く人もいます。このような字についてはどのように考えればいい

のでしょうか。

Ｑ33 印刷文字のとおりに手書きしないといけないのか ある窓口で書類に自分の氏名を記入したところ，印刷された明朝体の文字

を示されて，その形のとおりに書き直すように言われました。印刷文字のとおりに書かなくてはいけないのでしょうか。

Ｑ34 窓口で問題になることの多い漢字 手書き文字と印刷文字の違いに関して，窓口などでよく問題になる漢字があったら教えて

ください。

（５）漢字の正誤の判断基準と「整い方」，「丁寧さ」，「美しさ」，「巧みさ」などの観点について

Ｑ35 整っていない字を，正しいと言えるのか 漢字のテストなどで，整っているとは言い難い読みにくい字で書かれていても，誤

りではないと言えるのでしょうか。

Ｑ36 どのような字形で書いてもいいのか 雑に書かれている字や十分に整っていない字であっても，字体が読み取れさえすれば誤

りではないということは，どのような字形で書いてもいいということでしょうか。

Ｑ37 一定の字形を標準とする場合の正誤の判断 ある字形を推奨し，それを正誤の判断基準にすることは，テストの採点などをは

じめ，一般的に行われていることと思います。正誤を判断する場合に，一定の字形を標準にすることも避けるべきでしょうか。

２ 具体的な事項に関する問い

（１）問題になることの多い漢字

Ｑ38 はねるか，とめるか（「木」・「きへん」など） 「木」という漢字の真ん中の縦画の最後を，はねるように書いたら誤りなので

しょうか。「きへん」の場合についても教えてください。

Ｑ39 「いとへん」の下部の書き方 「絵」などの「いとへん」の下の部分を「小」のような形ではなく，点を三つ並べるように書い

ているものをよく見掛けます。そのような書き方をしてもいいのでしょうか。

Ｑ40 接触の有無（「右」など） 「右」の「口」は「ノ」の部分に接触するように書くべきでしょうか。それとも接触しないように

書くべきでしょうか。

Ｑ41 「木」と「ホ」（「保」など） 私の名前には「保」という漢字が使われています。先日，住民票をとったところ，「にんべん」

に「口」＋「ホ」の形の「保」ではなく，「口」＋「木」の「保」という形で印刷されてきました。窓口の人は，これは同じ漢字

であるというのですが，本当でしょうか。

Ｑ42 「令」や「鈴」を手書きの楷書でどう書くか ある金融機関の窓口で書類に記入する際に「令」を小学校で習った形（「 」）

で書いたら，明朝体と同じ形に書き直すように言われました。そうする必要があったのでしょうか。また，「鈴」，「冷」，「齢」と

いったほかの常用漢字や「伶」，「怜」，「玲」などの表外漢字の場合も同じように考えていいのでしょうか。

Ｑ43 「女」の「一」と「ノ」の接し方 「女」という漢字の２画目は，３画目の横画よりも上に出ない形で書くようにと学校で習っ

たのですが，その書き方を間違いだという人もいます。どちらが正しいのでしょうか。

Ｑ44 「士」と「土」を構成要素として持つ漢字 「吉」という字の上の部分を「土」と書いてあるのを見ることがありますが，これ

は「吉」とは別の字でしょうか。また，「喜」という字の「士」を「土」と書いたり，「寺」の「土」を「士」と書いたりする文

字を見ることがあります。そういう字は，誤りと考えていいのでしょうか。

Ｑ45 はねるか，とめるか（「改」など） 例えば，「改」という漢字の「己」の最後のように，印刷文字でははねていますが，学校

でははねないと教わった漢字があります。どちらが正しいのでしょうか。

Ｑ46 「はつがしら」の接触の有無 「登」と「発」では，「はつがしら」の上部を離すか接するかがそれぞれ決まっていて，違う書

き方をすると教わった記憶があります。使い分けが必要ですか。

Ｑ47 とめるか，はねるか，はらうか（「園」，「猿」など） 「園」や「遠」という漢字の「袁」と，「猿」という漢字の「袁」では，

下の部分の表し方が違っていることがありますが，これは使い分ける必要があるのでしょうか。

Ｑ48 「奏」の下の部分の書き方 「奏」という漢字の下の部分を「夭」で書いたら誤りでしょうか。

Ｑ49 「者」には点がなく，「箸」にはあるのはなぜか 印刷された文字を見ると，「者」や「都」という漢字には「日」の上に点がな

いのに，「箸」や「賭」には点があるのはどうしてですか。また，それを使い分ける必要があるのですか。

Ｑ50 「塡」か「填」か（文字コードとの関係） 電子辞書で「補塡」という言葉を調べようとしたら，常用漢字表の「塡」とは違う

「填」という形が出てきました。どうしてこういうことが起きるのでしょうか。また，手で書くときにはどちらを書けばいいの

でしょうか。

Ｑ51 「牙」と「芽」 「牙」という字は「芽」の下の部分のように書いてはいけないのですか。また，その反対に「芽」の下の部分

を「牙」のように書くのはどうですか。

Ｑ52 画数の変わる書き方（「衷」） 「折衷」の「衷」という字は，真ん中の縦画が「一」と「口」を貫くように書かれているもの
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や，「なべぶた」（「亠」）の部分が独立して書かれているものを見ます。また，縦画が「中」のように下まで貫かれているものを

見ることもあります。どのように書けばいいのでしょうか。

Ｑ53 同じ字体の別字種（「芸」，「柿」） 「芸」や「柿」という漢字が，全く違う読み方と意味で使われることがあると聞きました。

これはどういうことでしょうか。

（２）いろいろな書き方があるもの

Ｑ54 明朝体どおりの手書き（折り方など） 例えば「糸」の１，２画目や「衣」の４画目などについて，手書きするときにも，明

朝体のような折り方で書いたら誤りですか。明朝体のように書いてもよいのだとすると，それぞれの漢字の画数は変わるのでし

ょうか。

Ｑ55 明朝体どおりの手書き（筆押さえなど） 常用漢字表の「八」という字の２画目には，屋根のような部分がありますが，これ
は手書きするときにも書くべきですか。

Ｑ56 明朝体どおりの手書き（曲直，その他） 「子」という字は，手書きでは，縦の線を曲げて「 」のように書きますが，明朝

体では縦の画が直線になっていることに気付きました。同様に，「家」の最後の２画の位置や「たけかんむり」の形，「心」の点

の位置など，明朝体と手で書くときとでは，形の違うものがあります。明朝体のとおりに書いてもいいのでしょうか。

Ｑ57 手書きでの「しんにゅう」の書き方 常用漢字表の「しんにゅう」の字には点が一つのものと二つのものがありますが，これ

らを手書きするときにも，点の数は書き分けないといけないのですか。

Ｑ58 横画の長短 楷書の手本を見ていたら，「天」の下の横画の方が長い字や，「幸」の１番下の横画が一つ上の横画よりも長い字

などがありました。そのような書き方をしてもいいのでしょうか。

Ｑ59 上下部分の幅の長短など，構成要素同士の関係 「冒」の「日」と「目」の幅を，上下逆に書いたら間違いですか。

Ｑ60 横画の方向 「比」や「化」の右側の横画は，左から右にとめるように書いても，右から左にはらうように書いてもいいので

すか。

Ｑ61 点や短い画における方向の違いや接触の有無 「しめすへん」（「礻」）や「主」などの１画目は，垂直になっているもの，斜め

になっているもの，また，それぞれ下にある横画に接しているもの，接していないものを見ることがあります。ほかにも，四つ

の点が同じ方向を向いている「れんが」（「灬」）などもよく見掛けます。それらについては，どのように考えればいいのでしょう

か。

Ｑ62 つけるか，はなすか① 「字体についての解説」の「つけるか，はなすかに関する例」に，横画が右の縦画から離れている「月」

が例示されていますが，１画ずつをしっかり書く楷書でも，そういう書き方が許されるのでしょうか。

Ｑ63 つけるか，はなすか② 「字体についての解説」の「つけるか，はなすかに関する例」には挙がっていないものに，「口」や「月」

などの１画目と２画目が離れているような書き方があります。１画ずつをしっかり書く楷書でも，そういう書き方が許されるの

でしょうか。

Ｑ64 方向，つけるか，はなすか 「言」の１画目と２画目は，例えば，「文」や「応」の１，２画目と同じように書いてはいけない

のでしょうか。また，「言」の１画目を左上から２画目に接するような形で書くのはどうでしょうか。

Ｑ65 接触の位置 「白」や「自」という漢字の１画目の「ノ」が「日」や「目」と接触する位置は，決まっているのでしょうか。

例えば，左の縦画の先端に接触するように書いたら誤りですか。

Ｑ66 接触の仕方（「口」と「日」の最終画） 手書きの楷書では，「口」の右下の部分と，「日」の右下の部分では，画の接し方が違

うと聞きました。書き分けなくてはいけないのでしょうか。

Ｑ67 接触の仕方（「就」，「蹴」など） 「就」という字の右側は「 」のように書かないといけないのでしょうか。

Ｑ68 はらうか，とめるか 「木」や「林」，「数」や「枚」などの最後の画などは，はらって書くのが普通だと思いますが，押さえ

てとめるような書き方を見ることがあります。右にはらって書く余裕がある場合にも，そのような書き方をしてもいいのでしょ

うか。

Ｑ69 はらうか，とめるか（狭いところ） 「因」という字の「大」の３画目や「困」という字の「木」の４画目をはらうように書

く人ととめるように書く人がいます。どちらでもいいのですか。

Ｑ70 はらうか，とめるか（横画・縦画） 「耳」の５画目は右上方向にはらうような字と，とめるように書く字を見ることがあり

ます。また，「角」の３画目の縦画は，活字でははらっていますが，とめるように書かれているものを見ることがあります。どち

らで書いてもいいのでしょうか。

Ｑ71 とめるか，ぬくか（最終の縦画） 「十」の２画目をぬくように書いた字を見ることがありますが，本来はとめるべきではな

いでしょうか。

Ｑ72 はねるか，とめるか（「てへん」など） 「字体についての解説」には「うしへん」（「牜」）の縦画をとめた形で書いてもはね

た形で書いてもよいことが例示されていますが，「てへん」（「扌」）をはねないで書くのは誤りでしょうか。

Ｑ73 はねるか，とめるか（「あなかんむり」など） 「空」のあなかんむりの５画目は，活字のようにはねて書いてはいけないので

すか。

Ｑ74 単独の場合と構成要素になった場合との字形差（「女」） 「女」という漢字は，単独で使うときと，「おんなへん」で使うとき

とで書き方に違いがあるのでしょうか。

Ｑ75 横画や縦画を点のように書いたら誤りか（「戸」，「今」，「帰」など） 「戸」という字の１画目を点で「 」のように書いて

います。しかし，印刷文字では１画目が横画の「戸」の形しか出てきません。これは，別の漢字なのでしょうか。

Ｑ76 簡易慣用字体が通用字体となった漢字の扱い（「曽」など） 平成２２年に常用漢字表に追加された「曽」を「曾」と書いては

いけないのでしょうか。

Ｑ77 康熙字典体で追加された字種の手書き 「字体についての解説」には「喩」という字などを明朝体の形のまま手書きしたもの

が挙げられていますが，歴史的にはそのような書き方は余り見られないのではないでしょうか。

Ｑ78 片仮名やアルファベットとの関係 「才」という字は「 」と書くこともあると言いますが，そうすると片仮名の「オ」と見

分けられないのではないでしょうか。
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あ か
挨拶状 …… 16,17,18 楷書 …… 6,7,12,13,15,23,31,32,34,,38,66,70,75,

「あなかんむり」 …… 110,118 76,81,82,84,88,90,92,94,98,99,100,

アナログ …… 25 101,103,104,105,107,109,112,114

誤った漢字 …… 88 ～ 字形［～の字形］ …… 10,11,24,25,26,30,33,35,36,37,59,77,

誤った字 …… 79,85,100,103,110 83,113

アルファベット …… 113,114 ～ 体 …… 8,9,24,25,71,86

アンケート調査 …… 13 ～ の習慣 …… 5,59,60,61,65,67,91,102,111,113

改定常用漢字表 …… 7,16,79,102

い 書き手の個性 …… 16,68

異字形 …… 26 書き取り問題 …… 11,82,116

異体 書き分け …… 15,37,61,93,94,102,107,111

～ 字 …… 72,73,84,85 画の長短 …… 5,38,41,66,75

～ の関係 …… 29,58,72,99 学習指導要領 …… 11,12,79,81,82

～ の統合 …… 5,66,72 学習者 …… 90,91

一点一画 …… 24,65,77 学習の難易 …… 5,66

「いとへん」 …… 44,90,91 各種試験 …… 11,12

いろいろ 画数 …… 73,98,99,100

～ な書き方 …… 6,10,13,26,30,38,42,43,75,84, 拡張新字体 …… 97

94,100,103,104 学年別漢字配当表 …… 11,12,81

～ な字形 …… 67,75 片仮名 …… 36,69,92,113,114

祝いの言葉 …… 18 学校 …… 11,12,65,81,93,94

いわゆる康煕字典体 …… 8,9,70,71,72,87,96,112,113 学校教育 …… 11,12,14,24,79,80,81,82,112

印刷された文字 …… 65,71,92,96 活字のデザイン …… 12,81,87,101

印刷標準字体 …… 59,70,76,96,97,112,113 活版印刷 …… 25

印刷文字 …… 5,6,7,11,13,15,16,17,18,24,26,29,30, 活版伝習所 …… 25

33,57,58,59,65,66,67,68,69,70,71,72, 簡易慣用字体 …… 59,112

73,75,76,77,80,83,86,92,93,94,95,96, 漢字

97,98,100,101,102,107,109,111,112, ～ 仮名交じり文 …… 16

113 ～ 圏の国々 …… 99

～ のデザイン …… 8,29,66,95,99,111 ～ 指導［～の指導］ …… 11,12,80,81,82

印刷文字字形 …… 59,77,102 ～ 使用 …… 5,14,61,71,73,76,82,84,112

印刷文字字体［印刷字体］…… 5,66,69,83,97, ～ の書き取り …… 11,12,81,82

～ の教育 …… 79

う ～ の形状 …… 6,17,18

「うかんむり」 …… 106 ～ の字形 …… 5,10,12,77,79,80,82,90

「うしへん」 …… 90,110 ～ の字体 …… 5,6,10,11,12,13,14,15,17,18,19,26,65,

美しさ …… 7,88,89 66,70,72,74,76,78,81,85,90,97,103,110

ウロコ …… 25,65,68,86 ～ の習得 …… 14,16,17,90,100

運筆 …… 16,98 ～ の使用実態 …… 77,96

運用 …… 5,11,14,16,17,18,84 ～ の点画 …… 26,38,41,45,50,54,56,73

～ の伝統 …… 66,67

え ～ の範囲 …… 9,14,73

鉛筆 …… 68 ～ の判別 …… 103,107,110

～ の評価 …… 12,81,82

お ～ の文化 …… 5,6,66,79,80

欧陽詢 …… 24 ～ の骨組み …… 75,78,79,88,89,101

折り方 …… 28,31,33,100 漢字施策［漢字政策］ …… 5,16

音訓 …… 8,23,73 漢字の正誤 …… 76,78,88,89,91,93,105,106

「おんなへん」 …… 93,111 ～ の基準 ……

～ の判断 …… 78,88,89,91,93

漢字表 …… 66

＜ 凡 例 ＞
・この索引は，「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」に出てくる語句等を五十音順に配列したものである。

・本索引の項目は，「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」の主要な語句等を選定したもので，その全てを尽くして

いるわけではない。また，見出し語についても，全てのページを掲げているわけではない。

・索引内の記号については，以下のとおりとする。

（ ） ：本文中で記述している括弧をそのまま記載。

［ ］ ：同じ項目にまとめているが，本文中では違う表現をしている語。

～ ：見出し語を挿入する部分に使用。

「 」 ：部首の名称などを記述する際に使用。

【 】 ：見出し語に対しての補足。

索 引（五十音順）
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慣習 …… 17 さ
観点 …… 12,14,17,24,73,78,80,81,84,85,88,89, 差異 …… 6,12,13,14,17,36,59,71,81,101,110

慣用 …… 30,95,96,106,107,110 再現性 …… 17,18

漢和辞典 …… 96,99 最後の画［最終画］ …… 108,118

採点の基準［採点基準］ …… 11,82,83,113

き 採用試験 …… 12,14,82,83,110,113

基準 …… 6,7,11,68,78,79,82,83,91,113 「さんずい」 …… 32

絆 …… 77,115

規範 …… 70,90 し
「きへん」 …… 90,116 字義 …… 80

基本的な 字形
～ 考え方 …… 5,6,7,16,65,102 ～ の異なり …… 26,29,30,74

～ 知識 …… 80 ～ の差異 …… 36

客観的な観点 …… 88 ～ の相違 …… 13,35,92

旧字体 …… 8,9,47,56,69,70,72,73,87,105 ～ の多様性 …… 67

九成宮醴泉銘 …… 24 ～ の違い …… 7,8,13,17,24,59,65,66,74,76,77,78,93,

教育 …… 11,12,14,24,73,79,80,81,82,89,90,98,112 99,101

～ 上の配慮 …… 12,90,98 字形差 …… 87,111

～ 的効果 …… 89 字形比較表 …… 23,35,101,110

教科書 …… 11,12,65,81,90,91,93,94,100,102,108, 試験

110 各種～ …… 11,12

～ の字 …… 81,116 検定～ …… 11,12,14,110

教科書体 …… 8,9,11,65,71,83,93,95,100 採用～ …… 12,14,82,83,110,113

行書 …… 7,24,71,73,83,84,90,91,98 入学～ …… 11,12,14,82,83,110,113

～ に近い楷書 …… 91,98 入社～ …… 11

行書体 …… 8,71,75 字源 …… 40

曲線 …… 25,36,57,65,86 字種 …… 6,7,8,9,13,14,29,30,59,60,61,68,69,70,

曲直 …… 5,36,66,67,101 72,76,77,78,83,98,99,112,113

許容 …… 79,80,116 追加～ …… 7,77,112

許容字体 …… 71,72,80 追加された～ …… 6,70,76,113

金融機関 …… 15,92 辞書 …… 9,41,47,56,58,59,73,76,77,87,94,97,98,

99,100

く ＪＩＳコード …… 97,99

具現化 …… 8,9,17,70 字体

「くさかんむり」 …… 73,76,98,99 ～ 上の差異 …… 59

虞世南 …… 24 ～ 認識 …… 17

区点 …… 99 ～ の簡易化 …… 70

～ の異なる漢字 …… 85

け ～ の相違 …… 33,35,36,37

傾斜 …… 28,31 ～ の違い …… 8,9,13,26,27,29,36,59,74,76,77,78,93,

芸術 …… 18,84 99,101,102,108,110

形状 …… 6,7,8,17,18,26,68,71 ～ の判別 …… 38,41,45,50,54,56

検定試験 …… 11,12,14,110 ～ の枠組み …… 9,17,88,96,103

字体・字形 …… 6,7,9,10,11,13,14,15,18,19,37,65,70,

こ 73,77,78,80,81,82

康煕字典 …… 70 字体についての解説［（付）

康熙字典体 字体についての解説］ …… 5,6,10,12,13,14,15,23,59,65,74,75,

[いわゆる康熙字典体] …… 8,9,70,71,72,87,96,112,113 80,81,83,90,92,93,94,95,101,104,105,

康熙帝 …… 70 106,109,110,111,112,113

孔子廟堂碑 …… 24 実態 …… 12,26,29,70,73,77,80,96

構成要素 …… 9,14,15,23,29,33,34,35,36,37,38,39, 実用性 …… 13,15

40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52, 指導 …… 11,12,78,79,80,81,82,90,91

53,54,55,56,57,58,59,70,74,75,77,87, 指導した字形 …… 12,81,82

94,98,103,105,110,111 児童生徒［児童］ …… 12,65,79,80,81,82

高等学校 …… 12,14,81,82 字の骨組み …… 85,103

公用文 …… 73 始筆 …… 36,47,48,51,87,107,108

コードポイント …… 97 氏名 …… 86

国語 …… 14,69,71,80 「しめすへん」 …… 104

国語施策 …… 5,6,24,66,97 秀英体（秀英明朝体） …… 25

国語審議会 …… 5,11,59,69,76,96,97,112,113 習慣 …… 5,6,11,13,14,15,16,17,18,24,25,33,59,

～ 答申 …… 59,76,97,112,113 60,61,65,66,67,72,77,83,84,86,87,90,

国語に関する世論調査 …… 10,14,16,17,18,82,90 91,92,100,101,102,103,104,106,107,

国語分科会 108,111,112,113

［文化審議会国語分科会］…… 6,10,11 ～ の違い …… 14,15,86,101,113

ゴシック体 …… 8,9,68,71,73,75 集合体 …… 8

個性 …… 16,17,18,68 住所 …… 15

戸籍 …… 13,14,15,37,41,86,87,102 習得 …… 10,11,14,16,17,23,24,66,78,90,100

～ 行政 …… 61 柔軟 …… 12,81,82,89

固有名詞 …… 13,61,72,85,94,112 ～ な評価 …… 81,89

コンピューター …… 97 終筆 …… 28,46,47,50,52,53,54,55,65,68,86,87,

104,107,108,109,110
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住民基本台帳 …… 13,15,37,86 草書体 …… 8,71

住民票 …… 92,117 相対的な評価 …… 88

重要性 …… 16,17

準用字体 …… 97 た
小学校 …… 11,14,81,82,92,93,98,100 大学入学者選抜 …… 12,82

～ 国語の教科書 …… 93,100 体系 …… 8,9,25,71,73

～ の教科書 …… 65,91,93 大小 …… 26,30,75

小学校学習指導要 巧みさ …… 88,89,116

領解説 国語編 …… 12,81 「たけかんむり」 …… 101,117

上下 正しい …… 6,10,18,65,67,78,79,80,82,86,88,89,

～ の組立て …… 40 93,94,95,107,109

～ の幅 …… 103 ～ 形 …… 65,79

使用実態 …… 29,77,96 ～ 字 …… 79

使用頻度 …… 59 ～ 字形 …… 67,79,80,82

情報 縦書き …… 108

～ 化社会 …… 16 縦画
～ 機器 …… 5,13,16,17,18,66,69,71,73,83,92,97, ～ の終筆 …… 28,53,54,109,110

99 ～ を垂直 …… 45

～ 交換 …… 25,68,72,73,84,89 ～ を直線 …… 57,101

～ 伝達［～の伝達］ …… 68,73,84,85,88 ～ を曲げて書く …… 57

～ の発信 …… 72 縦棒 …… 107

常用漢字 …… 8,10,13,14,15,23,29,59,69,72,77,86, タブレット端末［タブレット］

92,99 …… 18,73,115

常用漢字表 …… 3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,23,24,26, 多様 …… 17,18,24,66,67,79

29,35,37,59,61,65,66,67,68,69,70,71, 段階的な評価 …… 88

72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, 単独 …… 91,94,108,111

87,89,96,97,98,99,101,102,103,110,

112,113 ち
「しょくへん」 …… 72 稚拙 …… 7,88

書写 …… 79 地名 …… 13,15,85,94

書写体 …… 84,85 中央上部の点画 …… 45

書籍 …… 59,65,69,77,96,97 中学校 …… 12,14,23,81,82

書体 …… 7,8,9,24,25,26,68,71,73,75,84,86 中学校学習指導要領 …… 12,81,82

清【国名】 …… 70 抽象的な概念 …… 7,8,17,68

申請者 …… 15,37 調査結果 …… 10,16

「しんにゅう」 …… 15,37,61,72,102 長短 …… 5,7,9,27,30,38,39,40,41,66,67,75,87,

点一つの～ …… 37,102 94,102,103,112

点二つの～ …… 15,37,61,102 直線化 …… 25

新聞 …… 65,73

人名 …… 13,61,85,94,112 つ
～ 用漢字 …… 14,15,59,103 追加された字種［追加字種］…… 6,7,70,76,77,112,113
～ 用漢字別表 …… 87 通用字体 …… 6,7,8,9,14,59,67,69,72,73,76,83,

84,85,87,97,98,101,102,112,113,

す 使い分け …… 15,41,61,87,94,95,96,98,99,102,

推奨されている字形 …… 79 103

垂直 …… 45,87,104 築地体（築地明朝体） …… 25

突き抜ける …… 87

せ 「つくり」 …… 26,30,40,77,99,113

正楷書体 …… 83 つけて書く …… 45,46,48,49

生活漢字 …… 59 つける …… 5,9,27,30,45,66,67,105,106

正誤
～ の基準 …… 6 て
～ の判断［～を判断］ …… 12,74,78,81,82,84,85,88,89,90,91,93, 丁寧 …… 7,78,79,84,88,89

95,106,107,110 手書き
～ の判断基準 …… 78,88,89,90,91,93,106,110 ～ された漢字 …… 12,80

～ の問題 …… 78,79 ～ する機会 …… 16,18

正答 …… 11,81 ～ 入力 …… 18

姓名 …… 13,15,85 ～ の価値 …… 16

接し方 …… 80,93,107 ～ の字体 …… 69

接触 …… 26,30,36,78,87,91,95,106,107 手書き［手書き（筆写）］…… 5,23,24,38,59,65,67

～ の位置 …… 27,31,57,106 手書きされた文字［手書き
～ の有無 …… 7,75,91,95,104,105  の文字，手書き文字］ …… 10,13,14,16,17,18,19,23,26,30,33,59,

狭いところ …… 67,93,95,100,108 65,66,67,68,75,77,80,83,86,87,88,89,

戦後 …… 5,24,66,69,93,96,99,102 92,97,98,100,101,106,112,113

～ の教科書 …… 90,94,102,110 手書き字形［手書きの字形，

戦前 …… 70,96 手書き文字の字形］ …… 6,10,12,13,14,16,23,61,65,66,67,75,80,

専門分野 …… 69,72 81,82,86,87,89,92,101,102,108,112

そ
相違 …… 9,11,13,26,27,33,35,36,37,59,92

草書 …… 71,84

装飾表現 …… 101
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手書きの楷書

［手書き（筆写）の楷書］…… 10,11,13,15,23,24,25,26,30,31,32,33, な
34,35,36,37,38,59,60,61,65,67,70,75, 内閣訓令 …… 5,66

76,81,82,83,84,86,90,92,94,99,100, 内閣告示 …… 5,6,66,70,81,96,97

101,102,104,105,107,109,111,112, 斜め …… 45,87,104

113,114 ～ に下りる …… 87

手書きの楷書字形 ～ の画 …… 28,106

［手書きの楷書の字形］ …… 10,11,24,25,33,35,36,37,83,113 ～ の点 …… 87

手書きの習慣 「なべぶた」 …… 98,99,106

［手書き文字の習慣］ …… 11,13,16,59,66,72,77,83,84,87,90,101, 名前 …… 69,85,86,92

112,113

デザイン …… 7,8,12,23,25,26,28,29,30,35,36,66,68, に
75,81,84,86,99,101,103,111 「にすい」 …… 28,32

～ 上の差異 …… 12,81,101 日常生活 …… 16,17,61,72,73,85,90,91

～ 上の表現 …… 100 日本語 …… 14,16

～ の体系 …… 8,73 日本語表記 …… 16

～ の違い …… 15,26 入学試験 …… 11,12,14,82,83,110,113

デザイン差 …… 26,29,30,59,76,77,87,95,98,99,108 入社試験 …… 11

デジタル化 …… 25

デジタルフォント …… 25 ぬ
テスト …… 81,88 ぬく …… 28,32,95,109

～ の採点 …… 89,116

「てへん」 …… 110 ね
手本 …… 10,24,102 年賀状 …… 16,17,18

点
～ の位置 …… 68,101 の
～ の有無 …… 96 「のぎへん」 …… 90

～ の数 …… 102

～ の大小 …… 75 は
～ の方向 …… 43,87,104 「はつがしら」 …… 95,117

点画 発達段階［発達の段階］ …… 12,79,80,81,89,90,91

～ が交わる …… 56 はなす …… 5,9,27,30,45,66,67,105,106

～ の簡略化 …… 60 はね［はねる］ …… 5,7,9,25,28,32,33,54,55,65,66,67,75,78,

～ の組合せ …… 26,30,35 79,80,87,90,94,95,104,110,111,114,

～ の整理［～を整理］ …… 5,66,69,96 はらい［はらう］ …… 5,7,9,24,25,28,32,36,43,48,50,51,52,53,

～ の接触 …… 57,105,106 66,67,78,79,95,96,103,104,108,109,

～ の長さ …… 78,80 バリエーション …… 29,30,84

～ の方向 …… 41,42 版木 …… 24,25,86

～ のまとまり …… 14 判断 …… 7,12,13,14,26,29,74,76,78,81,82,84,85,

電子辞書 …… 73,97,115 88,89,91,94,95,99,102,106,107,114

電子的な文字 …… 73 判断基準 …… 78,83,88,89,90,91,93,106,110,116

篆書 …… 71 判別 …… 7,38,41,45,50,54,56,68,74,78,91,103,

篆書体 …… 8,71 107,110

伝達 …… 14,17,18,68,73,84,85,88

伝統 …… 5,24,66,67 ひ
伝統的 …… 6,67,70,79,80,94,102 筆記具［筆記用具］ …… 68,107,108,110

～ な書き方 …… 67 筆写 …… 5

～ な漢字の文化 …… 6,79,80 ～ 字体 …… 5,66

～ な字体・字形 …… 70 ～ の習慣 …… 5,66

点一つの「しんにゅう」 …… 37,102 筆写体 …… 84,85

点二つの「しんにゅう」 …… 15,37,61,102 筆写(手書き字形）

［筆写の楷書字形］ …… 12,26,30,77,81,82

と 筆写(手書き）の楷書

同字 …… 15,29,58,72 ［筆写の楷書］ …… 6,12,26,30,66,77,81,103,104

同字体 …… 5,85 筆順 …… 44

同字体の別字種 …… 117 筆勢 …… 7

答申 …… 5,16,17,18,76,79,97,102,112,113 一そろいの活字 …… 73

動的 …… 18 評価 …… 11,12,78,79,81,82,83,88,89,110

当用漢字音訓表 …… 5 表外漢字 …… 14,15,59,67,68,69,70,76,77,87,92,97,

当用漢字字体表 …… 5,6,59,66,69,70,72,79,96,98,99 99,105

当用漢字表 …… 5,6,24,79,96 ～ の字体 …… 97,115

当用漢字別表 …… 5 表外漢字字体表 …… 59,70,76,77,96,97,112,113

動用字 …… 9 標準

道路標識 …… 74 ～ の字形 …… 23

特定の字種に適用 ～ の字体［～字体］ …… 70,96,97

されるデザイン差 …… 29,30,76,98 表の見方及び使い方 …… 6,69,70,83,97,102

整い方 …… 7,88,89 広いところ …… 95

整っていない字 …… 88

とめ［とめる］ …… 5,7,9,23,24,28,32,50,51,52,53,54,55, ふ
65,66,67,68,75,78,79,80,90,94,95,103, フォント …… 25,73,97,99,101

104,108,109,110,111,114 付加的な価値 …… 17,18

とめはね …… 78
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複数 文字
～ の字体 …… 8,9 ～ によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ …… 14,88

～ の縦画 …… 41 ～ の運用 …… 17,18,84

～ の横画 …… 38 ～ の形状 …… 7,71

（付）字体についての解説 ～ の整い方 …… 88

［字体についての解説］ …… 5,6,10,12,13,14,15,23,59,65,74,75,80, ～ の骨組み …… 7,17,59,66,71,83,84,114

81,83,90,92,93,94,95,101,104,105, ～ を書く動作 …… 107

106,109,110,111,112,113,115,116 文字コード …… 97,99

部首 …… 70 ～ の制約 …… 97

筆の勢い …… 79,101 文字コード規格 …… 99

筆押さえ …… 28,32,35,87,101,107 文字生活 …… 18

震え …… 79 「もんがまえ」 …… 73

文化 …… 5,6,16,18,19,66,67,79,80 文部科学大臣政務官通知 …… 12,81,82

～ としての手書き …… 89 文部省活字 …… 96

文化審議会 …… 5

～ 答申 …… 7,16,79,102 ゆ
文化審議会国語分科会 揺すらない形 …… 102

［国語分科会］ …… 6,10,11 ユニコード …… 99

文脈 …… 8,69,105,114 緩やかに曲げる …… 101

へ よ
別字 …… 29,58,110 様式化 …… 25

別字種 …… 99 様式の体系 …… 8,9,71,73

別字体［別の字体］ …… 37,76,77,78,83,87,98 横画

「へん」 …… 26,30,44 ～ の中央上部 …… 42

～ の長短 …… 38,41,94,102,112

ほ ～ のとめ …… 65,68

棒 …… 27,31 ～ の方向 …… 77,87,103

方向 …… 5,7,9,18,41,42,43,66,67,77,87,95, ～ の終筆 …… 46,86

103,104,106,108,109 横の線 …… 65

～ に関する例 …… 28,31,41,60,104 読みにくい字 …… 88

包摂 …… 99 読みやすさ …… 24,66

放送 …… 73 よりどころ …… 14,79

ボールペン …… 68

骨組み …… 7,17,59,66,67,68,71,74,75,78,80,83, り
84,85,88,89,101,103,104,105,106,114 略された字形 …… 74

略字 …… 72,73,115

ま 略体 …… 5,66,69

曲げ方 …… 28,31

交わる …… 25,27,31,56,75 れ
マスコミ …… 73 隷書 …… 24,71

「まだれ」 …… 106 隷書体 …… 8,71,75

まっすぐ書く …… 57 「れんが」 …… 104

窓口 …… 13,15,86,87,88,92

～ 業務 …… 10,13,15,37,85,86,87,94 ろ
間引き字体 …… 115 ローマン体 …… 25

丸文字 …… 75

わ
み 枠組み …… 9,17,88,96,103

右の縦画 …… 56,105

右はらい …… 36,51,67

短い画 …… 104

明朝体 …… 8,9,24,29,31,32,34,65,66,67,68,71,73,

76,83,86,87,92,93,94,95,98,99,100,

102,103,106,108,109,111,112,113,

～ 活字 …… 6,25,70

～ の字形 …… 13,25,33,35,36,37,59,60,61,101

～ のデザイン …… 12,15,23,26,28,30,35,36,75,81

め
メモ …… 83,84,116

メモ書き …… 17,68

目安 …… 11,14,69,70,73,84,97,113

も
木版 …… 65

木版印刷 …… 25,86
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